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例言

１　本計画は、群馬県高崎市の文化財の保存・活用に関する総合的な法定計画である。

２　本計画は、令和４年度、令和５年度、令和６年度に地域文化財総合活用推進事業国庫

補助金の交付を受けて作成した。

３　本計画の作成にあたり、高崎市文化財保存活用地域計画協議会を設置し、計画案の検

討を行った。

４　作成過程においては、文化庁及び高崎市文化財調査委員の指導・助言を受けた。

５　本計画の編集は、高崎市教育委員会事務局文化財保護課が行った。

６　本書における年代表記は、元号（西暦）とした。

７　本書における地名の表記については次のとおりである。

　　・高崎市、本市、高崎：現在の高崎市のエリア

　　・高崎地域：平成合併前の高崎市のエリア

　　・倉渕地域：平成合併前の倉渕村のエリア

　　・箕郷地域：平成合併前の箕郷町のエリア

　　・群馬地域：平成合併前の群馬町のエリア

　　・新町地域：平成合併前の新町のエリア

　　・榛名地域：平成合併前の榛名町のエリア

　　・吉井地域：平成合併前の吉井町のエリア
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序章　計画作成の背景と目的

　高崎市は、関東平野の北端に位置し、上毛三山（赤城山・榛名山・妙義山）をはじめと

する緑豊かな山々に囲まれ、豊富な湧
ゆうすい

水により幾筋もの河川が市域を貫流する自然環境に

恵まれた地域である。古より交通の要衝として繁栄し、その名残が今もある。

　平成１８年（２００６）から平成２１年（２００９）にかけての、高崎市・倉
くらぶち

渕村・箕
みさと

郷町・

群馬町・新
しん

町・榛名町・吉井町の７市町村の大合併により、群馬県内の市町村で２番目に

広い市域を有することとなった。合併した各地域はシンボルとなる文化財を保有しており、

現在の高崎は様々な歴史文化をもつ、極めて恵まれた地域といえる。

　一方で、各地域の特色ある文化財を数多く取り込んだことで、国や県、市によって指定

や登録の措置が図られている文化財は多岐にわたり、それらの適切な保存・活用のさらな

る推進が求められるようになった。そのため、未指定の文化財に関しては現状を的確に把

握できているとは言い難く、散逸・滅失の危険性が高まっているものがあるといえる。加

えて、全国的な少子化による人口減少が進行し、文化財を次世代へと継承する担い手の不

足、地域の衰退による文化財の散逸や滅失が課題になっている。本市においても少子化に

よる中山間地域の人口減少や都市部における核家族化、生活様式の変化、価値観の多様化

により地域コミュニティの活動が低調となり、今後は無形の民俗文化財の後継者の育成や

個人所有の有形文化財、記念物等の継承が困難な状況に立たされることが予想される。さ

らに、近年増加している自然災害や、犯罪行為への対策・対応も、喫緊の課題である。

　平成３０年（２０１８）に文化財保護法が改正（平成３１年４月１日施行）され、都道

府県による「文化財保存活用大綱」の策定が規定され、市町村は「文化財保存活用地域計

画」を作成し、国に認定を申請できることとなった。

　これらの仕組みにより、各地域における文化財の保存・活用は、中・長期的な観点から、

計画的・継続的な取組が一層促進されることになる。また、地域の文化財保護行政が目指

す方向性や取組の内容が「可視化」されるほか、文化財の専門家のみならず多様な関係者

が参画した、地域総がかりによる文化財の次世代への継承に向けた取組の促進が期待され

る。文化財保護法の改正を受け、群馬県は文化財の保存・活用のための基本的な方針を示

す「群馬県文化財保存活用大綱」を、令和２年（２０２０）３月に策定した。

　このような背景を踏まえ、本市では市域に所在する未指定を含めた歴史文化資産を総合

的に把握した上で、高崎の歴史文化の魅力を価値づけするとともに、文化財に対する人々

の理解を深め、後世に永く継承していくための施策・事業を展開していくために「高崎市

文化財保存活用地域計画」（以下、「地域計画」という。）を作成することとした。

計画作成の背景と目的序章
第１節 計画作成の背景と目的
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序章　計画作成の背景と目的

（１）地域計画の位置づけ

　地域計画は、文化財保護法第１８３条の３（文化財保存活用地域計画の認定）に基づき、

高崎市における多様な文化財の保存・活用を進めるための総合的な計画として作成するも

のである。作成にあたっては「高崎市第６次総合計画」及び「高崎市教育大綱」を上位計

画とし、「群馬県文化財保存活用大綱」を勘案、その他各関連計画との整合を図る。また、

地域計画は文化財の保存・活用に関する基本計画（マスタープラン）であるとともに、計

画期間の中で実施すべき行動計画（アクションプラン）としての役割も担う。

（２）上位計画

①高崎市第６次総合計画

　（策定年月：平成３１年２月 計画期間：平成３０～令和９年度）

　高崎市第６次総合計画（以下、「総合計画」という。）では、都市づくりの基本戦略とし

て、「高崎における文化財保有・活用、特に次世代の子ども・若者への普及がまちづくり

において重要である。」とし、また、「地域固有の恵まれた自然環境や長く受け継がれてき

た優れた伝統・文化などの地域の個性や魅力を最大限に活用した高崎のまちづくりを進め、

地域に対する市民の憩いを大切にした地域振興を推進する。」としている。このまちづく

りを進めるため、以下のとおり主要施策を掲げている。

　・高崎市が誇る多くの文化財を十分に生かしながら、市民の郷土への誇りを育み、歴史

遺産を生かした魅力ある地域づくりを行いつつ、あわせて、教育・観光資源として

も活用し、本市の文化財が持つ魅力をさらに広く発信していく。

　・文化財を紹介する印刷物の作成、企画展や体験学習等により、その歴史的価値を広く

発信するとともに、情報提供の場としての史跡公園の整備や博物館・資料館などの

教育施設の充実を図る。

　・市民が文化財保護・継承に積極的に関われるよう、各種ボランティア組織の育成を促

進する。

　また、貴重な文化財の計画的な調査研究及び発掘調査を実施し、その価値づけを踏まえ、

適切に指定・保存・管理を行っていくこと、市内各所に残る歴史的資産を活用するととも

に、全国へ発信し、次世代に広く価値を伝える教育普及活動を行っていくことが明記され

ている。

②高崎市教育大綱

　（改定年月：令和４年１２月 対象期間：令和５～９年度）

　「教育都市高崎」の創造を目指し、一人ひとりの子どもたちや市民に寄り添う教育行政

の充実を図るための教育に関する基本方針を定めるものである。施策の七つの視点のうち、

「歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進」を掲げ、重点施策の一つとして「文化財

の保護と活用」を挙げている。重点施策の具体的な内容は以下の通りである。

　○史跡等の保護と活用

第２節　地域計画の位置づけ
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序章　計画作成の背景と目的

　　ユネスコ「世界の記憶」に登録された上
こうずけさん

野三碑
ぴ

をはじめ、史跡や重要文化財の保護と

活用に取り組む。また、歴史的建造物の保護を支援する。

　○展示施設の充実

　　展示施設の運営を通じ、生涯学習や学校教育における学びの場を提供する。

　○重要遺跡の調査と史跡の保存整備

　　多胡碑周辺遺跡や上野国分尼寺跡といった重要遺跡の調査を進めるとともに、箕輪城

跡、日高遺跡などの史跡整備を進め、活用に向けて取り組む。

（３）勘案・関連計画

①群馬県文化財保存活用大綱

　（策定年月：令和２年３月　計画期間：概ね５年ごとに評価と見直し）

　文化財保護法第１８３条の２第１項に基づく、総合的な視点から文化財の保存と活用に

向けた県の基本方針を定めたものである。

　「歴史文化を知って守り、活かし伝える、魅力あふれる郷土ぐんま」を文化財の保存・

活用の基本理念とし、この基本理念に基づき「（１）地域の文化財の把握」、「（２）文化財

の確実な保存管理」、「（３）市町村・地域住民と連携した保存・活用」、「（４）文化財を活

用した地域づくり」、「（５）学校教育との連携」、「（６）文化財の保存・活用を担う人材の

育成」、「（７）活用と情報発信の強化」の七つの基本方針を示し、地域社会総がかりによ

る文化財の次世代への継承に向けた取組を推進している。

②群馬県文化財防災ガイドライン

　（策定年月：令和４年３月　定期的にガイドラインの検証と見直し）

　災害に備えた事前の対策や災害時のタイムライン（防災行動計画）、多様な関係者の連

携体制等についての方針とともに、具体的な取組を示すもの。文化財の所有者・管理団体、

各種団体、県・市町村の文化財担当部局及び防災担当部局、文化財の防災に関わる全ての

関係者が、本ガイドラインに基づき行動することによって、災害対策への取組を進めると

ともに、災害時の文化財への被害を最小限にとどめることを目的とする。

③高崎市都市計画マスタープラン

　（策定年月：平成２３年３月　目標年次：～令和７年）

　市街地から農山村地域まで多様な市域を持つ高崎市において、それぞれの地域に適した

都市づくりを行っていき、環境問題や少子高齢化などの社会潮流への対応とともに、北関

東・信越地域を代表する拠点都市として、高崎の都市力をさらに伸ばしていくことを将来

ビジョンとしている。

　前述の将来ビジョンを実現するうえで、「歴史・文化・伝統などの個性を活かした地域

づくり」を基本目標として掲げ、その目標を推進する施策を以下に掲げている。

　・各地域の観光地、レクリエーション施設、大規模公園などは、観光、交流、アメニ

ティ拠点として位置づけ、本市の歴史や文化を紹介し、体験できる場、憩える場と

して整備を進め、交流拠点性を高めていく。
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④高崎市景観計画

　（策定年月：平成２１年４月（平成２２年、平成２３年改訂））

　市全域を対象として、景観法第８条に基づき、景観行政団体である本市が定める景観形

成の総合的な指針となる計画である。以下の三つの視点を踏まえ、景観づくりの取組を進

めている。

　・高崎らしさの現れた景観を守り、次世代に引き継ぐ

　・暮らしの基調となる日常的景観を大切にする

　・市民自ら考え行動する景観まちづくりを推進する

　また、景観計画区域を①高崎・都心地域、②高崎・問屋町周辺地域、③高崎・観音山周

辺地域、④高崎・東部地域、⑤高崎・北部地域、⑥高崎・西部地域、⑦高崎・南部地域、

⑧倉渕地域、⑨箕郷地域、⑩群馬地域、⑪新町地域、⑫榛名地域、⑬吉井地域の１３地域

に分け、それぞれの地域にある歴史文化資源を生かした景観形成の方針を定めている。

⑤高崎市第４次環境基本計画

　（策定年月：平成３０年１０月　計画期間：平成３０～令和９年）

　「活力ある未来を支える環境都市」を目指し、高まる地域の魅力が「ひと」を呼び「まち」

の賑わいと活性化につながる高崎市の未来において、市民が安心して暮らせる生活環境を

維持するため、具体的な５つの分野に方策を分け、環境まちづくりを進めるための計画で

ある。

　上記方策のうち「４　緑豊かで魅力あふれるまちづくり」で「先人たちが築いてきた魅

力ある歴史的資産を途絶えさせることなく、誇らしい地域の特性とともに美しい自然を後

世に引き継ぎ、緑豊かで魅力あふれるまちを目指します。」としている。

⑥高崎市地域防災計画

　（修正年月：令和５年３月）

　市、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等がその全機能を有効に発揮し、また、

相互に協力して市の地域における地震、風水害、雪害、火山災害、事故災害、原子力災害

及び火災に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、市民の生命、

身体及び財産を災害から守ることを目的とするもの。さらに、市民が自ら行う事項、自主

防災組織や町内会をはじめとした地域における各種団体が行う事項及び首都直下型地震、

東海・東南海・南海地震等の大規模災害が発生した場合における首都圏等の被災自治体へ

の支援体制や自治体間の広域応援体制の整備事項について定め、所期の目的を達成しよう

とするものである。

　「第２章　災害予防計画　第１節　災害に強いまちづくり」において「教育部は、文化

財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努める」とし、「第３章　地震災害応急

対策計画　第１４節　その他の災害応急対策」や「第４章　風水害応急対策計画　第１４

節　その他の災害応急対策」において「地震情報の把握、文化財の安全性の点検、利用者・

観覧者等の安全確保、文化財の安全確保、災害情報の連絡、応急修復」について定めている。
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図序－１　地域計画の位置づけ

高崎市第６次総合計画

高崎市教育大綱

文化財保護法

・史跡箕輪城跡保存管理計画

・史跡北谷遺跡保存管理計画

・史跡・重要文化財旧新町紡績所

保存活用計画

・特別史跡多胡碑保存活用計画

・史跡保渡田古墳群保存活用計画

・その他

・高崎市都市計画マスタープラン

・高崎市景観計画

・高崎市第４次環境基本計画

・高崎市地域防災計画

・その他

連携
調整

基づく

反映・整合

反映
整合

基づく

勘案

高崎市文化財保存活用地域計画

群馬県

文化財保存

活用大綱

群馬県

文化財防災

ガイドライン

<根拠法 >

< 文化財の個別計画 > < 庁内の関連計画 >

< 上位計画 >

文化財保護法に基づく文

化財保存活用大綱・文化

財保存活用地域計画等に

関する指針

連携
調整

反映
整合

連携
整合
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第３節　計画期間と作成体制

（１）計画期間

　地域計画の計画期間は、令和６年度（２０２４）から令和１５年度（２０３３）までの

１０年間とする。

　計画期間中において、文化財を取り巻く社会的な要因の変化や調査の実施、開発等事業

および財政状況、また地域計画に記載した事業等の取組の進捗状況等を踏まえ、総合計画

の更新年の令和１０年度（２０２８）に合わせて、計画内容および期間等についての中間

見直しを実施する。

　なお、見直しにより、認定を受けた地域計画を変更する場合（計画期間の変更、市の区

域内に存する文化財の保存に影響を与えるおそれのある変更、地域計画の実施に支障のお

それのある変更）は、文化庁に申請し文化庁長官の変更の認定を受けるものとする。また、

それ以外の軽微な変更を行った場合は、変更の内容について群馬県及び文化庁に報告を行

う。

図序－２　主な計画の計画期間

年度
令和６
(2024)

令和７
（2025）

令和８
(2026)

令和９
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

令和14
(2032)

令和15
(2033)

令和16
(2034)

令和17
(2035)

高崎市
文化財保存
活用地域
計画

高崎市
総合計画

高崎市
教育大綱

群馬県
文化財保存
活用大綱

10 年間（令和 10 年度に中間見直し）

第６次総合計画 次期　総合計画

令和５～９年度 次期　教育大綱

令和２年策定（概ね５年ごとに評価と見直し）

次期計画
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（２）作成体制

　地域計画の作成にあたり、文化財保護法第１８３条の９第１項の規定に基づき、学識経

験者、群馬県文化財保護課、高崎観光協会、庁内の関係各課からなる「高崎市文化財保存

活用地域計画協議会」を設置し、計画案の検討や意見聴取を行った。計画案については、

文化庁の指導・助言を受けるとともに、本市の文化財保護審議会相当である高崎市文化財

調査委員へ諮問し、意見聴取を行った。また、文化財保護課職員への本市文化財保護行政

の現状と課題や展望のヒアリングや、関係各課が行っている文化財に関わる事業の調査、

町内会の区長への地域にある文化財のアンケート調査や、パブリックコメントによる市民

からの意見募集を経て計画を作成した。

表序－１　作成の経過

年度 月日 内容

令和３年度 ７月 文化財保護課内への高崎の歴史文化に関する調査

１月 倉渕・榛名地域の区長へのアンケート

令和４年度 ６月 関係各課への文化資源・関連業務等に関する調査

６月 14 日 文化財保護課所管の博物館・資料館の学芸員とのワークショップ

６月 16 日 文化庁との協議（オンライン）

７月４日 文化財保護課埋蔵文化財担当（１係）とのワークショップ

７月 19 日 令和４年度第１回高崎市文化財調査委員会議

７月 27 日 令和４年度第１回高崎市文化財保存活用地域計画協議会

８月 箕郷・群馬地域の区長へのアンケート

10 月 24 日 令和４年度第２回高崎市文化財調査委員会議

11 月 新町・吉井地域の区長へのアンケート

12 月 26 日 令和４年度第２回高崎市文化財保存活用地域計画協議会

１月 高崎地域の区長へのアンケート

１月 26 日 令和４年度第３回高崎市文化財調査委員会議

１月 31 日 文化庁との協議（オンライン）

令和５年度 ５月 23 日 令和５年度第１回高崎市文化財保存活用地域計画協議会

７月４日 令和５年度第１回高崎市文化財調査委員会議

８月１日 文化庁との協議（オンライン）

10 月 10 日 令和５年度第２回高崎市文化財保存活用地域計画協議会

10 月 24 日 令和５年度第２回高崎市文化財調査委員会議

12 月 11 日 教育福祉常任委員会へのパブリックコメント実施の報告

12 月～１月 パブリックコメントの実施

12 月～１月 計画案に対する関係各課の確認

１月 16 日 教育委員会定例会への報告

１月 25 日 教育福祉常任委員会へのパブリックコメントの結果報告

１月 30 日 令和５年度第３回高崎市文化財調査委員会議
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年度 月日 内容

令和５年度 ２月１日 令和５年度第３回高崎市文化財保存活用地域計画協議会

２月 29 日 文化庁担当調査官による現地視察と計画案に対する指導

３月 パブリックコメントの結果公表
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　文化財保護法では、第２条において文化財を六つの類型に定義しているほか、埋蔵文化

財や文化財の保存技術の保護について規定している。

　六つの文化財類型に分類されるもののうち、重要なものは国または県 ､市により指定、

選択、選定、登録（以下、指定等という）され、保存の措置が図られている。地域計画で

はこれら指定等の措置が図られている文化財を「指定等文化財」とする。一方、六つの文

化財類型に該当するものの、指定等の措置が図られていない文化財を「未指定文化財」と

する。

　高崎の歴史文化は「指定等文化財」「未指定文化財」が相互に関係し、自然や社会など

周辺環境と密接に関わり合うことで形成されている。地域計画ではこれらを総称して「歴

史文化資産」とし、第４章で掲げる基本理念と基本方針をもとに現状と課題を整理し、講

ずべき措置を定めていく。

第４節　地域計画における文化財の定義

図序－３　地域計画において対象とする文化財 「歴史文化資産」

第２条
による
６類型
の

文化財

有形文化財
＜建造物＞

＜美術工芸品＞絵画／彫刻／工芸品／書跡／典籍／古文書／考古資料／歴史資料　等

無形文化財 演劇／音楽／工芸技術　等

民俗文化財
＜有形＞無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家具　等

＜無形＞衣食住・生業・信仰・年中行事に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術　等

記　念　物

＜遺跡＞貝塚／古墳／都城跡／旧宅　等

＜名勝地＞庭園／橋梁／峡谷／海浜／山岳　等

＜動物・植物・地質鉱物＞

文化的景観 地域における人々の生活・生業・風土により形成された景勝地（棚田 ､里山等）

伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群（宿場町 ､

城下町 ､農漁村等）

保存技術 文化財の保存に必要な材料や用具の製作・修理・修復の技術　等

埋蔵文化財 主に遺跡など土地に埋蔵されている文化財

文化財保護法が対象とする文化財

「歴史文化資産」

指定等・未指定に関わらず、高崎の歴史文化を形成するもの
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第１章　高崎市の概要

（１）位置・面積

　高崎市は日本列島のほぼ中央

にあり、関東平野の北端、群馬

県の中西部に位置している。

　東は前橋市、玉村町、西は長

野県軽井沢町、安中市、富岡市、

甘楽町に接し、南は藤岡市、埼

玉県上里町、北は長野原町、東

吾妻町、渋川市、榛東村に接し

ている。東京都心部までは約

１００㎞の距離にあり、市役所

や高崎駅のある市街地周辺の標

高は約９７ｍとなっている。

　明治３３年（１９００）４月

に市制を施行し、昭和４０年代

までに周辺１４町村との合併を

重ねた。その後、平成１８年

高崎市の概要第１章
第１節　自然的・地理的環境

（２００６）から平成２１年（２００９）にかけての市町村合併（倉渕村、箕郷町、群馬町、

新町、榛名町、吉井町）を経て、面積は４５９．１６㎢となった。

図１－１　高崎市の位置 （高崎市都市計画マスタープラン）

図１－２　高崎市と周辺の市町村
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第１章　高崎市の概要

（２）地形

　高崎市は、関東平野が台地から丘
きゅうりょう

陵へと移り変わる地域にあたり、南東部は平坦地形で

ある一方、北西部はゆるやかな丘陵地形や自然豊かな山々に囲まれた山間地形を有し、市

域の中でも変化に富んだ自然地形をみることができる。

　榛名山の東南斜面に形成された榛名火山麓扇状地は後期更新世（２万～１万５千年前頃）

に、榛名山山頂部の一部に形成された溶岩円頂部が崩壊することによる「陣馬岩
がんせつ

屑なだれ」

により大部分が造られた。その広大な斜面上を土砂等が流れることで凸
でこぼこ

凹が埋められ、さ

らに６世紀頃の噴火活動により扇状地西端が泥流堆積物で埋められたことで、現在の様な

地形が形成されたと考えられている。また、南東方向に流れる幾筋もの中小河川によって

浸食を受けており、その谷によって扇端から南の低地へ張り出した、数列の細長く伸びる

台地が形成された。

　榛名火山麓扇状地を南下すると、緩くなる傾斜から平坦な地形面が続く。この地形面は

前橋台地と呼ばれ、東縁は広瀬川、西縁は烏
からす

川まで連続している台地で赤城山や榛名山な

どを前縁とする上信越の山地と関東平野の境界にあたる。

　前橋台地の中央付近を流れる井野川流域には、段丘と谷底平野からなる井野川低地帯が

広がっており、この低地帯を境にして前橋台地の西域は特に高崎台地と呼ばれている。

図１－３　高崎市の地形 （国土地理院陰影起伏図に加筆）



- 12 -

第１章　高崎市の概要

①山並み

　市の中心街からは北に位

置する榛名山をはじめ、北

東の中景に赤城山、遠景に

は谷川連峰を、西の中景に

妙義山や荒船山、遠景には

浅間山を望むことができ

る。周囲の山を見上げて自

分の位置を把握する習慣が

ある程、市域を囲む山々の存在は、市民にとって安心感を与えると共に郷土の原風景を形

成する上では欠かすことのできないものとなっている。

　榛名山は上毛三山の一つとして市民に親しまれている山であり、標高１,４４９ｍの

掃
かもん が た け

部ヶ岳を最高峰に、相
そうまさん

馬山（標高１,４４１ｍ）、榛
はるな

名富
ふ じ

士（標高１, ３９０．３ｍ）、

図１－５　榛名山

図１－４　地形地域区分図
(国土地理院土地条件調査解説書 「前橋及び高崎地区」 の図に加筆）



- 13 -

第１章　高崎市の概要

烏
え ぼ し

帽子岳
だけ

（標高１,３６３ｍ）、二
ふたつだけ

ツ岳（標高１,３４３ｍ）等のいくつもの峰からなり、

底面の直径約２５㎞におよぶ大型の複成火山である。

②丘陵と台地

　市役所の所在する市街地の南西部に広がる岩
い わ の や

野谷丘陵は観
かんのんやま

音山丘陵とも呼ばれ、北側を

碓
うすい

氷川、東側を烏川、南側を鏑
かぶら

川に囲まれ、東西約１５ｋｍ、南北約７ｋｍあり、北側が

やや狭く地図上では台形を呈している。この岩野谷丘陵の北部から東部にかけての一部が

市域にあたり「観音山」と親しまれている。尾根の高さが標高２００ｍ～２５０ｍと定高

性がある一方、全体的に河川による開析が進んでいるため、幅の狭い稜線や傾斜が厳しい

急崖も多く、起伏に富んだ地形となっている。

　高崎地域の西方にある八
やわた

幡台地は、碓氷

川と烏川とに挟まれ、その合流地点に向

かって細長く伸びる舌状の台地で、川との

比高約３０ｍの急な崖となっている。

　吉井地域を蛇行しながら東流する鏑川

は、上下二段の河岸段丘を形成している。

上位段丘は鏑川河床から比高５０ｍ前後で

ある。上位段丘は鏑川右岸でのみ顕著であ

り、左岸では対応する段丘が認められない。

下位段丘は、南北幅１～２ｋｍの緩やかな

傾斜を持つ広い段丘面を有し、河床からの比高は１０～１５ｍである。

③河川・用水

　市域の東には利根川が流れ、山や丘陵の間に烏

川・神
かんな

流川・鏑川・碓氷川が流れている。また、

それらの河川の間には井野川・染谷川・榛名白川、

滝川や世界かんがい施設遺産である長
ながのぜき

野堰用水が

流れている。

　利根川は、日本最大の流域面積（１６，８４０㎢）

と、日本第２位の長さ（約３２２ｋｍ）をもつ一

級河川である。群馬県最北端の大水上山に源流を

発し、群馬県の中央、高崎市の東を流れている。「坂

東太郎」の異名を持つ、日本三大暴れ川の一つに

数えられている。

　烏川は、群馬・長野の県境にある鼻
はなまがり

曲山に源流を発し、榛名山の南麓を南東に流れ、

平野部に入ってから碓氷川、鏑川、神流川を合わせて利根川に合流している。流域の約

８０％は山地になっており、上流の榛名地域では河岸段丘を利用した梨と桃の栽培が盛ん

である。

　碓氷川は、烏川の支流として群馬県と長野県との境界に位置する一ノ字山に源を発し、

図１－６　高崎市役所から望む 「観音山」

図１－７　高崎市役所の西側を流れる烏川
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国道１８号と並行しながら安中市をへて烏川と合流している。

　鏑川は、群馬県と長野県の県境に位置する物見山付近に源流を発して南東へと流下し、

国道２５４号と並行して東へ流れ、高崎市南部で烏川に合流している。

　神流川は、群馬県の南西端、上野村にある三国山の北麓に源流を発し、多野山地へ曲が

りくねりながら流れ、Ｖ字型の谷は急斜面を形成している。

　平成２８年（２０１６）に世界かんがい施設遺産に登録された長野堰用水は、古くから

水利に乏しい高崎台地に水の恵みをもたらし、この地域の農業用水、生活用水として、ま

た、染色、製粉、製糸などの工業用水としても利用されてきた。現在は、本郷町の長野堰

頭首工で烏川から最大毎秒６．８ｔの水を取水し、榛名白川の下をくぐり、高崎市街地を

北西から南東に横切る形で、１４箇所の水門で分水しながら、８．６ｋｍ下流の高崎市立

城東小学校の南にある円筒分水堰に向かう。円筒分水堰は、水争いの頻発した長野堰用水

下流地域へ受益面積に応じて配水するため昭和３７年（１９６２）に設置された堰である。　　

　滝川は、江戸時代初期に前橋にできた天狗岩用水を玉村まで延長した用水である。京目

町・大沢町・萩原町・西横手町・宿横手町・上滝町など、市域の東側付近を流れ、農業用

水とともに防火用水としても使われている。

図１－８　主な山や河川の位置 （国土地理院地図 GSI Maps に加筆）



- 15 -

第１章　高崎市の概要

（３）気候

　高崎の市域は広範囲に及び、平野部と北西の山間部では地形や標高の違いにより、気候

や気温に多少の差が見られるが、夏と冬、日中と夜間との気温差が大きい内陸性気候とい

うことは共通している（図１－９）。梅雨期と秋雨期以外は年間を通して日照時間に恵ま

れていることや、夏の雷

とともに季節の風物詩と

しても知られる、北の

山々から吹き降ろす冷た

く乾燥した「からっ風」

が本市の気候の特徴とい

える（表１－１）。

　このような気候的特性

が本市の伝統工芸品であ

る「高崎だるまⓇ」や、

多種にわたる農産物の生

産を盛んにしている一因

といえる。

（４）植生、生態系

　平野部から山間部まである本市では、地形や標高の違いにより、気候や気温に多少差が

見られ、多種多様な植生・生態系がみられる。

①植生、植物

　榛名山には標高に従いススキ、クリ―ミズナラ、クヌギ―コナラ、スギ・ヒノキやカラ

マツの植林など多様な植生が広がり、ハルナユキザサやジョウショウカモメヅル、ミヤマ

フナバラソウ、沼ノ原のカシワ林の分布などが確認できる。榛名神社域には、アズマシャ

クナゲやキヨスミコケシノブが生育している。倉渕地域にはカラマツ、スギ・ヒノキ、ア

カマツの植林、クリ―ミズナラの群落、シオジ原生林がみられる。また、ヒカリゴケの群

図１－９　月別平均気温と降水量 ( 令和４年版高崎市の統計 )

表１－１　2017 年から 2021 年の風速データ ( 気象庁の上里見地点のデータをもとに作成 )

平均風速 最大風速 最大瞬間風速

(m/s) 風速 (m/s) 風向 月 /日 風速 (m/s) 風向 月 /日

2017 年 １．６ ８．４ 西北西 ２月２日 １６．７ 西 10 月 23 日

2018 年 １．５ ８．５ 西北西 ３月１日 １６．３ 西北西 ２月 17 日

2019 年 １．５ ９．３ 西北西 12 月 31 日 １７．２ 西北西 12 月 31 日

2020 年 １．４ １０．６ 西北西 ４月２日 １７．８ 西北西 ４月２日

2021 年 １．６ ９ 西北西 12 月 17 日 １９．３ 北西 ３月 26 日
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落やヒメスミレサイシンの生育も確認することができる。

　岩野谷丘陵（観音山丘陵）には、丘陵の尾根にアカマツ、渓谷沿いにはスギ・ヒノキな

どがみられ、低木層にはコナラ、フジなど、草木層にはジャノヒゲ、ミズヒキなどがうっ

そうとした林床を形成し、豊かな自然は野鳥の宝庫となっている。岩鼻火薬製造所の跡地

にある「群馬の森」にはシラカシ、クヌギ、エノキ、アカマツが生育し、東側にはクヌギ、

コナラなどがあり、野鳥の棲みかとなっている。

　市域の平野部は水田が広がり、北東方面には桑畑、西方の丘陵にはアカマツの植林やク

ヌギ―コナラ群集が見られる。また、市内には多くのため池が点在し、吉井地域ではヒシ

群落、クロモ群落、アオウキクサ―タヌキモ群集など、水生植物群落をみることができる。

②動物

　『群馬県の貴重な自然　動物編（平成２年３月発行）』には、高崎に分布する貴重な動物

が紹介されている。カワセミやヒゲナガカワトビケラ、ヘビトンボやナミウズムシなど、

平野部や山間部など地域を問わずに分布しているものもあれば、榛名地域のアサマシジミ

や倉渕地域のイヌワシ、カジカ、カモシカやヤマネ、群馬地域のタカチホヘビ、新町地域

や吉井地域のヤリタナゴなど、地域特有の動物の分布も確認できる。山間部には国指定天

然記念物であるニホンカモシカが、倉渕地域の笹
ささどややま

塒山の洞穴には県指定天然記念物のウサ

ギコウモリが生息している。

　岩野谷丘陵（観音山丘陵）は９０種類もの野鳥の宝庫として知られ、アオサギやダイサ

ギ、トビ、オオタカ、ノスリやキジ、カワセミやマカゲラやイカル、オオルリなど、季節

によっても異なる野鳥が確認できる。

（５）景観

　高崎駅周辺の都心地域は高崎城の城下町として形成され、中山道の宿場町として発達し

た。その後も鉄道路線網の結節点、経済の中枢として発展を続け、市の玄関口及び群馬県

の「商都」としてにぎわいのある景観が形成されてきた。高崎地域東部では広大な田園を

井野川や滝川が縦断し、養蚕農家住宅や屋敷林など、昔ながらの田園集落景観を見ること

ができる。

　高崎地域北部は都心地域に接する東側は住居地域、西側は市街化調整区域となっており、

国道１７号や環状線に沿って商業・業務施設が集積している。高崎地域西部の南側では岩

野谷丘陵（観音山丘陵）から鼻高の少林山達磨寺へと連なる緑あふれる山並み、そして丘

図１－ 1 ０　高崎市の木 ・花 ・鳥
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陵の緑と一体となった碓氷川の水辺景観が見られる。高崎地域南部では中山道に沿ってか

つての宿場町の面影が残り、脇本陣や閻魔堂のほか由緒ある寺社も多く、歴史的なまちな

みをみることができる。

　倉渕地域は烏川と山々を中心とした水と緑の豊かな自然環境を持つ地域である。

　榛名地域の榛名富士や榛名湖周辺では、四季折々に変化する雄大な自然的景観が見られ

る。

　箕郷地域は高低差が大きく地形の変化に富んでおり、榛名山や赤城山などの眺望に加え、

市街地への見晴らしや夜景の美しい眺望点、箕郷梅林や箕
みのわじょう

輪城跡など、良好な視点場を有

している。

　群馬地域は比較的平坦な地形であり、榛名山や赤城山の雄大な山並みを背景に、地域の

特産品である国府白菜などの畑や水田が広がっている。

　新町地域の烏川や温井川、神流川の河川敷を利用した運動公園や土手からは、山並みと

水辺が一体となった雄大な景観が広がっている。

　吉井地域は南と北を山地や丘陵部で挟まれ、中央を流れる鏑川沿いの田園地帯を貫くよ

うに上信電鉄・上信越自動車道・国道２５４号が走り、電車や車から見える田園と背後に

そびえる山並みが調和した里山風景が代表的な景観となっている。

図１－ 1 １　箕輪城跡から望む高崎市街
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第２節　社会的環境

（１）人口動態

①高崎市の人口推移

　国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が令和５年（２０２３）に公表した推計によ

ると、本市の人口は年々減少を続け、令和２２年（２０４０）には２９４,８３６人となり、

今後２０年間で約３７，０００人減少すると見込まれている（図１－１２）。しかし、総人

口は、令和６年（２０２４）３月末時点で３６６，５４７人であり、減少傾向へと転じて

いるものの、全国的に急速する人口減少社会において例外的に健闘しているといえる。

②人口動態の推移

ａ．自然増減

　出生数と死亡数により変動する「自然増減」について、平成２２年（２０１０）に死

亡数が出生数を上回る「自然減」へと転じ、令和４年度（２０２２）には、自然増減数

は２,１６０人減となっている（図１－１３）。

　今後、一般的には少子高齢化による人口減少社会が続くことから、さらに自然減は進む

ことが見込まれる。

ｂ．社会増減

　転入者と転出者の差を表す「社会増減」については、おおむね転入者が転出者を上回

る「社会増」の状態が続いている（図１－１４）。令和４年（２０２２）には、転入者が

１３,３７９人に対して転出者が１２,８２０人となり、転入者が転出者を５５９人上回っ

た。

図１－ 1 ２　人口推移と令和５年 （２０２３） の社人研による人口推計
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ｃ．年齢３区分別人口

　総人口を年少人口（０歳から１４歳）・生産年齢人口（１５歳から６４歳）・老年人口（６５

歳以上）の三つに分けた「年齢３区分別人口」を、平成２７年（２０１５）と令和２年

（２０２０）で比較すると、年少人口は４９,２９８人から４６,００９人に減少、生産

年齢人口も２２１,２２８人から２１５,４２５人に減少しているのに対し、老年人口は

図１－ 1 ３　出生数 ・死亡数の推移 ( 令和４年版高崎市の統計をもとに作成 )

図１－１４　転入者数 ・転出者数の推移 ( 令和４年版高崎市の統計をもとに作成 )
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９７,４６６人から１０５,０３４人に増加し、老年人口は初めて１０万人を超えた（図

１－１５）。

ｃ．各地域における人口

　令和２年の国勢調査からみる、平成２７年（２０１５）と令和２年（２０２０）の地域

別の人口を比較すると、高崎地域と群馬地域は増加、箕郷地域と新町地域がほぼ横ばいに

対し、倉渕地域と榛名地域、吉井地域は減少傾向にある（図１－１６）。

図１－１５　年齢３区分別人口の推移 （令和４年版高崎市の統計）

図１－１６　各地域の人口 （令和２年国勢調査の概要をもとに作成）
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（２）自治体の沿革

　高崎は政治・軍事において重要な地であり、箕輪城主の井伊直政が高崎城を築いた後は

江戸時代を通じて中山道随一の町として発展した。

　明治５年（１８７２）に大区小区制が、明治１１年（１８７８）には郡区町村編成法が

制定され、明治政府による地方制度の近代化が進められた。当時編成された町名や村名に

は、現代の大
おおあざ

字や町名に通じる名称をみることができる（表１－２）。

　明治２１年（１８８８）に町村制が公布されると、翌年４月に下和田村、下並榎村、赤

坂村及び飯塚村の一部と合併し高崎町となった。町役場を宮元町に置き、初代町長には矢

島八郎が就任した。

　明治３３年（１９００）４月１日、市制施行により高崎市が誕生した。初代市長には再

び矢島八郎が就任し、その後の高崎の発展に大きく貢献した。

　大正時代に入り、高崎を近代化・大都市化へと発展させる機運が高まると、昭和２

年（１９２７）４月１日に群馬郡塚沢村・片岡村と合併、次いで昭和１４年（１９３９）

１０月１日に群馬郡佐野村、市制５０周年となる昭和２６年（１９５１）４月１日には群

馬郡六郷村と合併した。

　昭和２８年（１９５３）の町村合併促進法により全国的に昭和の大合併が進むなか、高

崎市も昭和３０年（１９５５）１月２０日に群馬郡新高尾村の一部、中川村、碓氷郡八幡村・

豊岡村、同年８月１日に群馬郡長野村、翌年９月３０日に多野郡八幡村、群馬郡大類村の

一部との合併を進めた。昭和３２年（１９５７）８月１日に岩鼻村の一部と、昭和３８年

（１９６３）３月３１日に倉賀野町と合併すると、高崎市東部の工業化により発展したこ

とを背景に昭和４０年（１９６５）に群南村と合併し、大都市高崎への発展を着実に進めた。

　平成１１年（１９９９）の合併特例法によって、全国各地で平成の大合併が起こった。

平成１５年（２００３）に高崎地域任意合併協議会を設置し、住民説明会や住民意識調査

の実施、法定合併協議会の設置や周辺町村との合併協議を積極的に進めていった。その結

果、平成１８年（２００６）１月２３日に倉渕村・箕郷町・群馬町・新町と、同年１０月

１日に榛名町と合併した。平成２１年（２００９）６月１日には吉井町と合併し、人口は

３７万人を超えた。中核市指定要件を満たし、平成２３年（２０１１）４月１日には保健

衛生や教育、福祉等に関する事務権限を強化された中核市となり、現在の高崎市へと至っ

ている。
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※註：小区にみる町村等名には、現在の高崎市以外の名称も含まれる。

表１－２　高崎の大区 ・小区制導入時 （明治５年） の編入町村名

大区名 小区名 町村等名 大区名 小区名 町村等名

北第２

第５ 広馬場村　柏木沢村

北第 10

第１
西明屋村　上芝村　矢原村　東明屋村

金敷平村　松之沢村
第６

野良犬村　金子（古）宿　足門村

中里村　井出村 第２ 生原村　保渡田村　行力村

第７
引間村　後引間村　冷水村　北原村　

西国分村　東国分村　塚田村
第３ 浜川村　南新波村　北新波村　楽間村

第８
棟高村　菅谷村　福島村　中泉村

三ツ寺村
第４

西新波村　我峰村　下小塙村

上小塙村　菊地村

第９ 大八木村　上小鳥村　筑縄村 第５ 和田山村　白川村　本郷村　下芝村

北第４

第１
川曲村　稲荷新田村　上京目村

中京目村　下京目村　大沢村
第６

高浜村　白岩村　富岡村　善地村　

十文字村

第２
前箱田村　箱田村　後家村　江田村　

新保田中村
第７

下室田村　神戸村　三ツ子沢村

宮沢村

第４ 上新田村　下新田村　萩原村 第８ 中室田村　上室田村　春名山村

第５ 島野村　矢島村　西島村
第９

権田村　三ノ倉村　水沼村　岩氷村　

川浦村第６ 南大類村　宿大類村　元島名村

第７ 新保村　上大類村

北第 11

第１ 下豊岡村　中豊岡村　上豊岡村

第８ 日高村　井野村　小八木村 第２ 藤塚村　剣崎村　八幡村

第９ 貝澤村　濱尻村 第３ 板鼻宿　若田村

第 10 正観寺村　中尾村　鳥羽村　稲荷台村
第４

金井渕村　町谷村　下大島村

上大島村

北第５

第１

高松町　柳川町　堰代町　宮本町

椿町　明石町　弓町　竜見町

十人町　北通町　真町　山田町

第５ 鼻高村　大谷村　岩井村　中宿村

第９ 下里見村　中里見村　上里見村

第２

新喜町　南町　鎌倉町　新田町

新ラ町　下横町　職人町　砂賀町

檜物町　鍛治町　若松町

北第 13

第１ 小幡村　轟村　上野村　小川村

第２ 福島町　田篠村

第３ 白倉村

第３

連雀町　鞘町　通町　田町　中紺屋町　

寄合町　白銀町　本紺屋町　八軒町　

羅漢町　九蔵町　新紺屋町　高砂町

第４ 天引村　金井村

第５ 長根村　下長根村

第６
多胡村　高村　神保村　塩村　東谷村　

大沢村
第４

本町　嘉多町　赤坂町　常盤町

歌川町　四ツ屋町　相生町　住吉町 第７ 池村　塩川村　吉井町　河内村

第５ 赤坂村　上並榎村　下並榎村 第８ 多比良村　矢田村

第６ 上飯塚　下飯塚 第９ 片山村　本郷村　小棚村

第７ 江木村　高関村 第 10 後賀村　白岩村　庭谷村　造石村

第８ 上中居村　下中居村 第 11 藤木村　桑原村　小桑原村　相野田村

第９
岩押村　新後閑村　下和田村

和田多中村

北第 14

第１ 上大塚村　西平井村

第２ 中大塚村　緑野村

第 10
上佐野村　下佐野村　佐野窪村

下ノ城村

第３ 下大塚村　本動堂村　篠塚村

第４ 上落合村　白石村　三ツ木村

第 11 倉賀野宿　同出作 第５ 木部村　山名村

第 12 乗附村 第６ 阿久津村　根小屋村

第 13 石原村 第７ 岩井村　小暮村　馬庭村

第 14 寺尾村 第８ 岩崎村　下奥平村

北第６

第１
西横手村　宿横手村　中島村　上滝村　

滝新田村

第９ 上奥平村　坂口村　蕨村

第 10
小串村　石神村　中島村　深沢村

黒熊村第２ 板井村　中斎田村　斎田村

第３ 綿貫村　下滝村　滝村
第 11 東平井村　鮎川村　三本木村　高山村

第４ 下大類村　中大類村

第５ 柴崎村　矢中村 第 12 金井村　下日野村　上日野村

第６ 岩鼻村　台新田村　栗崎村　中里村
北第 15 第１ 新町駅　立石新田　立石村　中島村

第７ 八幡原村　下斎田村　宇貫村
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（３）産業

　市の就業人口は、約１８万 1, ０００人（令和２年）であり、これらの人々が従事して

いる産業と産業別就業者の割合は、農業・林業などの第１次産業が３％、製造業などの工

業や建設業などの第２次産業が２８％、商業や情報通信、医療福祉などサービス業などの

第３次産業が６９％

となっている（図１

－１７）。もともと、

商業都市として発展

した高崎市では、近

年も第３次産業の増

加が目立ち、第２次

産業と合わせると

９７％となる一方、

第１次産業は就業者

が少なく、後継者不

足が課題となってい

る。

①農業

　日照時間が長く、豊かな自然に恵まれた高崎では、各地域で特色ある農業が営まれてい

る。高崎地域や新町地域、群馬地域では米や小麦、ハクサイやニンジンなどの栽培が中心

となっており、特に小麦は古くから粉食文化に使われ、焼きまんじゅうや高崎うどん、高

崎パスタは魅力のご当地グルメとなっている。榛名地域や箕郷地域では、果樹栽培がさか

んである。本市のウメの生産量は東日本１位を誇り、榛名地域のフルーツ団地ではナシや

モモなどの栽培に力を入れている。倉渕地域では米や野菜の有機栽培がさかんであり、吉

井地域では、ナス、キュウリのほか、シイタケをはじめとするキノコ類の栽培など、多様

な農業が営まれている。

　首都圏へのアクセスが良好なことから、多彩な農産物を地元で消費する「地産地消」と、

大消費地へ販売する「地産他消」の両方を兼ね揃えた「地産多消」を推進している。

②工業

　本市は、北関東工業地域の一角にあり、景気などの社会変動に左右されることのない産

業構造や産業技術、情報・人材を活用して活力ある工業の振興を目指している。

　市の製造品出荷額等は令和２年（２０２０）では９，５１９億４，０６６万円となり、産

業別にみると、化学、食料品、金属製品、はん用機器、生産用機器の順になっている（図

１－１８）。事業所数では金属製品が最も多く、次いで生産用機器、食料品、電気機器、

輸送機器の順になっている。一方、従業者数では食料品、金属製品、はん用機器、生産用

機器、電子部品となっている。

図１－１７　産業別就業者の割合

第１次産業就業者
3%

第２次産業就業者
28%

第３次産業就業者
69%

高崎市の産業別就業者の割合
〔令和２年（２０２０）国勢調査より〕
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　本市の工業は、高崎地域、群馬地域を中心に広く分布している。そのうち倉賀野、滝川、

京ケ島、八幡、中川、群馬、岩鼻などの地区は特に工業が盛んで、これらの地域には大規

模な工業団地が造成され、多くの工場がある。製造品出荷額においては、工業団地が市全

体の５８％を占め、飲料・飼料、ゴム製品などの軽工業製品、電子部品、鉄鋼、輸送機器

などの重工業製品は、工業団地で生産する比率が高くなっている。また、交通拠点性を生

かした企業誘致を進め、幅広い分野で優秀な企業が多く、特に食品分野の企業が集積して

いる。

　「高崎だるまⓇ」は、二百有余年の歴史をもつ伝統工芸品である。平成５年（１９９３）

には群馬県ふるさと伝統工芸品に指定され、平成１８年（２００６）には特許庁が創設し

た地域団体商標制度で、県内初となる商標登録を受けた。

③商業

　江戸時代以降、高崎は高崎城の城下町を基盤に、生糸などの交易が活発な商都として発

展してきた。バブル経済の崩壊以降、商店数・販売額とも減少傾向にあった状況の中でも、

本市では商業の活性化を図ってきた。市や中心商店街の人々が協力して高崎駅前の再開発、

高崎人情市、音楽・文化のイベントを行い、商業のまち高崎に新たな賑わいを創り出して

いる。

　平成２０年（２００８）には「高崎中心市街地活性化基本計画」が策定され、商都高崎

ならではの新しいまちづくりが始まっている。また、平成１８年（２００６）以降は市町

村合併が行われたこともあって、市全体の年間商品販売額は増加傾向になり、平成２６年

度には２兆６,９００億６,１８１万円で、全国１４位であった。また、全国に先駆けて

問屋団地である高崎卸売商業団地ができ、平成２６年（２０１４）には高崎問屋町駅前に

商業業務の拠点施設「ビッグキューブ」が建設されるなど、先進的な流通都市として栄え

ている。

図１－１８　産業別製造品出荷額 （令和２年度）
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④観光

　本市には榛名湖や榛名神社、上
こうずけさん

野三碑
ぴ

や保
ほ ど た

渡田古墳群、観音山ファミリーパークや群馬

の森など、自然や歴史文化、スポーツ・レクリエーションを楽しめる観光施設がある他、

榛名山ヒルクライムｉｎ高崎（ハルヒル）、

高崎まつりや高崎だるま市など幅広いイベ

ントがある。また、全国一（３８台）の江

戸型の山車保有数を誇り、多数の山車が出

場し巡業する高崎山車まつりは、その規模、

内容において関東一といえる。さらに、高

崎パスタや焼きまんじゅうなど、高崎の粉

食文化がテレビなどのメディアで紹介され

たことで知名度が高まり、ご当地グルメと

して人気となっている。

（４）土地利用

　高崎市は合併によって広大な山林・緑地を有することになり、その市域の半分以上が農

地と山林で占められている。高崎駅を中心とした中心市街地には、商業・業務をはじめと

し、観光・コンベンション、文化芸術、医療・福祉などが集積して、広域交流拠点となっ

ている。

　高崎地域の郊外や群馬地域を中心とする平野部では、米や麦、その他野菜などの大規模

な農業がみられる。一方で、平野部は住宅開発や工業立地などの開発動向が強く、郊外に

小規模住宅地や店舗などが立地する状態が進んでいる。

　３０年前に市内に約８，６００ｈａあった経営耕地は、２０年間で約４，５００ｈａにま

で減少し、現在は約３，０００ｈａとなっている。また、農地の耕作放棄も発生し、３０

年前は約１５０ｈａであった耕地放棄地が、その後２０年間で約１，６００ｈａまで増加

している。倉渕地域を中心とする山林の近いエリアでは、昔と変わらない豊かな田園風景

が広がる地帯もある。一方で、過疎化が進み、空き家や耕作放棄、森林荒廃などの状況も

みられる。

図１－１９　高崎山車まつり
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（５）交通

　高崎市には、多くの鉄道や幹線道路が通り、北関東の交通の要衝としてのはたらきをし

ている。

①鉄道

　本市を通る鉄道はＪＲ高崎線・信越本線・両毛線・上越線・吾妻線・八高線、上信電鉄

があり、通勤・通学などに大きな役割を果たしている。また、昭和５７年（１９８２）に

上越新幹線が、平成９年（１９９７）に北陸新幹線の高崎・長野間が長野新幹線の愛称で

開通したことにより、東京を中心とした各都市への所要時間が大幅に短縮したため、高崎

駅を利用する都心への通勤・通学者が大幅に増加している。さらに、北陸新幹線が平成

２７年（２０１５）には金沢、令和６年（２０２４）には敦賀まで延伸したことで、日本

海側との観光交流も期待される。

②道路交通

ａ．自家用車

　群馬県は「自動車王国」であるといわれ、自家用車が市民の重要な交通手段となっている。

　市街地での混雑を解消するため、市街地周辺を通る高崎環状線が平成７年（１９９５）

に全線開通した。また、平成２０年（２００８）に和田橋交差点が立体交差化され、平成

２３年度（２０１１）には高崎渋川線バイパスが国道１７号と繋がったことで、国道や県

道の慢性的な渋滞や混雑の解消が進んでいる。さらに、高崎駅東口を起点に高崎、伊勢崎、

図１－２０　高崎の交通網
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太田、館林の各都市を一直線に結び、板倉町に至る総延長５８．６ｋｍの東毛広域幹線道

路（国道３５４号バイパス）が平成２６年（２０１４）に全線開通した。

　高速自動車道の利用も盛んである。昭和５５年（１９８０）７月に関越自動車道の前橋

ＩＣ以南が開通し、高崎ＩＣが開業した。平成５年（１９９３）には上信越自動車道の藤

岡ＩＣ・佐久ＩＣ間が開通し、その間にある吉井ＩＣが開業した。また、高崎ＪＣＴを起

点とする北関東自動車道の高崎ＪＣＴ・伊勢崎ＩＣ間が平成１３年（２００１）に開通し

た。さらに、平成２６年（２０１４）２月に関越自動車道高崎ＪＣＴと藤岡ＪＣＴの間に

高崎玉村スマートＩＣが開業した。

ｂ．公共交通機関（バス）

　平成９年（１９９７）に市民の移動手段として高崎市内循環バス「ぐるりん」の運行が

スタートし、各地域の路線が高齢者や学生など市民の移動手段として活用されている。

　また、「高崎アリーナシャトル」や「上野三碑めぐりバス」など、歴史文化資産の見学

や施設等の利用の活性化を促す路線や、「よしいバス」や「はるバス」といった、合併前

から運行していた路線が現在でも利用されている。さらに、前橋高崎線や伊香保榛名湖線、

高崎渋川線や権田萩生線、前橋玉村線など、高崎市外にアクセスできる路線もあり、市民

はもちろんのこと、市外・県外の人にも多く利用されている。

（６）歴史文化資産に関連する展示公開施設

①市立の主な展示公開施設

　市内には、六つの歴史系の博物館や資料館（通称：６館）や、美術館・記念館などの展

示公開施設がある。概要は下表のとおりである。

表１－３　市立の主な展示公開施設

館名（所在地） 概要

高崎市歴史民俗資料館（上滝町１０５８） 旧群南村役場の建物を転用した資料館で、高崎

市内を中心にした民俗資料、特に近世・近代史

に関連する資料等を収集・保存・研究・展示し

ている。また、小学生の団体受け入れにも力を

入れている。建物は令和２年（２０２０）８月

に国登録有形文化財になった。

観音塚考古資料館（八幡町８００－１４４） 近隣する観音塚古墳（国史跡）のガイダンス施

設として機能している。国指定重要文化財であ

る上野国八幡観音塚古墳出土品をはじめとして、

観音塚古墳の横穴式石室から発見された３００

点にも及ぶ遺物を保存・展示している。
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館名（所在地） 概要

かみつけの里博物館（井出町１５１４） 保
ほ ど た

渡田古墳群（国史跡）から出土した埴輪など

の遺物を保存・展示するとともに、三
み つ

ツ寺
でら

Ⅰ遺

跡や北
きたやつ

谷遺跡（国史跡）など関連する遺跡の資

料や渡来系遺物を展示している。通常の企画展

のほか子供向けの企画展を開催、小中学校の校

外学習の受け入れを行っている。

榛名歴史民俗資料館（榛名山町１３８－１） 榛名神社（国重文）の宝物をはじめ、榛名地域

の歴史、民俗資料の収集・保存・展示をしている。

平成２９年度（２０１７）から高崎市内の小学

生が参加する林間学校の現地学習に利用されて

いる。また、地元各種団体との連携も図っている。

吉井郷土資料館（吉井町吉井２８５） 吉井藩関係、吉井火打金関係の資料、吉井地域

に関する地質・考古資料や民俗資料を保存・展

示している。また、開館以来の歴史を持つ「吉

井郷土資料館友の会」が館運営に協力している。

多胡碑記念館（吉井町池１０８５） 上
こうずけさん

野三碑
ぴ

（国特別史跡、ユネスコ「世界の記憶」）

のガイダンス施設として、古代多胡郡をしのば

せる考古資料や上野三碑の各複製品、多胡碑の

碑文の書風に関わる中国の刻石の拓本の展示、

上野国多胡郡正倉跡の発掘資料の展示を行って

いる。企画展や体験事業を実施し上野三碑の普

及に努め、上野三碑ボランティア会が解説や環

境美化活動などを通して館の活動を支えている。

染料植物園（寺尾町２３０２－１１） 古くから伝えられてきた日本の染織文化やその

魅力を多くの人々に伝えるために造られた植物

染色のテーマパーク。園内には染料植物の道を

メインに、昔から衣服などを染める原料に使わ

れてきた代表的な染料植物が、たくさん植えら

れている。
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館名（所在地） 概要

高崎市美術館（八島町１１０－２７） 市民の要望に応え、高崎の芸術文化の主要施設

となるべく、平成３年（１９９１）７月に開館。

市民の貴重な文化資産である収蔵作品の展示と

ともに、各種の特別企画展・鑑賞会などの事業

を行っている。また、高崎市美術館が所管する

旧井上房一郎邸は美術館に隣接し、平成２２年

（２０１０）２月に高崎市景観重要建造物第１号

に指定され、同年４月から一般公開している。

高崎市タワー美術館（栄町３－２３） 日本画を中心に展示する美術館として、平成

１３年（２００１）１１月に開館。横山大観や

平山郁夫など、近現代の日本画家の作品を収蔵

し、企画展・収蔵作品展など、日本画を幅広く

紹介するために年間５回の展覧会を開催し、あ

わせて展示解説や講演会などの関連事業を行っ

ている。

高崎市山田かまち美術館（片岡町３－２３－５） 平成２６年（２０１４）４月に開館した。昭和

３５年（１９６０）に生まれ、１７歳で夭折し

た山田かまちの水彩画・クレヨン画・詩文など

１２０点を展示し、永遠の少年・山田かまちの

魅力を紹介している。

村上鬼城記念館（並榎町２８８－４） 村上鬼
きじょう

城記念館は、「鬼城草庵」と「記念館」の

２棟の総称。「鬼城草庵」の１階の和室や２階の

書斎には、鬼城が愛用していた文机や硯、火鉢

などを当時のまま展示している。「記念館」は自

筆の俳句と俳画が書かれた掛け軸や屏風、色紙、

自筆句集などを展示し、２階は句会室としての

利用もできる。
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②県立の主な展示公開施設

　市内には、群馬県立の歴史文化資産に関連する展示公開施設がある。概要は下表のとお

りである。

表１－４　県立の主な展示公開施設

館名（所在地） 概要

群馬県立歴史博物館（綿貫町９９２－１） 国宝である「群馬県綿貫観音山古墳出土品」を

常時展示する国宝展示室では、銅水瓶や金銅製

馬具などのきらびやかな副葬品と優れた造形の

埴輪群像を一堂に観ることができる。そのほか、

原始・古代・中世・近世・近現代にいたる群馬

県の歴史や文化の特色について紹介している。

群馬県立近代美術館（綿貫町９９２－１） 昭和４９年（１９７４）に開館。ルノワール、モネ、

ピカソなど海外の近代美術から、日本の近現代

美術、群馬ゆかりの美術など優れた作品を収集・

展示しているほか、日本と中国の古美術を中心

とした戸方庵井上コレクションも所蔵している。

群馬県立土屋文明記念文学館（保渡田町２０００） 県立の文学館。群馬の歌人・土屋文明の業績を

顕彰するとともに、群馬県ゆかりの文学資料の

収集・紹介や、企画展の開催など、文学に親し

めるよう様々な事業を展開している。

群馬県立日本絹の里（金古町８８８－１） 蚕糸絹業に関わる情報発信の拠点として、染織

等の体験学習機能や、養蚕から絹織物まで親し

むことのできる展示機能を備え、蚕糸業の振興

に寄与している。



- 31 -

第１章　高崎市の概要

③一般利用が盛んな主な歴史文化資産

　市内には、整備等が進み、見学等の一般利用が盛んな史跡や建造物などの歴史文化資産

がある。概要は下表のとおりである。

表１－５　一般利用が盛んな主な歴史文化資産

名称（所在地） 概要

山上碑及び古墳（山名町２１０４） ６８１年に建てられ、完存するものに限れば日

本最古の石碑（国特別史跡、ユネスコ「世界の

記憶」）で、放光寺の僧である長利が、亡き母の

黒売刀自を供養すると共に、母と自分の系譜を

記している。碑の東隣にある山上古墳は７世紀

に造られた直径１５ｍの円墳で、黒売刀自を追

葬したものと考えられている。

多胡碑（吉井町池１０９５） ７１１年に多胡郡が建郡されたことを記念して

建てられた石碑（国特別史跡、ユネスコ「世界

の記憶」）で、那須国造碑（栃木県）、多賀城碑（宮

城県）と並ぶ日本三古碑の一つ。周囲は緑あふ

れる「いしぶみの里公園」として人々の憩いの

場となっている。

金井沢碑（山名町金井沢２３３４） ７２６年に三家氏を名乗る氏族が、当時の最も

新しい文化である仏教思想によって先祖の供養、

一族の繁栄を祈るために造立した石碑（国特別

史跡、ユネスコ「世界の記憶」）。山上碑から金

井沢碑までの間には、万葉和歌を詠んだ碑が建

つ「石
いしぶみ

碑の路
みち

」がある。

日高遺跡公園（日高町３１－２ほか） 弥生時代後期の集落跡（国史跡）で、芝生ひろ

ばなどの「多目的エリア」、弥生時代の水田を復

元し稲作体験の場として活用できる「水田エリ

ア」と、「環壕エリア」の一部が使用できる。また、

多目的トイレや屋外体験施設も整備し、憩いの

場としてだけでなく学びの場としても活用され

ている。
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名称（所在地） 概要

上毛野はにわの里公園（保渡田町２０００－１ほか） 広さ１２.９ｈａの歴史公園。園内には、保渡田

古墳群（国史跡）、かみつけの里博物館、群馬県

立土屋文明記念文学館、土屋文明歌碑、山村暮

鳥詩碑などがある。また、「はにわの里夏まつり」

では花火が打ち上げられ、例年１０月開催の「か

みつけの里古墳まつり」では、古墳ガイドや勾

玉づくりの体験イベント、「王の儀式」の再現劇

の上演がある。

観音山古墳（綿貫町１７５２） 観音山古墳（国史跡）は６世紀後半に築造と推

定されており、群馬県教育委員会により史跡整

備が行われ、県内初の史跡公園として昭和５６

年（１９８１）に公開された。出土品は「群

馬県綿貫観音山古墳出土品」として令和２年

（２０２０）９月に国宝に指定され、群馬県立歴

史博物館に展示されている。

上野国分寺跡（東国分町・引間町・前橋市元総社町小見） 天平１３年（７４１）の「国分寺建立の詔」を

受けて建てられた僧寺の跡（国史跡）で、群馬

県教育委員会により金堂・塔の基壇や築垣が

復元され、ガイダンス施設も設けられている。

１０月下旬頃には「上野国分寺まつり」が開催

され、奈良時代の宮廷衣装をまとった行列や、

雅楽の演奏会などが行われている。

北新波砦史跡公園（北新波町２１６） １５世紀後半から１６世紀中頃に築かれたと推

定される砦跡（県史跡）。高崎市教育委員会によ

り平成３年度（１９９１）・４年度（１９９２）

に史跡整備され、現在は北
きたあらなみ

新波砦
とりで

史跡公園とし

て一般公開されている。

箕輪城跡（箕郷町東明屋６３８－１ほか） 日本百名城にも選出されている平山城跡（国史

跡）。敷地内には散策コースが設けられ、四季折々

の自然も楽しむことができる。例年１０月下旬

に開催される「箕輪城まつり」では、甲冑など

の装束をまとった出演者が、武者行列・鎮魂祭・

箕輪城攻防戦を行う。
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名称（所在地） 概要

旧下田邸書院及び庭園（箕郷町西明屋７０２－２） 長野氏の重臣であった下田大膳正勝の子孫が箕

輪城落城後この土地に土着し、代官として居を

構えた屋敷跡（県重文）。広い敷地内に造営され

た風流な書院と庭園は、江戸時代後期の建築と

造園の様式を知ることができる。紅葉時期の夜

には、ライトアップも行われる。

榛名神社（榛名山町８４９） １４００年以上の歴史を誇り、火の神と土の神

を祀り、五穀豊穣、商売繁盛などのご利益があ

るといわれ、独特な奇岩に囲まれた境内は、神

聖な空気が漂うパワースポットとして多くの人

たちが訪れている。本社・幣殿・拝殿は文化３

年（１８０６）に建てられた権現造の建物（国

重文）で、御姿岩の前面に接して建てられた他

に例を見ない珍しい建造物である。

上豊岡の茶屋本陣（上豊岡町１３３－１２ほか） 中山道の高崎宿と板鼻宿の間に設けられた、大

名や上級武士・公卿の喫茶等に用いられた休憩

施設（県史跡）で、宝暦７年（１７５７）には

日光例幣使であった五条宰相菅原為成が、文久

元年（１８６１）には皇女和宮御下向の際に公

卿などが客人として立ち寄ったという記録が残

る。江戸時代以降約２５０年にわたって飯野家

によって維持されてきた。茶屋本陣の建物は、

既にあった居住用の主屋（１８世紀中頃築造）

と接続する離れ座敷として１９世紀初めに増築

された。
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図１－２１　歴史文化資産に関連する主な展示公開施設等の位置

①高崎市歴史民俗資料館 ②観音塚考古資料館 ③かみつけの里博物館

④榛名歴史民俗資料館 ⑤吉井郷土資料館 ⑥多胡碑記念館

⑦染料植物園 ⑧高崎市美術館 ⑨高崎市タワー美術館

⑩高崎市山田かまち美術館 ⑪村上鬼城記念館 ⑫群馬県立歴史博物館

⑬群馬県立近代美術館 ⑭群馬県立土屋文明記念文学館⑮群馬県立日本絹の里

⑯山上碑及び古墳 ⑰多胡碑 ⑱金井沢碑

⑲日高遺跡公園 ⑳上毛野はにわの里公園 ㉑観音山古墳

㉒上野国分寺跡 ㉓北新波砦史跡公園 ㉔箕輪城跡

㉕旧下田邸書院及び庭園 ㉖榛名神社 ㉗上豊岡の茶屋本陣
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（１）原始

　旧石器時代は、人類による石器（打製石器）の使用が始まった時代であり、この時代に

アフリカ大陸で誕生した現生人類が日本列島に到達した。日本では３万８,０００年前頃

からの旧石器時代後期の遺跡が数多く確認され、高崎では榛名地域の白岩民部遺跡（白岩

町）や吉井地域の折茂Ⅲ遺跡（吉井町長根）など丘陵部の遺跡が知られている。その他、

槍
やりさきがた

先形尖
せんとう

頭器
き

が雨壺遺跡（大八木町）などで出土している。

　縄文時代が始まる１万６,０００年前頃から気候が温暖化し、植生などの環境が大きく

変化した。その結果、土器や弓矢が普及し、人々は竪穴式住居の集落に定住するように

なった。前期以降のムラの様子を知る遺跡として、山名柳沢遺跡（山名町）などが見つかっ

ている。中期には、自然環境の変化に適応しながらより大規模で長期間継続する集落を形

成し、白川傘松遺跡（箕郷町白川）や高崎情報団地Ⅱ遺跡（中大類町）などで、大規模な

環状集落が確認されている。中期後半から後期の遺跡は数が少なく、この時期に特徴的な

柄
えかがみがたしきいしじゅうきょ

鏡形敷石住居は、長井石器時代住居跡（倉渕町権田）（県史跡）や若田原遺跡群（若田町）（県

史跡）などが知られている。晩期の遺跡は、烏川沿いの低地部でわずかに確認されている。

　弥生時代は大陸から伝わった稲作が普及し、新たに水田を切り開くことを試みた時代と

いえるが、前期から中期中葉は、上ノ久保遺跡（倉渕町権田）、神保富士塚遺跡（吉井町神保）

など、山間部や台地に再葬墓の遺跡が点在している。この時期までは明確な水田の遺跡は

見つかっていない。中期の後半になると高崎城遺跡（高松町）、高崎競馬場遺跡（岩押町）

などで周りを壕で囲う環壕集落が出現した。人々は、今まで利用されなかった集落周辺の

低地に進出し水田を切り拓いたが、これらの集落は長続きしなかった。後期になると、台

第３節　歴史的背景

地上に集落が展開するようになり、井野川な

どの支流が作った小さな谷や湧水を利用して

水田が営まれた。日高遺跡（日高町ほか）（国

史跡）は弥生時代後期の遺跡であり、発見当

時は弥生時代の最北の水田跡として注目され

た。生産域である水田と居住域、墓域を３世

紀の浅間山噴火による火山灰や軽石が覆って

いた。当時のムラの様子を知る重要な遺跡で

ある。

（２）古代

　古墳時代に入ると、井野川中・下流域の広大な低地部に大規模な集落が広がり、墳丘

長９０ｍの大型前方後方墳である将軍塚古墳（元島名町）（市史跡）が築造された。その

後、広大な低地を有する開発拠点であった倉賀野地域に浅
せんげんやま

間山古墳（倉賀野町）（国史跡）、

大
おおつるまき

鶴巻古墳（倉賀野町）（国史跡）などの大型前方後円墳が、ヤマト王権との繋がりを背

景に築造された。５世紀後半になると、３基の大型前方後円墳で構成される保渡田古墳

群（保渡田町・井出町）を築造した首長たちが、榛名山の山麓域の開発を進めた。６世紀

図１－２２　日高遺跡の復元水田
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以降も観音塚古墳（八幡町）（国史跡）、観音山古墳（綿貫町・台新田町）（国史跡）など、

１００ｍ級の前方後円墳が築造され、様々な副葬品や埴輪が出土している。また、三ツ寺

Ⅰ遺跡（三ツ寺町）や、同時期のものとされる北谷遺跡（冷水町・引間町）（国史跡）を

居館とした首長の存在に代表されるように、高崎地域はヤマト王権との繋がりや首長の積

極的な対外交流による渡来人の先進的な技術の導入を背景に、古代の東国における政治と

文化の重要地域として繁栄した。特筆すべきは馬の生産である。日本における馬の導入は、

軍事・流通・運輸・農耕・儀礼などに大変革をもたらした。高崎地域では、剣
けんざきながとろにし

崎長瀞西遺

跡（剣崎町）で５世紀の渡来系文物が出土するとともに、馬が埋葬された土坑が確認され

るなど、東国でも早くから馬の生産が行われた地域であった。

　５世紀末から６世紀にかけて榛名山が２回大噴火した。火砕流や土石流の発生、火山灰

や軽石の降下で埋没した集落や農地では、当時の生活の痕跡を見ることができる。

　飛鳥から奈良時代前半にかけて、中央では仏教の教えも広まり、律令制による集権国家

の形が次第に出来上がっていった。市の南部地域に所在している山上碑（山名町）（隣接

する山上古墳とともに国特別史跡）・多胡碑（吉井町池）（国特別史跡）・金井沢碑（山名町）（国

特別史跡）は上
こうずけ

野三碑と呼ばれ、それぞれの碑文から仏教の思想が地方にまで広がってい

たことやミヤケ（屯倉）と呼ばれるヤマト王権の直轄地の存在、建郡などによる地方行政

制度のあり方、豪族の婚姻や氏族のつながりなどの詳細を知ることができる。多胡碑の南

にある上
こうずけのくにたごぐんしょうそう

野国多胡郡正倉跡（吉井町池）（国史跡）は、古代多胡郡の郡
ぐうけ

家跡で、郡内で徴

収した稲などを収納した正倉院（倉庫群）である。遺跡の北端で確認された正倉は、格式

の高い「法倉」であったと考えられ、当時の国家的政策により設置された多胡郡の歴史的

特性を反映している。

　天平１３年（７４１）、聖武天皇は仏教の力で国を治めようと全国に国分僧寺・国分尼
に

寺の造営を命じた。上野国分寺跡（東国分町・引間町・前橋市元総社町小見）（国史跡）は、

政治の中心である国府（今の県庁にあたる）の推定地の北西に建てられた僧寺の跡である。

国分僧寺は東西約２２０ｍ、南北約２３５ｍの広さをもち、周囲は築
ついがき

垣で囲まれていた。

その中央には本尊を安置する金堂と、基壇が一辺１９．２ｍの七重塔が建っており、全国

で最も早い時期に完成した国分僧寺だと考えられている。寺からは県内各地の地名の入っ

た瓦が出土し、多くの地域が関わって建てられたことがわかる。国分僧寺の東約５００ｍ

には国分尼寺が、国分僧寺と東西に並ぶように建てられた。国分尼寺は国分僧寺とほぼ同

図１－２３　保渡田古墳群 図１－２４　三ツ寺Ⅰ遺跡推定復元模型
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時期の８世紀半ばに建立されたとされ、尼が日常生活を送る宿舎である尼坊や回廊等が最

近の発掘調査で確認されている。

　平安時代になると、中央では藤原氏中心の貴族が政治をすすめ、その後、院政や平氏の

政治を経ることになる。高崎のあった上野国は、全国６８ヶ国の内上位１３ヶ国が位置づ

けられた「大国」に格付けされ、さらには上総・常陸とともに親王が太
たいしゅ

守に任じられる親

王任国となるなど、中央政府にとって重要な国の一つであった。律令制度が崩れていくと

地方では荘園ができ、それらの土地を守るために武士が登場する。八幡八幡宮が所在する

片岡郡には八幡荘が設立され、上野国における清和源氏一族の拠点を形成した。

（３）中世

　治
じしょう

承４年（１１８０）、平氏打倒のために源頼朝が伊豆で挙兵し、その後関東地方を勢

力下においた。源氏の一族で新田荘（太田市ほか）に本拠を置く新田義
よししげ

重の子で、市内の

山名を本拠とした山名義
よしのり

範はいち早く頼朝に従い、上野国の御家人として重く用いられた。

その後拠点を西国に移した山名氏は、室町時代には全国６６ヶ国のうち中国地方を中心と

した１１ヶ国を守護領国としたことから「六分の一殿」と呼ばれるほど勢力を拡大した。

市域では他に、新田氏一族の里見氏も活躍した。

　鎌倉に幕府が開かれると上野国では安達氏が守護となり、その後執権の北条氏が守護に

任じられた。また、鎌倉を中心に東国の各地を結ぶ新たな道路網が整備され、幕府の御家

人たちは有事の際には「いざ鎌倉」とその道を馳せ参じた。高崎は鎌倉から信濃へ向かう「鎌

倉街道上道」と、東北地方へ向かう奥大道と連絡する「あずま道」とが八幡町付近で分岐

するため、鎌倉から関東諸国を通って信濃や越後、陸奥へとアクセスできる交通の要衝と

なった。

　中世の社会には平安時代後期からの末法思想の浸透と戦乱による社会不安があり、現世

の人々は安穏と来世の救いを神仏に求めた。その結果、仏や菩薩が人々を救済するために、

神の姿を借りてこの世に現れるという神仏を習合した思想（本
ほんち

地垂
すいじゃく

迹）が浸透し、神社の

本殿内に仏を本地仏として安置することが始まった。高崎では、榛名神社（榛名山町）（国

重要文化財）などに神仏習合の早い例が認められ、神社を守護する寺が境内に建立された。

榛名神社はそうしたことから榛名寺や巌
がんでん

殿寺・満
まんぎょうごんげん

行権現などと呼ばれた。

　鎌倉幕府の滅亡後、後醍醐天皇による建武の新政では鎌倉攻めの功績により新田義貞が

上野国の守護となった。南北朝の動乱で足利尊氏によって平定された後は、上杉氏（後の

関東管領）が守護、長尾氏が守護代となった。南北朝の動乱に始まり、その後戦国時代に

かけて、各所には城郭が築かれた。岩野谷丘陵（観音山丘陵）周辺には寺尾上城（乗附町）、

寺尾中城（寺尾町）、茶臼山城（城山町）、根小屋城（山名町）、山名城（山名町）（市史跡）、

木部城（木部町）が、烏川対岸の平野部には和田城（高松町）、倉賀野城（倉賀野町）が

築かれており、有力な大名の重要な拠点となった。

　戦国時代になり、上杉氏の支配体制が次第に弱まると、上野国では地域ごとに有力な武

将が立った。浜川周辺に勢力をもち、北新波砦跡（北新波町）（県史跡）など多くの砦や

館を築き、地域の武士団をまとめていった長野氏は、鷹
たかとめ

留城（下室田町）（市史跡）を築

城し、さらに榛名白川や椿名沼などの自然の地形を巧みに利用して箕輪城（箕郷町西明屋・
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箕郷町東明屋）（国史跡）を築いた。長
ながの

野業
なりまさ

政（業正）は優れた武将として知られ、甲斐

の武田信玄など他国勢力の侵攻を防いでいた。しかし、業政（業正）が没し、子の業
なりもり

盛（氏業）

が家督を継ぐと武田信玄の西上野への侵攻が本格化した。長野氏は箕輪城を本拠にして最

後まで抵抗したが、永禄９年（１５６６）に箕輪城は落とされた。その後箕輪城は、武田

氏・織田氏・北条氏・徳川氏が次々と治め、その中の有力な家臣が城主となり、最後の城

主井伊直政が慶長３年（１５９８）に和田の地を高崎と命名して城を移し、廃城となるま

で西上野の重要な拠点であった。

（４）近世

　関ヶ原の戦いで石田三成に勝利した徳川家康

は江戸に幕府を開き、幕藩体制が確立した。高

崎には高崎藩・吉井藩・上里見藩が置かれた。

　高崎藩では箕輪城から城を移した井伊直政を

はじめとして、酒井家、松平（戸田）家、松平（藤

井）家、安藤家、間部家、松平（大河内）家と

いった譜代の大名が藩主となった。その中には、

松平（大河内）輝
てるさだ

貞、間
まなべ

部詮
あきふさ

房、松平（大河内）

輝
てるたか

高のように老中や側用人、京都所司代や大阪

城代などの幕府の要職を務めた藩主もいた。そ

のうち松平（大河内）家は、元禄８年（１６９５）

に輝貞が封ぜられてから輝
てるな

声が版籍を奉還するまでの１０代、約１７０年間の藩主であっ

た。

　吉井藩は上野国・上総国に領地をもち、宝暦年間からは吉井陣屋（陣屋の表門は市重文）

に藩庁を置き、藩主は江戸に常住した。第９代藩主の松平信
のぶおき

発は、幕末名君の一人といわ

れている。

　上里見藩は、寛延元年（１７４８）に松平（奥平）忠
ただつね

恒の移封に伴って立藩した藩であ

る。陣屋は上里見村の神山に置かれ、忠恒は若年寄となるなど幕政を支えた。明和４年

（１７６７）に忠恒が甘楽郡小幡に移封され、上里見藩は廃藩となった。

　江戸時代には、江戸を中心とした交通網が新たに整備され、それに伴って宿場町や舟か

図１－２５　箕輪城跡 ・郭馬出西虎口門 図１－２６　高崎城址 （三の丸外囲の土居と堀）

図１－２７　高崎城乾櫓
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ら人や荷物をあげおろしする河
か し

岸などが発達した。中山道は五街道の一つとして慶長７年

（１６０２）頃から整備が始まり、上野国には、新町・倉賀野・高崎・板鼻・安中・松井田・

坂本の７宿があった。さらに倉賀野宿を起点に、中山道と分岐して日光に至る日光例幣使

道、高崎宿を起点に中山道と分岐して越後に至る三国街道といった脇街道が整備された。

　水上交通としては、利根川最上流の倉賀野河岸が整備された。その結果、高崎は江戸時

代を通じて水陸の物流の結節点であった。

　古来、榛名山の裾野一帯をはじめ、烏川の北東岸の高崎台地、そして井野川の北東岸の

前橋台地の各地域では、水を引き入れることに苦労しており、田畑を開墾することが難し

かった。そのため、長野堰用水など、古くから用水の開
かいさく

鑿が行われてきた。江戸時代初期

の幕府の代官伊
いなびぜんのかみただつぐ

奈備前守忠次は、天狗岩用水開鑿事業に参加した江
えばらげんざえもん

原源左衛門らの協力を

得て、台地上に立地して水を得ることに苦労する滝村や玉村への用水の延伸と新田開発に

尽力した。近くを流れる井野川や利根川などは滝村からみて低い位置にあったため、より

上流の先にできていた天狗岩用水から取水した。滝川用水の完成によって、滝村から玉村

地区までの水田は潤った。

　江戸時代中期以降、街道が整備されたことや比較的平和で安定した時代が続いたことな

どから、「お伊勢参り」や「富士講」などの信仰と観光を兼ねた旅が流行する。榛名神社も、

関東全域をはじめ信濃（長野県）、越後（新潟県）、甲斐（山梨県）などから「榛名講」の

参拝客が訪れるようになった。「講」とは旅費の積み立てを行う仕組みで、年に一回、代

表が神社へ参拝にいく「代参」が行われていた。

　交通の要衝であった高崎では様々な文化交流が行われ、和歌や狂歌が隆盛した。また、

武士の教育機関として各藩につくられた藩校や、人々の教育施設である寺子屋などによっ

て、学問や教育も普及した。高崎藩には遊芸館や文武館が藩校として開校し、吉井藩にも

学問所（のちの教学館）が設立された。寺子屋は、近世の日本の文化水準を根幹で支えた

もので、「読み書きそろばん」を身につける場であり、漢籍や算術（和算）を教えるとこ

ろもあった。和算を学んだ人たちの中には、和算修得の祈願や成就の感謝のために数学の

問題と答えや解法を記して額や絵馬を神社仏閣に奉納する人もおり、高崎では「八幡八幡

宮の算額」（県重要文化財）や「関流算額文化八年銘」（県重要文化財）などが現存している。

　安定した時代が続く江戸時代ではあったが、１７８０年代には天候不順や浅間山の噴火、

天明の大飢饉が起こり、大きな社会不安に見舞われた。「高崎だるまⓇ」はこの頃、農閑期

の副業として張り子のだるまを作ったのが始まりといわれている。また、近世初頭から

上
こうずけ

野で行われていた養蚕の普及によって、元禄前後の頃から真綿・絹・糸などが商品とし

て広く生産された。そうした養蚕の普及に対して、幕府代官はもちろんのこと、諸藩も強

い関心を持ち、さまざまな対応を示した。吉井藩では、天明８年（１７８８）４月に領内

に対し養蚕や植林の奨励に関する布達を出している。そのような領主の養蚕奨励策もあり、

１８世紀半ば以降、養蚕はほとんどの農民にとって欠かすことのできない現金収入源と

なった。こうした中、高崎を含め西上野では、家内制手工業として各農家が養蚕から一貫

して絹を織るという生産方式が、幕末に至るまで行われていた。織物業が盛んになると、

染物の技術も発達していった。　

　嘉永６年（１８５３）、アメリカの東インド艦隊司令長官ペリーの来航以降、日本は
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幕末の動乱期を迎えることになる。文久元年

（１８６１）の皇女和宮の御下向の際には中山

道が使われ、京から江戸へ向かう行列が高崎を

通行した。元治元年（１８６４）には天狗党（尊

王攘夷の急進派）と高崎藩の部隊が戦った下仁

田戦争が起こった。また、勘定奉行など幕府の

要職を歴任し、横須賀製鉄所の設立をはじめと

して日本の近代化に多くの面で貢献したこと

で「明治の父」と称される小
おぐりこうずけのすけただまさ

栗上野介忠順の最

期の地は倉渕地域であった。このように、幕末

の歴史においても高崎は重要な舞台となってい

る。

（５）近代

　明治時代に入ると、政府によって近代化に向けた政策が推し進められ、高崎でも官制改

革、交通網の整備、近代産業の育成等が進められた。

　近代化以降、高崎の経済を発展させてきた生絹・太
ふとおり

織の起源は、元禄３年（１６９０）

に田町に絹市場が開設されたことに始まる。高崎の農家では自家で養蚕を行い、上繭は販

売に回し、残った下等繭や玉繭から女性と子どもが座
ざくり

繰器械で糸を採り、それを原料にし

て製織した。農家の女性と子どもが製織し、副業として生産が維持されたところに高崎生

絹の大きな特色があった。生絹・太織の生産は高崎市内の養蚕農家だけではなく、群馬・

碓氷・多野・北甘楽の４郡や、埼玉県北部の上武地方など広範な地域で行われ、製品は商

人の手で高崎に集荷され、「高崎絹」の名称で東京や京阪地方に販売された。生絹の取引

市場は藤岡・吉井・新町・安中・金古にあり、これらの市場の中心であった高崎絹市場は、

明治２７年（１８９４）１１月に田町に売買市

場が建設され、固定市場となった。

　横浜開港によって生糸輸出が盛んになった

が、生糸を採る段階で多くの屑や屑糸が発生し

た。ヨーロッパには屑糸を加工し、絹糸として

製品化する屑糸紡績の技術があり、この技術を

日本でも活用すべきという考えのもと、屑糸紡

績工場が高崎の新町に建設された。明治１０年

（１８７７）１０月に操業を始め、開業式には

大久保利通・大隈重信・伊藤博文ら政府高官が

顔をそろえ、翌年９月には明治天皇が「北陸東

海御巡幸」の際に行幸した。政府にとって、この工場がいかに重要であったことかを窺い

知ることができる。

　生糸や織物などの在来産業のほかに、城下町を中心として地域的需要に支えられて発展

してきた産業に染色業がある。織物業が盛んになると染物の技術も発達し、「高崎に来れば、

図１－２８　小栗上野介忠順終焉の地

図１－２９　旧新町紡績所工場本館
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染物の仕事はだいたい間に合う」といわれるほど高崎には染物に関わる職人や商人が揃っ

ていた。

　富国強兵政策を進めた明治政府にとって、交通の要衝である高崎は軍事上の重要地点で

もあり、高崎城址を陸軍省の管轄下に置いた。明治６年（１８７３）に東京に鎮台が置か

れると、その分営が高崎城址に置かれ、その分営は独立して歩兵第１５連隊となった。また、

岩鼻火薬製造所（岩鼻町・八幡原町）は日本陸軍唯一のダイナマイト製造の工場であった。

明治３９年（１９０６）に生産を開始してから大正６年（１９１７）に民間の日本火薬製

造（株）が生産をはじめるまでは、日本で唯一のダイナマイト製造所であり、大正１０年

（１９２１）までは製造額日本一を誇っていた。その他、大正１３年（１９２４）から砲

弾に使う黒色火薬、昭和９年（１９３４）から銃弾などに使う無煙火薬の製造を始めた。

昭和２０年（１９４５）には工場敷地３２５，０００坪、従業員３，９５６人で３種類の火

薬を造り続けた。戦後の昭和４９年（１９７４）、火薬製造所敷地の中央部に都市公園「群

馬の森」が開設され、同年に群馬県立美術館が、昭和５４年（１９７９）には美術館に隣

接して群馬県立歴史博物館が開館した。

　明治１６年（１８８３）１２月に新町駅が開業した。明治１７年（１８８４）５月には

新町駅・高崎駅間の鉄道が開業し、上野駅・高崎駅間に現在の高崎線が全線開通した。高

崎駅を起点に鉄道路線が伸び、明治１０年（１８７７）１０月に北高崎駅、明治２７年

（１８９４）５月に倉賀野駅、大正１３年（１９２４）１０月に群馬八幡駅が開業した。

明治３０年（１８９７）には高崎と下仁田間を繋ぐ上野鉄道（のちの上信電鉄）が開業し、

さらには高崎線・上越線・両毛線・信越本線などの電化と複線化が進んだ。

　近代化が進むと、高崎に上水道を求める声が年毎に高まった。明治３３年（１９００）

４月１日、高崎は市制を施行し初代の市長には矢島八郎が就任した。矢島市長は本格的な

上水道の建設にとりかかり、榛名地区の春日堰から烏川の水をとって剣崎の浄水場まで引

き、落差を利用し給水することにした。明治４３年（１９１０）工事が完成し通水した。

全国でも早い上水道の完成となった。

　昭和１１年（１９３６）、岩野谷丘陵（観音山丘陵）に

高さ４１．８ｍ、重さ５，９８５ｔ、手に持った巻物の長さ

４．５ｍ、親指の太さが４０ｃｍの高崎白衣大観音像（石

原町）（国登録有形文化財）が、実業家の井上保
やすさぶろう

三郎によっ

て観光都市高崎の建設・歩兵第１５連隊の慰霊・社会の平

安などを祈願して建立された。胎内巡りができ、最上階の

９階からは上毛三山や浅間山、日光連山や筑波山などを遠

望することができる。

　保三郎の長男・房
ふさいちろう

一郎は、ドイツの建築・工芸家ブルー

ノ・タウトを洗心亭（鼻高町）（県史跡）に招いた。タウ

トは昭和９年 (１９３４)から２年３ヶ月もの間洗心亭で

過ごし、並榎町の群馬県工業試験場において竹工芸など新

しい時代にあった高崎の工芸を作る努力をし、一方で日本建築や日本文化の素晴らしさを

世界に発表した。

図１－３０　高崎白衣大観音像
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　村上鬼
きじょう

城は、著名な俳人であった高浜虚子に「こ

の地に俳人、村上鬼城の在ることを諸氏らは誇るべ

しである」と称されるほどの俳人で、鬼城の文業と

人となりを永く後世に伝え顕彰するために、「村上

鬼城顕彰小中学生俳句大会」が現在も開催されてい

る。

（６）現代

　昭和２０年（１９４５）１１月、後の群馬交響楽

団である高崎市民オーケストラが創設された。平成

２年（１９９０）に始まった高崎音楽祭で使われた

「音楽のあるまち高崎」のフレーズに代表されるよ

うに、音楽は戦後平和都市として歩む高崎の象徴と

なっていった。昭和３６年（１９６１）には建築家

のアントニン・レーモンドによって設計された群馬

音楽センターが開館し、群馬交響楽団の本拠地とし

て様々な催しが行われた。また、画家の山口薫が昭

和３３年（１９５８）の第２回グッゲンハイム賞国

内賞などを受賞し、昭和６１年（１９８６）にはアララギ派の歌人であり、万葉集の研究

者としても活躍した土屋文明が文化勲章を受章した。昭和３５年（１９６０）に高崎市に

生まれた山田かまちは、幼少期から絵を描いたり詩や物語を書いたりすることに独創性を

発揮し、１７歳で夭
ようせつ

折した後もその作品は多くの人に衝撃を与えた。その他、文化芸術の

面において高崎にゆかりのある人物が国内外で活躍した。

　高速交通が発達すると、高崎の交通拠点都市としての役割がより一層高まった。昭和

３２年（１９５７）１２月に井野駅、平成１６年（２００４）１０月に高崎問屋町駅が開

業した。さらに、昭和５７年（１９８２）に上越新幹線の大宮・新潟間が開通し、高崎に

新幹線がやってきた。後に東京駅まで延伸し、高崎から５０分余りで都心に行けるように

なった。北陸新幹線は、平成９年（１９９７）に高崎・長野間が長野新幹線の愛称で部分

開業し、平成２７年（２０１５）には金沢、令和６年（２０２４）には敦賀まで延伸し、

日本海側との交流がより盛んになった。

　昭和５５年（１９８０）７月に関越自動車道の前橋ＩＣ以南が開通し、高崎ＩＣが開業

した。その後、昭和６０年（１９８５）には、新潟まで全線開通している。平成５年（１９９３）

に上信越自動車道の藤岡ＩＣ・佐久ＩＣ間が開通、その間には吉井ＩＣが開業した。さらに、

新潟方面へ延伸したことで、藤岡ＪＣＴを介しての長野・新潟方面への利便性が高まった。

また、高崎ＪＣＴを起点とする北関東自動車道の高崎ＪＣＴ・伊勢崎ＩＣ間が平成１３年

（２００１）に開通、さらに栃木・茨城方面へ延伸したことで高崎から北関東の太平洋側

方面や東北へのアクセスがより一層容易になった。さらに、平成２６年（２０１４）２月

図１－３１　洗心亭

図１－３２　群馬音楽センター
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に関越自動車道高崎ＪＣＴと藤岡ＪＣＴの間に高崎玉村スマートＩＣが開業した。高崎都

心部と新幹線、高速道路が一体となった利便性により、周辺に高崎スマートＩＣ産業団地

が造成され、多くの企業が進出を希望した。

　平成２９年（２０１７）には国際レベルの設備水準をもつ高崎アリーナが開館し、スポー

ツイベントやコンサートに利用されている。令和元年（２０１９）には、国内最高水準の

音質と設備を備える高崎芸術劇場が開館し、新たな群馬交響楽団の拠点として機能を発揮

するとともに、国際的なアーティストによる公演が観客を集めている。

　平成１８年（２００６）１月までの市町村合併で人口は３０万人を越え、高崎は中核市

に位置付けられた。商業都市高崎は、工業団地の造成、高崎駅周辺の再開発を通して県内

随一の拠点都市となり、交通網をさらに発達させて今日に至っている。

図１－３４　高崎市役所本庁舎図１－３３　高崎駅西口
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　本計画の作成にあたり、指定等・未指定の文化財を問わず市内にある歴史文化資産を把

握するため調査を実施した。

（１）歴史文化資産の把握調査の手段

　自治体史、国・県・高崎市等による文化財調査報告書など既存の関連書籍を調査した。

なお、埋蔵文化財発掘調査報告書は含んでいない。一覧は『高崎市文化財保存活用地域計

画（資料編）』に掲載した。

（２）既存調査の概要

　歴史文化資産の調査実施状況を地域と文化財の区分毎に整理し、表２－１にまとめた。

文化財の区分別にみると実施状況に偏りがあり、美術工芸品や無形文化財、名勝地や文化

的景観、伝統的建造物群といった美術や建築等に関係する分野を中心に調査が行き届いて

いない状況である。

　また、既存調査の大半が合併以前に旧市町村で実施された自治体史などであり、調査内

容は地域毎（旧市町村）にバラつきがあり、未調査ではない分野においても網羅的調査が

行われているとはいい難い。　

①有形文化財

　建造物は、寺社、群馬県近代和風建築、洋風建造物、民家などの調査が行われている。

　群馬県が行った調査が多く本市全域にわたる調査が行われているといえるが、調査が行

われてから数十年経過しているものもあり調査後、解体されている事例もあり現状の把握

が充分とはいえない。

　美術工芸品は、旧市町村で行われた自治体史の編纂事業で調査が行われた絵画、彫刻、

工芸品、書跡、典籍、歴史資料については資料があるが、充分調査が行われているとはい

い難い。古文書は、群馬県史編纂に伴う調査が行われているが、その後の資料の所在確認

などができているとはいい難い。

②無形文化財

　本市の指定は念流（通称馬庭念流）のみとなっており、無形文化財を意識して行われた

調査はないといえる。

③民俗文化財

　県や旧自治体によって有形の民俗文化財の道祖神や庚申塔、無形の民俗文化財の獅子舞、

神楽は調査が行われているものの、未調査の部分もあり充分な調査が行われているとはい

えない。

第２章
第１節　歴史文化資産把握のための調査

高崎市の歴史文化資産の概要
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※註：この表は『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』の「３．既存文化財調査書籍一覧」

に記載した自治体史等から作成した。

○：調査が進んでいる分野、－：未調査、△：把握はされているものの、調査が不十分な分野

表２－１　歴史文化資産の調査進捗状況

　　　　　　　　　　　　　　 地域

　類型
高崎 倉渕 箕郷 群馬 新町 榛名 吉井

有
形
文
化
財

建
造
物

建造物

寺社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

近代 ○ ○ － － ○ － ○

民家 ○ ○ ○ ○ － ○ ○

石造物 △ △ △ △ △ △ △

美
術
工
芸
品

絵画 △ － － △ △ － －

彫刻
石仏 ○ － ○ － ○ － －

木仏 △ － － △ － － △

工芸品 △ － △ △ △ △ △

書跡 △ － △ △ △ △ －

典籍 △ － － － － － △

古文書

近現代 ○ － ○ ○ － ○ ○

近世 ○ △ △ △ ○ △ ○

中世 ○ ○ ○ ○ － ○ △

考古資料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

歴史資料 △ △ － △ △ △ △

無形文化財 － － － － － － △

民
俗
文
化
財

有形の民俗文化財 △ △ △ △ △ △ △

無形の民俗文化財 △ △ △ △ △ △ △

記
念
物

遺跡
街道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

古墳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名勝地 △ － － △ － △ △

動物・植物・地質鉱物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文化的景観 △ △ △ △ △ △ △

伝統的建造物群 － － － － － － －
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④記念物

　遺跡は中世城館跡、古墳、街道について群馬県により調査が行われており、市全域にわ

たり調査が行われているといえる。

　名勝地は旧市町村の自治体史などに記載があるものが把握されているのみである。

　動物・植物・地質鉱物は巨樹についての記載が自治体史にみえるが、充分に調査が行わ

れていない。

⑤文化的景観

　高崎市都市整備部都市計画課景観室が平成２３年（２０１１）に発行した『高崎市景観

計画』には、市内各地に残る養蚕関連建造物の景観、農村景観や竹久夢二が愛した榛名湖

畔をはじめとする水辺の景観といった本市の特徴的な景観が紹介されているが、調査は充

分に行われていない。

⑥伝統的建造物群

　伝統的建造物群を意識して調査が行われたものはないが、本市には城下町、宿場町、社

家町などがあるため調査を行う必要があるといえる。
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第２節　現況確認調査

　近年の歴史文化資産の現況確認に関する調査等は以下のとおりである。

①指定文化財調査事業（平成２７年度～）

　地震や台風等の自然災害、火災や盗難、いたずらなどにより貴重な文化財の被害を防ぐ

ため、本市では指定文化財の所在や保存・管理状況の確認調査を年１０回ほど行っている。

②群馬県近世寺社総合調査（平成３１～令和３年）

　群馬県地域創生部文化財保護課文化財活用係が事業主体となり、県内に残る江戸時代の

装飾がある寺社建築や寺社に残る美術工芸品・民俗芸能などの歴史文化遺産の本質的価値

を調査・把握し、価値を郷土学習や情報発信に活かすことを目的に県内の近世寺社総合調

査が実施された。群馬県より委託された一般社団法人群馬建築士会が調査を行い、高崎市

文化財保護課は、調査対象選定のための基本情報の提供、寺社に関する各種資料 (平面図

等 )の提供、県・群馬建築士会と調査対象寺社との取次ぎ、および本調査実施時の立会い

を行った。調査は予備調査と本調査に分け実施され、予備調査で文化的価値が高いとされ

た神社のみ本調査が行われ令和３年度には調査報告書が刊行されている。調査の結果、高

崎市内では予備調査が行われた寺院が１８件、神社２３件で、本調査が行われた寺院は

１０件、神社１４件である。

③指定無形民俗文化財の実施状況確認調査（令和３年度）

　令和３年度には、群馬県地域創生部文化財保護課文化財活用係が事業主体となりコロナ

禍、指定になっている無形の民俗文化財がどのような状況におかれているのか今後の施策

へ参考とするため調査が行われた。市内では県指定１件、市指定２７件が対象となった。

すでに後継者不足が問題となっている中、コロナウイルスの影響で育成や新規募集といっ

た活動ができず今後の継承を不安視する声や小学校で獅子舞を披露したいという声も多く

若い世代に興味関心を持ってもらい将来に繋げていきたいという意欲的な意見もあった。

　その他、『高崎市文化財保護年報』に記載されている平成２７年度以降の文化財の詳

細調査や保存修理修復の記録を表２－２にまとめた。近年の主な事業では、平成２９年

（２０１７）から行われている榛名神社の保存修理があり、同年には国祖社の床下で発見

された石積み遺構の調査も行われた。また、文化財調査では平成２９年、平成３０年に調

査が行われた剣崎の獅子舞、石原町清水の獅子舞と山車まつり、山車・山車行事が平成

３１年に指定文化財になっている。
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表２－２　近年の文化財の詳細調査 ・保存修理修復等履歴

年度 対象 内容

平成 27 年 県指定重要文化財 旧下田邸書院及び庭園 建物等の修繕

平成 28 年 県指定史跡 北新波砦跡 土塁の修繕

平成 29 年 山車まつり 詳細調査

平成 29 年 獅子舞（剣崎の獅子舞、石原町清水の獅子舞） 詳細調査

平成 29 年 榛名神社国祖社床下石積み遺構 詳細調査

平成 29 年～
国重要文化財（建造物）榛名神社本社・幣殿・拝殿

ほか３棟
保存修理

平成 29 年
国登録有形文化財

日本聖公会高崎聖オーガスチン教会聖堂
改修工事

平成 29 年 市指定重要有形民俗文化財 橋場町の屋台 補修工事

平成 30 年 市指定重要有形民俗文化財 仲町の山車 補修工事

平成 30 年 山車・山車行事関連 詳細調査

平成 30 年 獅子舞（剣崎の獅子舞、石原町清水の獅子舞） 詳細調査

令和元年 市指定重要文化財　吉井八幡宮本殿 修復工事

令和 2年 市指定重要文化財　倉賀野神社本殿 保存修理

令和 3年 県指定史跡　馬庭念流道場及び関係文書 保存修理

令和 3年 県指定重要文化財　鉄燈籠 保存修理

令和 4年 市重要文化財　八幡八幡宮 保存修理

令和 4年 市指定天然記念物　仁叟寺のムク 保存修理

令和 4年 市指定天然記念物　椿名神社の大銀杏 保存修理
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第３節　指定等文化財

　高崎市の国・県・市の指定等文化財は４２５件である。内訳は、国指定２５件、県指定

５３件、市指定３２５件、国登録２２件となっている。本市は平成１８年（２００６）１

月に群馬郡倉渕村、箕郷町、群馬町、多野郡新町、１０月に群馬郡榛名町と合併し、さら

に平成２１年（２００９）には吉井町が加わり現在に至っている。地域別にみると高崎地

域１７２件、倉渕地域３７件、箕郷地域３０件、群馬地域３０件、新町地域１８件、榛名

地域６６件、吉井地域７２件である。旧自治体時代の指定文化財を引き継いでおり、合併

前の行政の方針や人員体制などが指定数や文化財の構成に影響を与えていると思われる。

合併により、各地域の特色が加わり文化財の件数も増加し４００件を超えた。また合併に

よって市域は群馬県内でも２番目の広さであり、市内各地に所在する文化財を包括的に保

存・活用することが求められるようになっている。

※註：国宝の群馬県観音山古墳出土品は文化庁所管のため一覧表には含まれない　　

※註：指定制度はあるが数がないものを「０」、制度そのもがないものは「－」とする

表２－３　高崎市の指定等文化財一覧表 （Ｒ５. ９. １現在）

類型 国指定 県指定 市指定 国登録 合計

有
形
文
化
財

建造物
建造物 2 3 25 22 52

石造物 0 0 24 0 24

美術工芸品

絵画 2 3 4 0 9

彫刻 0 3 33 0 36

工芸品 0 11 17 0 28

書跡 0 3 6 0 9

典籍 0 0 5 0 5

古文書 0 4 15 0 19

考古資料 5 4 15 0 24

歴史資料 0 2 6 0 8

無形文化財 0 0 1 0 1

民俗文化財
有形の民俗文化財 1 1 35 0 37

無形の民俗文化財 0 1 28 0 29

記念物

遺跡 14 12 92 0 118

名勝地 0 0 1 0 1

動物・植物・地質鉱物 1 6 18 0 25

文化的景観 0 - - - 0

伝統的建造物群 0 0 - - 0

合計 25 53 325 22 425
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　類型にわけてみると、遺跡が１１８件、建造物５２件、有形の民俗文化財３７件と

なっている。この遺跡の件数の多さは埋蔵文化財包蔵地の広さとも関係があるとい

え、本市には包蔵地が約４，０００か所、調査されている遺跡は約８８０件を数える

（２０２４.２.２８現在）。

　下記に主な指定等文化財の概要を記す。掲載していないものについては、『高崎市文化

財保存活用地域計画（資料編）』の「４．指定等文化財一覧」を参照されたい。また、本

市の指定文化財には群馬県立博物館に所在する資料も含んでいる（国・県指定の文化財で

所有者が寺社のものは含まない）。

（１）有形文化財

①建造物

　神社の本殿や寺院本堂などのほか寺社に関連する建造物が多数を占めている。それ以外

の建造物では、近世の城や陣屋に関するものがある。主な文化財のみ紹介し、その他は『高

崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』に記す。

【国指定重要文化財　２件】

■榛名神社

本社・幣殿・拝殿・国祖社および額殿・神楽殿・

双龍門・神幸殿・随神門：榛名神社は榛名山に

位置し、「延喜式神明帳」に名がみられる古社で

ある。山岳信仰の霊場として崇敬され、近世に

は榛名講などの庶民信仰も盛んになった。江戸

時代に建てられた建築群は精緻な彫刻と彩色な

どの装飾性に富み、周囲の自然と融合した建築

が特徴となっている。

■旧新町紡績所

工場本館、機関室、修繕場、倉庫、二階家煉瓦庫：旧新町紡績所は、明治１０年（１８７７）

に操業を開始した我が国最初の絹糸紡績工場で当時の建造物が良好な状態で現存して

おり、明治時代の官営工場や殖産興業の実態とその後の繊維産業の発展過程を知る上

で重要とされている。

【県指定重要文化財　３件】

■高崎城乾櫓：高崎城本丸の北西（戌亥）にあった櫓で、県内に現存する唯一の城郭建築

とされる。

■旧下田邸書院及び庭園：白川陣屋の代官を務めた下田家の邸宅で江戸時代の築造とされ

る書院と庭園が現存している。

■榛名神社神宝殿（附 竣工碑̶１基）：明治３年（１８６７）に再建された県内で現存す

る唯一の木造塔婆建物とされる。

図２－１
榛名神社本社 （国指定重要文化財）
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【市指定重要文化財　２５件】

■成田山光徳寺所在元威徳寺の内陣：高崎藩主大河内家累代の位牌を安置した堂で威徳寺

から移築。江戸時代中期に建てられたとされる。

■生原北野神社の本殿：文久元年造営。大工は清水和泉正藤原充賢。彫刻は小林源太郎に

よる。

■妙見社本殿：日本三妙見の一つ。現本殿は江

戸時代の再建。彫刻は熊谷宿長谷川源太郎

による。

■於菊稲荷神社水屋　附手水鉢石：江戸時代の

建築で水屋は欅造り。手水鉢石に彫られた

文字は大窪詩仏による。

■郷見神社本殿（附合祀社殿４棟）：現本殿は、

江戸時代後期に建てられたとされる。大工

は清水和泉正藤原充賢、彫刻は小林源太郎

による。

■吉井藩陣屋の表門：移築復元。建築年は不明。

宝暦２年（１７５２）に陣屋が吉井町矢田から吉井町吉井に移った後に建てられたと

される。

【国登録有形文化財　２２件】

　本市のシンボルとなっている高崎白衣大観音像や高崎地域の繁栄や江戸時代の町割りが

窺える建造物、周囲の景観と調和しつつ砂防機能を備えた堰堤、榛名神社の社家町に残る

江戸時代の景観を偲ぶ宿坊や宿坊門、群馬県に唯一現存する円形校舎、現在は高崎市歴史

民俗資料館として活用されている旧群南村役場庁舎といった建造物が登録されている。主

な文化財のみ紹介し、その他は『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』に記す。

■高崎白衣大観音像：昭和前期建設の高さ４１ｍの鉄筋コンクリート造観音像である。

■小見家住宅：幕末期創業の茶舗水村園。高崎城下町時代の町割りが残る敷地に土蔵群が

立ち並んでいる。

■三沢川砂防堰堤：昭和初期建設の表面谷積、重力式コンクリート造堰堤である。

■一宮家住宅：榛名神社の社家町にある江戸時代後期建造の宿坊とされる。

②美術工芸品

ａ．絵画

　本市の国指定重要文化財と県指定重要文化財の資料は群馬県立近代美術館や群馬県立歴

史博物館の所蔵となっており本市との由来がないものも含んでいる。本市に由来があるも

ので指定になっているものは、寺院に伝わる屛風や江戸時代の生活の様子がわかる絵図が

ある。主な文化財のみ紹介し、その他は『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』に記す。

図２－２
妙見社本殿 （市指定重要文化財）
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【国指定重要文化財　２件】

■絹本著色　羅漢像 金大受筆：金大受による南宋時代の羅漢画。表具裏書に摂州法華三

味寺多田院に伝来したと由来が記されている。

■紙本墨画山水図「赤縄」印：真珠庵客殿上間の襖絵と筆致などが似ており、室町時代の

曽我派水墨画の作例を伝える資料といえる。

【県指定重要文化財　３件】

■絹本著色 秋月書屋図：本県出身で幕末に活躍した画家金井烏州の晩年（嘉永３年）

（１８５０）の作品とされる。

■紙本墨画淡彩 秋山清爽図：本県出身の幕末に活躍した画家金井烏州の晩年（嘉永６年）

（１８５３）の作品とされる。

■柳橋水車図屏風 六曲一隻：画面左下に朱文円形「等後」印があり、等伯の次男とされ

る長谷川宗宅の作品と考えられている。

【市指定重要文化財　４件】

■大雲寺の武居梅坡作　水墨雲龍の図：幕末から明治に活躍した画家、武居梅坡が手掛け

た大雲寺本堂の襖絵を屛風に改装した。

■農耕図屏風：源信寿による六曲一双の屏風。江戸時代前期の農作業を描写したもの。

ｂ．彫刻

　国指定はない。市指定の文化財では仏像の件数が一番多く、木造より石造の方が多く、

吉井地区ではそれが顕著である。主な文化財のみ紹介し、その他は『高崎市文化財保存活

用地域計画（資料編）』に記す。

【県指定重要文化財　３件】

■木造十一面観音立像（本尊）：長谷寺の秘仏で１１世紀末～１２世紀初頭の造立とされる。

■木造十一面観音立像（前立）：鎌倉時代末の造立とされ、長谷寺の秘仏の前立として安

置されている。

■木造阿弥陀如来立像：善念寺の本尊。鎌倉時代

初期の造立とされ、像内から江戸時代の修復

文書が発見された。

【市指定重要文化財　３３件】

■文永年中在銘の地蔵菩薩像：仏像の背面に文永

１１年（１２７４）の銘と造立の由来が記さ

れている。

■石上寺の石造物群：１５世紀の輪廻の塔、六地

蔵石幢、１９世紀の道標、薬師像、地蔵菩薩

２体などがある。

図２－３
石上寺の石造物群（市指定重要文化財）
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■大円寺木彫阿弥陀如来坐像：鎌倉時代中期の作とされ、寺伝によると越後国からもたら

されたと伝承されている。

■恩行寺阿弥陀三尊仏：一つの光背を三尊仏が共有する一光三尊形式の仏像で鎌倉時代の

作とされている。

ｃ．工芸品

　国指定はない。刀剣の多くは群馬県立歴史博物館が所蔵し、本市に由来のないものも多

い。そのため、ここでは本市と関係があるもののみ記載する。市指定重要文化財の所蔵先

は神社や寺院で、それに由来する工芸品が多い。主な文化財を下記に記す。

【県指定重要文化財　１１件】

■高崎藩右京拵大小並びに武具：高崎藩主右京太夫大河内輝

貞が考案したとされる右京拵いと中級以上の武士が所有

した武具を知ることができる。

■鉄燈籠：新田義貞が榛名神社に寄進したとされる県内最古

の鉄燈籠である。

【市指定重要文化財　１７件】

■頼政神社社宝（稲妻の鎧、白銀造太刀、丁丑筆話）：高崎

藩主松平（大河内）家の始祖源頼政を祀り、社宝も大河

内家ゆかりのものである。

■松山寺の梵鐘：天明３年（１７８３）の作。銘文に地元箕

輪の職人と白川陣屋の代官を務めた下田家の名がみられ

る。

■榛名神社の懸仏：八面の懸仏が指定となっている。なかには「箱根権現　弘安四年八月

廿二日　大旦那源氏女」の銘があるものがある。

ｄ．書跡

　国指定はない。県指定の文化財は算額と高崎藩主がまとめた歌集で、市指定の文化財は

算額が一番多くその他は著名な書家による書と額である。主な文化財のみ紹介し、その他

は『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』に記す。

【県指定重要文化財　３件】

■八幡八幡宮の算額：小野栄重と門人の奉納、厳井重遠と門人の奉納、中曽根真吾と門人

の奉納の３面の算額が現存している。

■諸大家連歌帖 高崎藩主大河内家伝来：高崎藩主の大河内家が代々集めた連歌を最後の

藩主大河内輝声が一冊にまとめた歌集である。

■関流算額 文化八年銘：和算の大家関孝和の流れを汲む石田玄圭一一門が榛名神社に奉

納した。

図２－４
鉄燈籠（県指定重要文化財）
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【市指定重要文化財　６件】

■天龍護国寺の寺号勅額：醍醐天皇が延長６年（９２８）に小野道風に書かせたといわれ

ている。

■清水寺の算額と絵馬：算額は文化１２年（１８１５）に斎藤宜長が奉納。絵馬は２点と

も高崎城主安藤重博奉納。絵は狩野常信による。

■酔翁亭記・市河米庵書：市河米庵が青翠園の主人のために欧陽脩の「酔翁亭記」を記し

たもの。

ｅ．典籍

　国指定および県指定はない。市指定の文化財には、上野三碑の考察論文集や郷土誌、神

社に伝わる歌集や縁起、寺院に伝わる教えを記した巻物や写経などがある。

【市指定重要文化財　５件】

■上野三碑考と諸大家書簡集：多胡碑・山上碑・金

井沢碑の考察論文集と木部白満が自身の書簡を

まとめた書簡集である。

■土屋老平著作文書：郷土史家の土屋老平が記した

更生高崎旧事記、片岡郡誌、倉賀野誌、近傍村誌、

上毛旧城録、高崎近村誌が現存している。

■定家神社社宝（縁起一巻ほか）：伝藤原定家筆「在

原業平歌集」、定家神社縁起一巻、宮部義正独詠

短冊一巻、源武邨奉納和歌一首が現存している。

■「東長大事」一巻：真言宗の応安５年（１３７２）の写本とされる。代々座主のみに口

伝される秘伝の教えが記されている。

■普賢寺　写経・阿弥陀立像二体：妙法蓮華経巻六の中の「分別功徳品第十七」のほか木

彫阿弥陀如来立像、阿弥陀如来立像がある。

ｆ．古文書

　国指定なし。県立歴史博物館が所蔵する資料を含む。ここでは本市と関係があるものの

み記載する。市指定のものは江戸時代のものが多く、藩主や藩の代官にまつわるものなど

がある。

【県指定重要文化財　４件】

■榛名神社文書：榛名神社に伝来した１０通の中世文書群で、平安末期１通、室町期１通、

戦国期８通が現存している。

■櫻井家旧蔵 ｢高崎城絵図並びに文書 ｣（附　箱２点）：江戸時代に作成された高崎城と

城下の絵図で高崎城内の植樹状況なども記されている貴重な資料といえる。

図２－５
定家神社社宝 （縁起一巻ほか）

（市指定重要文化財）
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【市指定重要文化財　１５件】

■高崎藩「無銘書」：高崎藩主１０代（大河内家）の約１７０年間の藩政、藩主の生活な

どが記されている。

■極楽院の古文書：極楽院は京都聖護院直系の主要な修験道場で道澄親王御書、信玄証文

などの古文書が現存している。

■里見村山論文書：元禄３年（１６９０）の上里見村、中里見村、下里見村の秣場をめぐ

る論争の裁許絵図と裏書が現存している。

■島高堅自記：吉井藩内の藩政や事件（１７８１～１８２９）について記されている。

ｇ．考古資料

　群馬県立歴史博物館が所蔵する資料を含む。ここでは本市と関係がある資料のうち主な

ものを記載する。国指定では、綿貫観音山古墳の出土品が国宝に指定されている。市指定

となっているものは、祭祀に関連する遺物や地域の有力者の存在を想起させる銅印や建物

遺構などである。

【国宝　１件】※文化庁所管のため「表２－３」及び『高崎市文化財保存活用地域計画（資

料編）』の「４．指定等文化財一覧」には含まない。

■群馬県綿貫観音山古墳出土品：国指定史跡の観音山古墳から出土した刀剣類、銅水瓶、

装身具類、鉄冑、馬具類など３，０００点を超える資料が指定されている。

【国指定重要文化財　５件】 

■上野国八幡観音塚古墳出土品

銅鏡－４面、金環－７対、銀釧－１箇、

銅承台付蓋鋺－２口、銅鋺－２口、銀荘

圭頭太刀－１口、銀荘横刀－２口、銀

鷄冠頭柄頭－１箇、銀圭頭・柄頭残闕・

銀鞘尻－１具、刀子残闕銀柄頭．鞘口．

鞘尻．１具共－３口分、鉄鉾身・石突２

箇共－１口、銅製約－７箇、銀透彫金

具－２箇、銀弭金物・残欠１箇共－３箇、

挂甲札残闕－１括、金銅透彫杏葉－４

枚、鉄地金銅張杏葉－４枚、金銅鈴付

辻金具・端金具等－１７箇、　鉄地金銅張雲珠残闕・辻金具・端金具等－１括、金銅鞍・

銀座金付－４箇、金銅鞖 - ３箇、鉄鞖・残欠共－１括、鉄轡残闕－１、金銅環状金具－

２枚、貼銀銅金具－２枚、銅飾鋲－２６箇、蓋形銀製品－１箇、銀縁金具－１箇、其

他鉄斧頭・鉄鑓鉋・鉄鏃・鉄釘等－１括、須恵器－７口：６世紀末から７世紀初頭頃

の古墳から出土した副葬品で種類の豊富さや高度な工芸技術が高い評価を受けている。

■上野国保渡田薬師塚古墳出土品

銅鏡－１面、瑪瑙製勾玉－３顆、瑠璃製勾玉－２顆 (内１顆頭部欠損 )、碧玉管玉－９

図２－６
上野国八幡観音塚古墳出土品
（国指定重要文化財）
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個、瑠璃丸玉－３６０個、銅製馬鐸－３口、銅製轡鏡板－１対、銅製三葉形杏葉－７枚、

銅製剣頭形杏葉－２枚、銅製剣頭形杏葉－１枚、銅製花弁形金具－２枚、銅製十字形

辻金具－１個、銅製轡鏡板形辻金具－１個：５世紀末から６世紀初頭頃の古墳から出

土した副葬品で国内では珍しい鋳造品の馬具が出土している。

【県指定重要文化財　４件】

■剣崎天神山古墳出土石製模造品：古墳時代中期頃の古墳から出土した石製模造品などが

指定されている。

■保渡田Ⅶ遺跡出土遺物：井出二子山古墳の北西隣接地から出土。埴輪から当時の生活の

様子や儀礼などが窺える。

■剣崎長瀞西遺跡出土品：金製垂飾付耳飾りや鉄製馬具など朝鮮半島からの渡来人との関

わりが窺える。

【市指定重要文化財　１５件】

■銅鋳製「物部私印」：９世紀前半の鋳造とされ、

矢中中学校建設に伴う発掘調査で平安時代

の水田の水路から出土した。

■中林遺跡出土子持勾玉：三ツ寺Ⅰ遺跡の南東

約２００ｍに位置する中林遺跡（古墳時代

中期末）の住居跡の柱穴から出土した。

■小金銅地蔵菩薩立像：榛名神社巌山遺跡から

採集された小金銅仏で、平安時代の鋳造と

される。

■上野国多胡郡正倉跡出土品：法倉の屋根に

葺かれた瓦、土器、被熱粘土塊、曲物蓋板、

小型弓などの出土品２３５点が指定されて

いる。

ｈ．歴史資料

　国指定なし。県指定は２件あり、うち１件は県立歴史博物館が所蔵しており本市とは関

連性が低い資料と考えられるためここでは割愛する。

【県指定重要文化財　２件】

■中曽根家和算資料：江戸時代末期から明治時代の中頃に活躍した下里見町の関流和算家

の中曽根慎吾宗邡の関係資料が指定されている。

【市指定重要文化財　６件】

■和田城並びに興禅寺境内古絵図：和田氏時代の高崎の絵図で、鎌倉街道が「かまくらみ

ち」と描かれている。

図２－７
上野国多胡郡正倉跡出土品
（市指定重要文化財）
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■川浦山御用木御伐出絵図：川浦山の林は幕府直轄林で、天保５年（１８３４）に行われ

た切り出しの様子が描かれている。林業遺産に認定されている。

（２）無形文化財

　国指定、県指定はなく、市指定が１件ある。

【市指定無形文化財　１件】

■念流（通称馬庭念流）：吉井町馬庭に伝わる

武術で、念流は剣術や兵法の奥義を会得し

た相馬四郎義元が創始したものだとされて

いる。人を倒すことを目的としない護身の

術を教えとする古武道の流派で江戸時代に

隆盛を誇った。

（３）民俗文化財

　有形の民俗文化財で国指定、県指定になって

いる小正月ツクリモノとけずりばなコレクションは群馬県立歴史博物館が所管している。

市指定では、道祖神や道標、屋台、山車などがある。

　無形の民俗文化財では、榛名神社の神代神楽が県指定になっている。市指定では、神楽

や獅子舞、八木節やお祭りなどがある。

①有形の民俗文化財

【国指定重要有形民俗文化財　１件】

■上州の小正月ツクリモノ：小正月に豊作を祈って県内で製作されるツクリモノは種類が

多く制作技術面なども全国的に優れており、かつての農村における小正月の様子や信

仰を知る貴重な資料となっている。

【県指定重要有形民俗文化財　１件】

■けずりばなコレクション：小正月に作られるツクリモノの一つ、ケズリバナを収集した

ケズリバナコレクションが指定されている。

【市指定重要有形民俗文化財　３５件】

■熊久保の道祖神：寛永２年（１６２５）の銘とその形から県内最古の道祖神とされる。

②無形の民俗文化財

【県指定重要無形民俗文化財　１件】

■榛名神社神代神楽：榛名神社の神楽殿で奏上される神楽舞で古式神楽の存在を窺わせる。

享保１１年（１７２６）の再興とされる。嘉永３年（１８５０）に新調した旨が記さ

れた神楽衣装がある。

図２－８
馬庭念流 （市指定重要無形文化財）
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【市指定重要無形民俗文化財　２８件】

■高崎の山車行事：高崎まつりと同時に開催される街中を山車が練り歩く行事。起源は江

戸時代にまで遡れる。

（４）記念物

　記念物の中では遺跡が一番多く国

指定１４件、県指定１２件、市指定

９２件で最多件数となっている。特

に古墳時代を中心に、国指定遺跡は

多く、東日本では鎌倉市に次ぐ遺跡

数になっている（令和４年現在）。

　名勝地では、国、県の指定はなく

市指定が１件となっている。

　動物・植物・地質鉱物では、国指

定が１件、県指定が６件、市指定が１８件である。

①遺跡

【国指定特別史跡　３件】

■山上碑及び古墳：山上碑は６８１年に放光寺の僧、長利が母のために建てた。山上古墳

は碑の東側にあり７世紀前半の築造とされる。

■多胡碑：７１１年の多胡郡建郡を記念して建立された。１６世紀の書物にはすでに記述

がみられる。

■金井沢碑：７２６年に三家氏を名乗る豪族が先祖の供養と一族の繁栄を願って建てた。

　上記の三つの石碑は「上野三碑」と呼ばれ、全国の古代の石碑のなかで最古の石碑群で

平成２９年（２０１７）にユネスコ「世界の記憶」に登録されている。

【国指定史跡　１１件】

■浅間山古墳：県内第２位の規模を誇る４世紀後半から５世紀初頭に築造された前方後円

墳。築造時は東日本最大の古墳であった。

■大鶴巻古墳：前記の浅間山古墳とほぼ同時代に築造された前方後円墳で関連が指摘され

ている。

■観音塚古墳：６世紀末から７世紀初頭に築造された前方後円墳で石室の規模や副葬品が

特徴的である。

■観音山古墳：６世紀後半の築造とされ、豊富な埴輪と副葬品が国宝に指定されている。

■保渡田古墳群：５世紀後半から６世紀初頭にかけて築造されたと考えられ、二子山古墳、

八幡塚古墳、薬師塚古墳の３つの前方後円墳からなる。

■日高遺跡：弥生時代の水田跡、墓域、集落が一体的に保存されたことから当時の人々の

暮しの様子を窺うことができる。

■北谷遺跡：５世紀後半から６世紀初頭の豪族居館跡。三ツ寺Ⅰ遺跡と規格が類似してい

図２－９
山上碑 ・多胡碑 ・金井沢碑 （特別史跡）
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る。

■上野国分寺跡：奈良時代に聖武天皇の命によって造られた国分僧寺跡である。

■上野国多胡郡正倉跡：上野国多胡郡の税として徴収した稲などを収納する倉庫群で、多

胡碑（特別史跡）との関連が指摘されている。

■箕輪城跡：戦国時代に長野氏によって築城され、最後の城主は徳川四天王の一人である

井伊直政である。

■旧新町紡績所：明治１０年（１８７７）に操業を開始した我が国最初の絹糸紡績工場で

当時の建造物が良好な状態で現存しており、明治時代の官営工場や殖産興業の実態と

その後の繊維産業の発展過程を知る上で重要とされている。建造物は国指定重要文化

財になっている。

【県指定史跡　１２件】

■北新波砦跡：１辺約７５ｍ四方の城館跡で箕輪城を築城した長野氏に関連すると考えら

れている。 

■倉渕村長井石器時代住居跡：縄文時代後期初頭の敷石住居跡。完形の壺型土器と磨製石

斧、石棒、黒曜石片が出土している。

■しどめ塚（人見塚）：７世紀の築造、後半に改修したとされる円墳で、墓前での祭祀は

８世紀代にまで及ぶとされている。

■馬庭念流道場及び関係文書：現存する道場は、慶応３年（１８６７）に建てられ、門人

帳などの関係文書が複数確認されている。

【市指定史跡　９２件】

■神保古墳群：６世紀後半～７世紀の古墳で、９基

が現存している。

■柴崎浅間山古墳：４世紀の築造とされ、西側隣接

地には三角縁神獣鏡が出土した蟹沢古墳が所在

していた。

②名勝地

　国、県の指定はない。

【市指定名勝　１件】

■榛名神社九折岩・鞍掛岩：榛名神社境内に林立する怪岩・奇岩は神社の雰囲気を一層神

秘的なものにしている。

③動物・植物・地質鉱物

【国指定天然記念物　１件】

■榛名神社の矢立スギ：樹齢は約５００年と推測され、武田信玄が榛名神社に参拝した際

にスギの木の下に武器を置いたという言い伝えがある。

図２－１０
神保古墳群 （市指定史跡）
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【県指定天然記念物　６件】

■ハクモクレン：高崎城主安藤重信が現高崎公園に良

善寺を建立したときに植えたものといわれる。

■萩原の大笠マツ：前橋城主酒井雅楽頭が愛蔵してい

た鉢植えを移植したとされる。

■笹塒山のヒカリゴケ及びウサギコウモリ生息洞窟：

ヒカリゴケの自生と日本固有種のコウモリである

ウサギコウモリが生息している。

■里見の大ナシ：榛名地域のナシの栽培は明治時代に

現前橋市から取り寄せた苗を試植して始まってお

り、その際の苗木の一本といわれている。

■仁叟寺のカヤ：仁叟寺開山翁裔正禅師の手植えと伝

えられる。

■常行院のラカンマキ：鎌倉時代末期に植えられたと

いわれる。

【市指定天然記念物　１８件】 

■大明神山のブナ林：標高５００ｍ程度の低い山にブナが生育している。県内でも例がな

く珍しい。

（５）文化的景観

　本市には、文化的景観の選定を受けている事例はない。

（６）伝統的建造物群

　伝統的建造物群保存地区の選定を受けている地区はない。

図２－１１
ハクモクレン （県指定天然記念物）
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第４節　未指定文化財

　未指定文化財の抽出は、主に合併前の旧市町村が発行した文化財を紹介する発行物を中

心に行い、件数は１，０７８件を数える。現段階では反映できていない発行物もあると考

えられ件数はさらに増えると思われる。また、発行物に掲載されているものに関する現況

確認調査や学校などで保管されている資料の調査は行っておらず今後の課題としたい。

　上位の類型では、建造物が２７７件、有形の民俗文化財が２１７件、遺跡が１９１件と

なっている（表２－４）。リストは『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』に掲載し、

ここでは代表的なものを紹介する。

（１）有形文化財

①建造物

　江戸時代には、高崎藩や吉井藩といった藩が置かれていたため、藩主や屋敷、家臣にま

つわる資料があり、吉井地域には旧吉井藩陣屋の足軽長屋が一部現存している。

　烏川や利根川をはじめ大小さまざまな河川が多く砂防堰堤や用水などがある。特にぐん

まの土木遺産に認定されている榛名山麓砂防堰堤群（渋川市、榛東村、吉岡町、高崎市）

は河川・港湾の設計や工事指導をしたオランダ人技師のヨハネス・デ・レーケが設計し、デ・

レーケの指導を受けた技術者らによって造られたとされる砂防堰堤群である。また、世界

かんがい施設遺産に登録された長野堰用水がある。

　寺社建築では、彫刻などが優れた建造物があり、群馬地域の井
い で

堤神社は１９世紀前期の

特色が顕著な彫刻がみられる。新町地域の専福寺では欄間の彫刻が榛名神社社殿の彫刻を

施したことで知られる彫物師の関口文次郎であったことがわかっている。

②美術工芸品

　絵画は、新町出身の画家狩野美信による屑糸紡績所錦絵、歌川広重の新町宿の浮世絵、

木曽街道六十九次の宿場を歌川広重と渓斎英泉が分担して描き、渓斎英泉による神流川渡

場の浮世絵の存在が知られている。彫刻では、寺社が所有している木造、石造の仏像が中

心となり、工芸品は梵鐘や水盤のほか足門八坂神社の懸仏が確認されている。

　考古資料には、埋蔵文化財発掘調査等で出土した土製品や石製品などが把握されている

が、毎年度市内各地で発掘調査がなされていることから今後の資料増加が期待される。

　本市は、明治１７年（１８８４）の上野駅・高崎駅間の全線開通にはじまり、明治２８

年（１８９５）には上信電鉄の前身である上野鉄道が設立されるなど、鉄道が比較的早い

段階に整備されているためレールや車両など古い設備が現存している。

（２）無形文化財

　中村染工場では、群馬県で唯一「注染」という伝統的な製法で手ぬぐいを製造している。

　榛名湖をモデルにした歌詞が有名で、昭和１５年（１９４０）に発表され、戦時中に高

峰三枝子が唄いヒットした歌謡曲「湖畔の宿」や、昭和３０年（１９５５）２月に公開され、

高崎の市民オーケストラが群馬交響楽団へと成長する草創期の実話を題材とした映画「こ
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こに泉あり」は、多くの人に近現代の高崎を代表する大衆娯楽文化として認識されている。

「湖畔の宿」は榛名湖畔の公園で聞くことができ、「ここに泉あり」は市内の映画館で定期

的に上映されている。

（３）民俗文化財

①有形の民俗文化財

　複数の主要街道が通り、加工に適した石材が手に入りやすかった本市には道祖神、庚

申塔、供養塔、道標が多数確認されている。特に倉渕地域には道祖神が多く、昭和５８

年（１９８３）に発行された『倉渕の道祖神』によると倉渕地区の道祖神は７７か所、

１１４基という数が記され、熊久保にある道祖神（市指定）は群馬県最古であり県内の道

祖神信仰を語るうえで欠かせない存在となっている。

②無形の民俗文化財

　太々神楽や獅子舞などが確認されている。その他、おきりこみやうどん、焼きまんじゅ

うなどの粉食文化、豊岡地域を中心に盛んにおこなわれているだるまづくり、養蚕に代わっ

て榛名山麓で生産されるようになった梅の栽培、榛名山の噴火による火山灰が堆積した肥

沃な土地で白菜やにんじんが栽培される国府地域の農業など、各地域の産業と結びつく民

俗風習や市内で使用されていた農具や民具といった道具の使用方法も含めた暮しの記録が

重要であるとの認識が高まっている。

（４）記念物

①遺跡

　埋蔵文化財包蔵地は市内各所に４，０００箇所あまり存在し、平塚古墳や小鶴巻古墳な

ど未指定の前方後円墳、豪族居館の三ツ寺Ⅰ遺跡、根小屋城跡などの中世城館跡が含まれ

ている。旧陸軍岩鼻火薬製造所跡は、日本で初めてダイナマイト製造が行われた施設で、

今も当時の施設の様子を残す遺構が良好に現存している。また、箕郷地域に所在する黒岩

風穴は明治３６年の建設とされており、明治３８年に建設された下仁田町の世界遺産「荒

船風穴」よりも古い初期の蚕種貯蔵施設の石垣等が良好な状態で現存している。

②名勝地

　庭園、景勝地、山岳・河川、眺望地などが確認されている。そのうち徳明園の「洞窟観音」

は高崎市田町で呉服店を営む山田徳蔵氏が大正７年から個人でつくった参拝場である。

　倉渕の田園風景や、榛名山と榛名湖が織りなす四季の風景は、観光資源としても利用さ

れている。

③動物・植物・地質・鉱物

　樹木と地質が確認されている。樹木に関しては高崎市緑化条例によって美観上優れた樹

木や樹林を保存樹木として指定している。現在指定されている樹木は２６８本、樹林が６

か所、生垣が７９か所となっている。
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（５）文化的景観

　平成２３年（２０１１）に景観室が発行した高崎市景観計画（改訂版）には、養蚕にま

つわる様々な景観資源や自然環境と調和した伝統的な農村風景など、地域の人々に紡がれ

てきた高崎独自の景観が紹介されている。

　雪の日の佐野を舞台に鎌倉武士が登場する能の一曲、「鉢木」に登場する佐野源左衛門

常世を祀った常世神社が上佐野町にあり、平安時代の歌人藤原定家を祀った定家神社や、

万葉集に詠まれた歌枕「佐野の渡し」のあった烏川などとともに、文学的な景観を形成し

ている。

（６）伝統的建造物群

　榛名神社の社家町は古くより御師集落として発展し、現在も御師の家が十数軒みられる。

参道の石燈籠とあわせてかつての御師集落の景観を今に伝えている。

　倉賀野の閻魔堂は倉賀野町の中山道と例幣使道の分岐点に所在し、近世には念仏堂・阿

弥陀堂と呼ばれ下の木戸の外側に位置していた。元禄１６年（１７０３）の「高崎宿倉賀

野宿往還通絵図面」に「念仏堂」が描かれている。閻魔堂に隣接して例幣使道の常夜灯及

び道しるべ（市指定史跡）が所在するほか周辺に倉賀野宿の脇本陣を務めた邸宅など江戸

時代の街道や宿場の姿を偲ぶことができる。
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※註：本表は合併前の旧市町村が発行した文化財を紹介する発行物等を基に作成

※註：「－」は把握はされているものの、今回の調査では計上されていない

　※註：上記発行物の他、県や類型ごとの調査が行われている

調査内容については『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』を参照され

たい

考古資料については、発掘調査報告書に掲載されている資料は含んでいない

古文書は『群馬県近世史料所在目録』を中心に抽出を行い、本表は冊数を示し

ている

表２－４　高崎市の未指定文化財 . 表 （Ｒ５. ９. １現在）

地域

類型
高崎 倉渕 箕郷 群馬 新町 榛名 吉井 全域 合計

有
形
文
化
財

建造物
建造物 94 15 57 16 25 25 44 1 277

石造物 15 2 14 13 18 12 16 0 90

美
術
工
芸
品

絵画 1 0 0 0 3 0 0 0 4

彫刻 2 1 1 8 11 1 3 0 27

工芸品 2 0 1 4 3 0 0 1 11

書跡 1 0 0 1 3 0 0 0 5

典籍 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古文書 3 1 1 2 2 2 2 0 13

考古資料 - - 6 5 2 1 3 0 17

歴史資料 3 0 0 3 5 1 0 0 12

無形文化財 1 0 0 0 0 0 0 0 1

民俗文化財
有形の民俗文化財 15 104 8 14 49 17 9 1 217

無形の民俗文化財 84 8 16 27 2 23 13 3 176

記念物

遺跡 52 8 6 24 14 19 67 1 191

名勝地 3 1 0 1 0 3 2 0 10

動物・植物・地質鉱物 7 3 1 4 1 1 4 0 21

文化的景観 1 0 0 0 0 0 0 2 3

伝統的建造物群 1 0 1 0 0 1 0 0 3

合計 285 143 112 122 138 106 163 9 1078
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第５節　関連する制度

（１）高崎市の関連する制度

①高崎市景観重要建造物

　景観法と高崎市景観条例に基づき、地域の自然、歴史、文化などからみて、建築物の外

観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを所有者と市

民、そして行政が協力して保全し活用を図る取り組みで、現在６件が指定されている（表

２－５）。

②歴史的景観建造物登録制度

　貴重な景観資源である歴史的な建造物を、将来の高崎市民に引き継ぐため、養蚕農家住

宅や町家など、地域の歴史的な特徴を表す景観上重要な役割を果たす建造物を登録・認定

し、保全・活用を支援する取り組み。

（２）高崎市以外の関連する制度

①ユネスコ「世界の記憶」

　世界的に重要な記録物への認識を高め、保存やアクセスを促進することを目的とし、ユ

ネスコ（国際連合教育科学文化機関）が平成４年（１９９２）に開始した事業の総称で、

平成７年（１９９５）から人類史において特に重要な記録物を国際的に登録する制度が実

施されている。

　本市では上野三碑が東アジアにおける人と文化の交流、それによる新たな地域社会形成

の実像を明らかにした原資料で重要であることから登録されている。

②ぐんま絹遺産

　群馬県は古くから絹産業の盛んな地であり、絹に関するたくさんの文化財などが残って

いる。群馬県では、県内に残る養蚕、製糸、織物、流通に関わる建造物や施設、民俗芸能

等を「ぐんま絹遺産」として登録し、保存活用を図っている。

　本市では旧新町紡績所、八幡八幡宮唐銅燈籠、柏木沢の蚕影碑、大林馬道の大クワ、高

崎地域の養蚕・製糸・機織資料（歴史民俗資料館収蔵資料）が登録されている。
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表２－５　景観重要建造物一覧

指定番号 名称 所在地 概要

第１号 旧井上房一郎邸 八島町 昭和２７年（１９５２）にレーモンドの麻

布笄町の自邸とほぼ同じものを、井上房一

郎が同氏の同意を得て高崎の地に建てたも

の。レーモンドの作風を伝える趣のある建

物と、井上房一郎の作庭によるうっそうと

した樹林が一つとなって独特な情景を伝え

ている。

第２号 群馬音楽センター 高松町 昭和３６年（１９６１）に市民の浄財を基

にしてレーモンドの設計で建設された音楽

ホール。群馬交響楽団の活躍などが建設の

契機となった。文化遺産として、近代建

築２０選や公共建築１００選に選ばれるな

ど、国内はもとより世界的にも注目される

建造物である。

第３号 （財）山田文庫 常盤町 明治期以前に建造された主屋、土蔵２棟、

明治１６年（１８８３）移築の茶室、九

蔵町の茂木銀行から移築したと伝えられる

レンガ塀がある。明治・大正・昭和と産業

界で中心的な役割を担った山田昌吉、昭和

４９年（１９７４）に山田文庫を創設した

山田勝次郎はここを自邸として活躍した。

第４号 吉田家（旧釜浅肥料店） 高砂町 大正末期から昭和初期に造られた木造の旧

店舗や主屋、レンガ蔵、門などが商都高崎

の歴史をいまに伝えている。主屋の設計は

丸の内ビルなどの設計を行った保岡勝也に

よるもので近代和風住宅の志向をよく表し

た質の高い造りとなっている。

第５号 浦野家 上豊岡町 大正２年（１９１３）に建造された、入母

屋造りの屋根、漆喰仕上げの外壁、鏝絵を

持つ養蚕農家住宅。主屋、馬屋、土蔵、物

置そして南側の池と庭など、豊岡地区の

代表的な農村景観が良好な状態で残ってい

る。
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指定番号 名称 所在地 概要

第６号 山田家（旧山源漆器店） 本町 明治１５年（１８８２）頃に建造された、

瓦葺き屋根土蔵造りの店蔵と主屋で、関東

地方の店蔵造りの特徴が残っている。外壁

は漆喰で仕上げられ、更に黒く塗られてお

り、防火だけでなく、装飾的な要素も兼ね

備えた工夫がみられる。
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　高崎市は、日本列島の中央付近にある群馬県の南西部に位置する。北西方向は山や丘陵

が連なり、谷には川が流れ、その流れとともに地形は徐々に緩やかになり、南東方向には

関東平野が広がる。古代から近世・近代を通じて交通の要衝で、陸の道、川の道を介して

「人」「もの」「情報」「文化」がつながる結節点、東国屈指の交流拠点として発展してきた。

時には火山による被害はあったものの、暑い夏には雷とともに恵みの雨が降り、冬でも降

雪は稀
まれ

で、稲と麦の二毛作を行うことができ、養蚕業の盛んな地として栄えてきた。

　このように山と川に育まれ、交通によって発展してきた高崎市の歴史文化の特性を、地

理的・自然的・社会的・歴史的な特性と歴史文化資産の様相を踏まえて分類すると、以下

の六つの代表的な特性があげられる。

第３章 高崎市の歴史文化の特性

図３－５　高崎市の歴史文化の特性の概念図

高崎市の歴史文化の特性

（１） 交通と伝承の歴史文化　～交通の要衝を舞台に展開する物語～

（２） 大地の歴史文化　～大地と石に遺された東国文化先進地の証～

（３） まちの歴史文化　～変容する商都　軍都から音楽のあるまち高崎へ～

（４） 蚕糸にまつわる歴史文化　～絹と蚕とともに栄える暮らしと産業～

（５） 山と信仰の歴史文化　～榛名山への畏敬の念～

（６） 水と生業の歴史文化　～山から都市へ川がつなぐ高崎の生業～

※関連性が高いものを隣接させて掲載
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（１）交通と伝承の歴史文化　～交通の要衝を舞台に展開する物語～

　古墳時代の初め、当地の人々の移住や技術を導入した水田や集落の開発は、太平洋側か

ら荒川や利根川を遡る「川の道」によるものである。また、古墳時代、当地には後の東山

道駅路の前身ともいうべきルートが通っており、それにより渡来系文物や先進技術等がも

たらされたと考えられている。そうしたルートや河川に沿って残された多くの古墳はその

ことを物語っている。

　律令国家が成立すると、奈良の都と各国の国衙を結ぶ駅路が整備され、東山道駅路が通

る当地には国分寺が置かれ、各郡には郡
ぐうけ

家が置かれた。平安時代末期から鎌倉時代にかけ

て、東山道駅路の道筋をほぼ踏襲した「あずま道」が通じ、新たに「鎌倉街道」も整備さ

れた。その結節点である当地には、各地方から人や物、文化が集まり発展した。平安時代

末には街道が交差する寺尾・山名・豊岡・里見を含んだ地域に八幡荘（荘園）が成立し、

展開した。そして平安時代末の内乱期には寺尾城や多胡荘が武士の歴史の舞台となった。

また、鎌倉幕府執権北条時頼に関わる伝説「鉢木」には「佐野の舟橋」も登場する。

　戦国時代、長野氏によって築城された箕
みのわ

輪城は、戦乱を経て井伊直政が城主になった。

その井伊直政が中山道と三国街道の要衝にあたる和田に城を移し、地名を高崎と改めたこ

とは、現在の「高崎」の地名の由来として有名である。

　江戸時代、江戸と上方を結ぶ中山道と宿場が整備され、当地には新町宿、倉賀野宿、高

崎宿が設置された。参勤交代が制度化され、大名行列が通過し、多くの武士や庶民、文化

人が中山道を往来し、人・もの・文化の相互交流はさらに加速した。庶民の間にも聖地巡

礼や湯治の旅が流行し、街道の辻には榛名神社、白岩観音や草津温泉などの行き先を示す

「道しるべ」が多く建てられた。

　幕末期には、攘夷を掲げた天狗党が吉井宿を通過し、それを追いかけた高崎藩、吉井藩

と下仁田戦争を起こした。また、倉渕に隠居していた小栗上野介のもとへ高崎藩・吉井藩

などが向かい、小栗を捕縛後処刑した。さらに、明治１７年（１８８４）には中山道に沿っ

て上野・高崎間の鉄道が開通し、その後も複数の鉄道が高崎に乗り入れた。昭和時代には

新幹線や高速道路などの高速交通網が発達し、高崎に文化的経済的発展を導いた。

　古代から幕末、近現代に至るまで語り継がれる様々な物語は、当地の交通の要衝を舞台

に展開している。

（２）大地の歴史文化　～大地と石に遺された東国文化先進地の証～

　古墳時代、榛名山の大噴火で広域に降下した火山灰や軽石、それにより発生した泥流等

は、水田や畠、集落、古墳などを埋め尽くした。これらの遺跡から当時の社会を知ること

ができる。

　古墳時代、東海地方からの人々の移住や技術の導入、畿内との交流により平野部の水田

や集落の開発が行われた。高崎地域を治めていた首長は、ヤマト王権との確固たるネット

ワークを形成するとともに、交流によって獲得した渡来系文物や馬生産に代表される先進

技術等を積極的に導入した。農業生産や先進技術を基盤にして、当地の首長は上毛野地域

の中でも優位な立場にあり、東国屈指の大型前方後円墳を築造した。

　大陸文化の積極的な導入の影響は、飛鳥から奈良時代初期にかけて相次いで建立された



- 70 -

第３章　高崎市の歴史文化の特性

石碑からも窺える。石碑を建てる文化は古来日本にはなかったもので、全国的にも現存す

る古代の石碑・石塔は１８基のみで、そのうちの３基が集中する本市南部は特異な地域で

ある。

　律令国家の成立後、上野国にも国府が置かれ、各郡には郡家が設置された。聖武天皇が

全国に国分寺建立を命じると、上野国府の近くに上野国分僧寺と上野国分尼寺が建立され

た。

　当地の人々は畿内や大陸の情報に一早く触れ、先進技術や文字文化、仏教文化を導入す

るなど、先進性を有していた記憶が、大地や石に遺されている。

（３）まちの歴史文化　～変容する商都　軍都から音楽のあるまち高崎へ～

　江戸時代、高崎宿には六
ろくさいいち

斎市など市が立ち、「お江戸見たけりゃ高崎田町　紺の暖簾が

ひらひらと」と詠われるほどの賑わいを見せ、地域経済の拠点として繫栄した。

　明治時代になると、中山道に沿って、内陸と太平洋側との物資や人を運ぶ大動脈となる

現在の「高崎線」が敷かれた。その後、信越本線、両毛線、上
こうずけ

野鉄道（現：上信電鉄）な

どの鉄道が次々に開業し、高崎の交通網はさらに発展した。市内には、絹市場と蚕種市場

が開設され、全国から蚕種の仲買業者が出入りし、「日本一」と言われるほど活発な取引

が行われ、両市場は商都高崎を象徴する場であった。他方、旧高崎城内には陸軍歩兵第

１５連隊第１大隊が、市の南東部の岩鼻代官所跡付近には陸軍岩鼻火薬製造所がそれぞれ

設置された。また、それらの周辺は将校の接待や兵士に会う家族や軍の関係者などが利用

する飲食店や宿泊施設などがあり、賑わいをみせた。

　大正期、高崎板紙・上毛製粉・高崎水力電気などの企業が設立され近代産業が盛んにな

り、金融界では地元資本を集めて上州銀行がつくられた。しかし、昭和初期、産業界や経

済界は混乱し、景気は急激に悪化し、高崎は軍都としての性格を次第に強めた。

　戦後、多くの人が敗戦のショックから立ち直れないでいる中、高崎市民オーケストラが

結成され、その後、建設費の一部が市民の募金活動により賄われた音楽ホール「群馬音楽

センター」が建設された。

　その後も、交通優位性を活かして企業誘致を進め、その経済力を背景に近現代の文化芸

術を発展させた。「音楽のあるまち高崎」というフレーズは平成２年（１９９０）にはじ

めて使用されて以来３０年以上、現在に至るまで音楽祭とともに使用されている。

　高崎のまちは、江戸時代から商都として賑わい、一時は軍都としての変遷を経て、「音

楽のあるまち高崎」として当地の文化芸術を市内外へ発信している。

（４）蚕糸にまつわる歴史文化　～絹と蚕とともに栄える暮らしと産業～

　幕末の横浜開港とともに、生糸の主力輸出品となり養蚕業は繁栄を極めた。明治初期に

は、新町に我が国最初の官営絹糸紡績工場も開業した。

　江戸時代の高崎城下には、緩やかに傾斜した地形の高低差を利用して水路が張り巡らさ

れていた。この水と絹市の絹を使い、染色業も盛んであった。職人や商人も揃い、「高崎

に来れば、染物の仕事はだいたい間に合う」と言われるほどの「染物の街」であった。

　江戸時代から近代にかけて農家の生計の中心は、繭や生糸であった。養蚕に関する様々
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な道具が作られ、豊蚕を願う小正月の繭玉づくりやだるまが生産され、蚕影山・絹笠明神

などの蚕にまつわる信仰もあった。農家にとって蚕は特別な存在であり、蚕とともにある

暮らしが日常であった。養蚕が盛んだった当地では、一面に広がる桑原とその中に点在す

る養蚕農家の大きな屋根が景観の特徴だった。

　養蚕の農閑期である冬、平地部の農家では、雪の積もらない気候を生かし、小麦の生産

も盛んであった。養蚕で多忙な農家にはうどんの製麺機が重宝され、焼きまんじゅう、お

きりこみ、おやきなど独特な粉食文化も発達した。

　当地では、古くから絹と蚕が常に身近にあり、それらが暮らしに密接に関わり合い、そ

れらに関連する独自の風習や民俗などがあった。また、それらは当地の近代化、産業化を

進めた。

（５）山と信仰の歴史文化　～榛名山への畏敬の念～

　高崎のシンボルとして山容を誇るのは、市北部に位置する榛名山である。榛名山は、

掃
かもんがだけ

部ヶ岳、相馬山、二ッ岳など複数の山から構成される山体の総称である。榛名山は繰り

返し起きた火山活動により形成された起伏に富む山頂部と、火山麓扇状地と呼ばれる広い

裾野が特性である。山頂には火山活動によって形成されたカルデラ湖の榛名湖と溶岩円頂

丘の榛名富士がある。この地形とその火山活動が遺跡群の形成に果たした役割は大きい。

　古来、高崎は榛名山から数多の災厄と恩恵を受けてきた。そこから流れる川は農地を潤

し、度重なる大噴火は榛名山への信仰を高めたと考えられ、榛名山への信仰を示す遺跡も

多く残る。古墳時代の遺跡からは人々の榛名山に対する畏れを推測させる土器祭祀遺構が

出土している。平安時代には榛名山に対する信仰と仏教が結びついたと見られる遺跡もみ

られる。中世には武士の厚い信仰を集め、近世に入ると関東各地に「榛名講（村単位の集

まりで代表者が参詣）」が広まり榛名神社を中心に多くの人々が訪れ、門前町が形成された。

　榛名湖は、万葉集にも詠まれ上野国を代表する景物として広く知られた。近現代には榛

名山は、伊香保とともに県内有数の観光地となっている。また、火山灰が堆積した東南麓

には、かつて養蚕のための桑原が広がっていた。現在は斜面地を活かしたウメ畑、ナシ畑

などの果樹園が広がり、独特の景観を形成している。

　高崎には榛名山から受けてきた「陰」と「陽」があり、榛名山は現在も多くの人々が大

切に想う山である。古墳時代に噴火を経験した人が見ていた榛名山を望む景色、この地に

住む人々が見続けてきた景色が今もここにある。

（６）水と生業の歴史文化　～山から都市へ川がつなぐ高崎の生業～

　榛名山は豊かな扇状地を形成し、扇状地末端部には伏流水を湧出させた。また、そこか

ら流れ出る榛名白川や井野川、さらに市の西方向から流れる烏川や碓氷川、それら各河川

に集まる水資源は豊かな動植物を育み、弥生時代以降当地の耕地開発が推し進められて

いった。

　弥生時代、日高遺跡にみられるような小谷地を利用した水田が営まれ、その付近には集

落も形成された。古墳時代には「川の道」によって人々の移住や技術の導入が進み、井野

川中・下流など広大な低地でも水田や集落の開発が進み、大規模な用排水路が整備され、
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川沿いには多くの古墳が造られた。そして、古代になると条里制に基づいた地割の水田が

整備された。

　江戸時代には利根川水系の舟運の拠点として、倉賀野河岸は地域経済の発展や文化の交

流に大きな役割を果たした。倉渕地域の森で育った木材は江戸城修復の材料として烏川を

下り江戸まで運ばれた。

　明治以降、川の水は農業や工業の動力となり、地域の産業の発展のために利用された。

また、長野堰用水や滝川用水に代表されるような大河川から取水する用水路の整備が試み

られるなど、豊富な水資源を巧みに利用することで、豊かな農業基盤が形成されてきた。

　川は山と都市をつなぎ、川を流れる水はヤマの草木を育て、ムラの田畑を潤し、マチの

動力として利用され、人々の生活を支えつづけてきた。



- 73 -

第４章　歴史文化資産の保存・活用に関する基本方針

第４章 歴史文化資産の保存・活用に関する基本方針

（１）基本理念

　地域計画は、合併市町村に所在する未指定を含めた歴史文化資産を総合的に把握した上

で、「高崎らしさ」となる本市の歴史文化の魅力を価値づけするとともに、後世に永く継

承していくための施策・事業を展開していくために作成する。

　本市は、古代から現代まで東国の文化の中心地の一つとして「人」「もの」「情報」「文化」

が繋がる交流拠点、集積地として発展してきた。そのため、地域の人々の長い営みの中で

生み出され、醸成されて今日まで守り伝えられてきた有形・無形の歴史文化資産が数多く

存在している。高崎の歴史文化は、これらの歴史文化資産が相互に関係し、自然や社会な

ど周辺環境と密接に関わりあうことで形成されており、国・県・市の指定等文化財の数の

多さも相まって、本市は「東国屈指の歴史文化資産を誇るまち」といえる。これらの歴史

文化資産を市民が共有の資産として認知し、将来に継承できるように大切に守り、生かし

ながらまちづくりをしていくことは、高崎市第６次総合計画が掲げる「高崎市が誇る多く

の文化財を十分に生かしながら、市民の郷土への誇りを育み、歴史資産を生かした魅力あ

る地域づくりを行いつつ、あわせて、教育・観光資産としても活用し、本市の文化財が持

つ魅力をさらに広く発信していく。」ことの実現と、高崎市教育大綱の掲げる「歴史や文

化の薫り高い文化環境づくりの推進」に繋がるものである。

　これらを踏まえ、本市の地域計画の基本理念（事業・計画の根本に据える目標）を次の

とおり定める。

第１節　基本理念と基本方針

―基本理念―

「東国屈指の歴史文化資産を誇るまち、高崎」「東国屈指の歴史文化資産を誇るまち、高崎」

その歴史文化資産の価値・魅力を知り、広め、未来へ繋げる

基本理念に込められた思い

「知る」

　歴史文化資産の掘り起こしを進め、その価値について知る。

「広める」

　高崎の歴史文化資産の魅力を多方面へ発信し、広める。

「繋げる」

　先人たちから引き継いだ歴史文化資産を、次の世代に繋げるための仕組みを構築する。
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２）基本方針

　基本理念の実現のために、調査研究（知る）・保存管理（繋げる）・整備活用（広める）・

推進体制（繋げる）の四つの視点を持ち、以下のとおり基本方針を定める。

Ⅰ 調査研究の基本方針「歴史文化資産の総合的な把握と研究」

Ⅱ 保存管理の基本方針「歴史文化資産の適切な保護」

Ⅲ 整備活用の基本方針「幅広い層が歴史文化資産の価値や魅力に触れられる事業の推進」

Ⅳ 推進体制の基本方針「歴史文化資産を継承していくための仕組みづくり」

　これらの基本方針をもとに事業を推進することによって、本市の文化財保護行政の基盤

をより一層強化していく。さらに、個別の歴史文化資産ではなく、複数の歴史文化資産を

総合的・一体的に保存・活用するために、関連文化財群を設定し、ストーリーに基づく事

業を推進する。詳細については、第５章第２節「関連文化財群」で記述する。
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　基本方針をもとに事業を推進していくために、本市の文化財保護行政のこれまでの取組

と現状を整理し、そこから見える課題を捉えていく。

（１）調査研究に関する現状と課題

○調査研究に関するこれまでの主な取り組みと現状

　本市の文化財の調査研究としては、市史編さん等に伴う総合的な把握がある。市史、地

域史等の編さんで、戦前の代表的なものでは『明治の郷土誌』が挙げられる。その後、昭

和２年（１９２７）には『高崎市史』（上下２巻）が刊行され、戦後は、昭和４３年（１９６８）

から昭和４５年（１９７０）に『高崎市史』（全３巻）が刊行された。平成１２年（２０００）

に市制施行１００周年を迎えるにあたり、昭和６２年（１９８７）より新たな編さん事業

が始まり、平成６年（１９９４）から平成１６年（２００４）にかけて、各分野を網羅し

た『新編高崎市史』が刊行された。合併前の旧町村では、昭和５０年（１９７５）に『箕

郷町誌』、昭和４９年（１９７４）に『吉井町誌』、平成元年（１９８９）に『新町町誌』

が刊行された。また、平成７年（１９９５）から平成１４年（２００２）に『群馬町誌』、

平成１７年（２００５）から平成２４年（２０１２）に『榛名町誌』、平成１９年（２００７）

から平成２１年（２００９）に『新編倉渕村誌』が刊行されている。

　総合的な把握の他に、埋蔵文化財、記念物、有形文化財、民俗文化財、無形文化財等の

類型別の悉皆調査または個別調査を、主に県または本市が主体となり実施してきた。建造

物の調査は、民家、洋風建造物、近世寺社、近代化遺産、近代和風建築などについて、全

県域での調査が行われている。文化財に関わる調査成果は、各々の調査成果報告書として

とりまとめている。また、地域計画作成に伴い、市内の町内会の区長を対象に指定等・未

指定を問わず地域にある歴史文化資産についてアンケートを行った。地域で大切にされて

いる建造物や長く続いている行事など、地域ごとの特性や伝統を把握することができた。

　また、平成２８年度（２０１６）より『高崎市文化財保護年報』を刊行している。県内

外の文化財保護行政に関係する機関や専門家に送付することで、本市の発掘調査の成果や

整備事業の進捗状況等を知らせている。

　関係各課の事業としては、伝統民俗芸能祭りや神楽の集い・お囃子大会・獅子舞大会、

無形文化財について文化課が、市内に伝わる山車又は屋台については観光課が把握し、活

動支援等を行っている。また、歴史的な建造物や景観要素については景観室が把握調査を

行っている。さらに、広報課では方言の収集、写真集の作成など、民俗文化に関する蓄積

があり、市立の美術系博物館では高崎に関係する画家等についての調査研究を行っている。

○調査研究に関する課題

①近代の建造物や美術工芸品などの分野には、調査が進んでいないものがある。

②市町村合併によって行政範囲が拡大したことにより、歴史文化資産の把握が不十分

になっている。

③指定等文化財であっても、研究等の成果によって新たな歴史的価値が加わる可能性

第２節　歴史文化資産の保存・活用に関する現状と課題
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があるため、その研究を進めていかなければならない。

④指定等に向けた動きを進めても申し分ない歴史文化資産が未指定のままであるため、

その研究を進めて行く必要がある。

⑤『新編高崎市史』等の編さん以降も、様々な調査や研究の成果が挙がっているが、そ

れを市民と十分に共有できていない。

⑥行政機関のみでは対応できない面を補う、多様な担い手が参加・連携して調査研究

に取り組める体制の構築を推進する必要がある。

（２）保存管理に関する現状と課題

○保存管理に関するこれまでの主な取組と現状

　国及び県、市による文化財の指定等については、令和５年（２０２３）９月時点で、

４２５件となっている。近年では、「史跡上野国多胡郡正倉跡」が令和２年（２０２０）

３月に国指定史跡に、同年９月には「群馬県綿貫観音山古墳出土品」が国宝に指定された。

また、「上野国多胡郡正倉跡出土品」と「若田坂上遺跡礫床墓出土品」が令和２年（２０２０）

１１月に市指定重要文化財に、令和４年（２０２２）１月には「柴崎浅間山古墳」、令和

５年（２０２３）８月には「多胡古墳群寺ノ上支群」と「山ノ上西古墳」がそれぞれ市指

定史跡となった。加えて、現在は高崎市歴史民俗資料館として使用されている「旧群南村

役場庁舎」が令和２年（２０２０）８月に国登録有形文化財となっている。

　本市では、平成２７年度（２０１５）から市内に所在する指定等文化財について、その

所在や保存・管理状況を確認するための調査を実施している。所有者等に対して確認調査

用紙を配付し、修理等の記録や所在保存状態の確認を行っている。また、文化財保護課職

員が定期的に現地へ行き、所在・現状確認を行いながら指定等文化財の状況の変化に迅速

に対応できるような体制をとってきた。

　また、指定等文化財の適切な保存管理及び活用等を図るための指針として、個別の文化

財について保存活用計画を作成している。これまでに、『史跡箕輪城跡保存管理計画』（平

成２年（１９９０）３月）、『史跡北谷遺跡保存管理計画』（平成２４年（２０１２）３月）、

『史跡・重要文化財旧新町紡績所保存活用計画』（平成３０年（２０１８）３月）、『特別史

跡多胡碑保存活用計画』（令和３年（２０２１）３月）、『史跡保渡田古墳群保存活用計画』

（令和４年（２０２２）３月）等を策定し、各計画に基づく各種取組を推進している。

　さらに、指定等文化財の破損や老朽化、展示公開への対応等として、保存管理のための

修理、修復等の適切な措置を講じてきた。令和３年度（２０２１）では、榛名神社本社・

幣殿・拝殿ほか３棟（国重文）、馬庭念流道場及び関係文書（県史跡）、鉄燈篭（県重文）

の保存修理事業や、生原北野神社の本殿（市重文）の自動火災報知設備設置工事の補助事

業を行った。令和４年度（２０２２）には、椿名神社の大銀杏（市天然記念物）や仁叟寺

のムク（市天然記念物）などの保存修理事業への補助を行っている。

　近年、気候変動の影響等により気象災害は激甚化、頻発化しており、市内でも、雹や台

風の影響による建造物等への被害が報告されている。また、少子高齢化に伴う空き家や無

住の寺社の増加によって、日常の防犯や防火対策が行き届かず、文化財の盗難や汚損、火

災等による毀損の危険性が増大していることも懸念されている。これらに対処するため、
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有形文化財や建造物をはじめとした指定等文化財の防災対策として、防災設備の整備・点

検を行うとともに、毎年１月２６日の文化財防火デーに合わせた文化財防火査察、消防訓

練、周知活動を実施している。また、警備会社との連絡網を作成し、火災等が起きた際は

迅速に職員に連絡が届く体制をとっている。

　しかし、平成２８年（２０１６）４月に発生した熊本地震による熊本城への被害や、令

和６年（２０２４）１月に発生した能登半島地震等による国指定重要文化財の倒壊や未指

定文化財への被害など、近年の激甚災害による歴史文化資産への影響は本市にとっても対

岸の火事とはいえない。犯罪や想定を上回るような地震、火災や風水害などに対する文化

財の防犯・防災対策の充実が求められており、本市の体制を強化することに加え、国や県

とのさらなる連携強化も必要である。

　

○保存管理に関する課題

①歴史文化資産の保護に関して、計画性をもった取組をより一層進める必要がある。

②未指定文化財の存在や価値等の共有が不十分であり、歴史的な意義が大きいもので

あっても指定等に結びついていない。

③歴史文化資産の異変等に迅速に対応するため、所在・現状確認等を進める必要がある。

④歴史文化資産の修繕・修理の偏りや遅れ、周辺の自然環境の変化による景観の乱れ

がある。

⑤歴史的な建造物や文化的な景観、無形の民俗文化財には、滅失や資料等の散逸等が

すでに発生しているものやその危険性が高まっているもの、その継承が危ぶまれる

ものがある。

⑥様々な歴史文化資産を保存管理する施設の老朽化や容量・収容力の限界が近づき、適

切な運用ができなくなってきている。

⑦管理を充実させて減災に努めたり、事件や災害等の発生時に迅速に対応したりする

ためには、防犯・防災体制の強化と拡充がより一層必要である。

（３）整備活用に関する現状と課題

○整備活用に関するこれまでの主な取組と現状

　本市では、埋蔵文化財の発掘調査現地説明会・発掘成果の報告会を適宜開催している。

近年では、令和５年度（２０２３）に行われた浅間山古墳の調査報告会が報道機関等にも

大きく取り上げられた。また、市内の歴史文化資産に関するパンフレット等の作成・配布、

ホームページによる情報発信など、市民や来訪者に向けて本市の歴史文化を紹介したり、

「上野三碑」や「小栗上野介の里」「箕輪城・高崎城」の紹介・ＰＲ動画を作成して動画配

信サイトで視聴できるようにしたりするなど、多くの人にその魅力を伝えてきた。さらに、

文化財保護課の管轄の歴史系博物館・資料館の６館（高崎市歴史民俗資料館、観音塚考古

資料館、かみつけの里博物館、榛名歴史民俗資料館、吉井郷土資料館、多胡碑記念館）で

は、それぞれ趣向を凝らした展示・企画を行ったり、教育普及活動として、歴史講座の開

講や体験学習の場を提供したりしてきた。加えて、隣接する自治体である前橋市とは、前

橋・高崎連携事業文化財展「東国千年の都」で、両市が所有する歴史文化資産を展示・公
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開してきた。　

　高崎観光協会から出ている『高崎おでかけナビ』などでは、高崎を巡るお勧めのスポッ

トの中に文化財も紹介されており、箕郷支所が刊行した『箕輪城てくてくマップ』や、倉

渕支所の『くらぶちみどころマップ』など、各地域でその歴史文化を感じ取れるものを数

多く紹介している。また、各地域の地域づくり活動協議会などでは、地域の歴史文化資産

の紹介や周遊ルートを記載したパンフレット・ガイドマップ等を発行しており、公民館や

学校に利用されている。

　ユネスコの「世界の記憶」に登録された上野三碑では年１～２回特別公開を行い、普段

は窓越しでしか見られない上野三碑を直接見られる機会を提供している。また、「上野三

碑ボランティア会」「山上碑・金井沢碑を愛する会」「上野三碑をつなぐ会」が、上野三碑

の日常的な管理活用に取り組んでいる。さらに、上野三碑普及推進会議が発行した「上野

三碑かるた」を活用して、上野三碑の普及を図ってきた。

　史跡日高遺跡では、平成２１年度（２００９）から進めていたＪＲ上越線北側の整備工

事が平成２７年度（２０１５）に完了し、公園としての使用を開始した。多くの人々の憩

いの場になっており、現在はＪＲ上越線南側の整備工事が進められている。また、例年

１１月に近隣で開催されている新高尾地区文化祭（しんたかお祭り）において、文化財保

護課職員による史跡日高遺跡についての出前講座や出土品の展示を行い、田植え・稲刈り

の時期には「日高遺跡公園をともに楽しむ会」の指導のもと、史跡日高遺跡内にある復元

水田を活用した稲作体験を実施している。

　史跡箕輪城跡では、平成２３年度（２０１１）から整備事業を開始した。平成２８年

度（２０１６）までに本丸周辺の伐採、駐車場整備、郭馬出西虎口門の復元を行い、平成

３０年度（２０１８）までに本丸土塁の復元、令和３年度（２０２１）には本丸・蔵屋敷

間の木橋が完成した。また、解説ボランティアとして「箕輪城語り部の会」が活動し、箕

輪城跡において模擬戦などを行う箕輪城祭りを「箕輪城まつり実行委員会」が毎年開催す

るなど、様々な活用を図っている。

　史跡保渡田古墳群では、「王の儀式再現の会」や近隣の小学校と連携して、５世紀後半

（古墳時代）の王の儀式を再現・伝承する劇を、かみつけの里古墳祭りなどで上演している。

また、「はにわの里コスモスの会」が二子山古墳周堀部でコスモス栽培を実施し、花の盛

りの１０月中旬から下旬にかけて、多くの人の目を楽しませている。

　群馬県が管理している史跡上野国分寺跡では、「上野国分寺まつり実行委員会」が主催

する上野国分寺まつりが例年１０月に開催され、天平衣装行列や歴史劇など、様々なイベ

ントが催されている。

　学校教育との連携として、中学校副読本『わがまち高崎』の編集協力、副教材『上野三

碑』の小中学校等への配布、市内にある博物館・資料館での校外学習への対応、中学２年

生の職業体験「やるベンチャー」の受け入れをしてきた。また、本市の歴史や伝統に触れ

る機会を増やし、歴史文化資産を大切に想う心を育むことを目的に、小学校４～６年生と

中学生を対象に「小・中学生文化財作文コンクール」を実施しており、多くの応募がある。

さらに、市内の教職員が使う校務支援システムでは、副教材『上野三碑』を使って授業を

する際の指導案や『わがまち高崎』の活用例、江原源左衛門の活躍を描いた紙芝居のデー
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タなどを、教職員が参照できる環境になっている。また、社会教育課が担当している「高

崎学検定」には高崎の歴史に関する多くの問題が出題され、高崎学博士・高崎学の達人を

目指す人々が、本市の歴史文化を幅広く、深く学ぶきっかけになっている。

○整備活用に関する課題

①ガイダンス施設やパンフレット等がある歴史文化資産には偏りがあり、また、単体

の歴史文化資産を訪れる人はいるが、複数の歴史文化資産を巡ることを促進する効

果的な取組は不足している。

②情報発信や活用の方法が限定的であり、歴史文化資産の価値や魅力が十分に伝えら

れていない。

③校区における歴史文化資産の有無や教職員の造詣の深さの差等によって、教育課程

における歴史文化資産の活用には偏りがある。また、教職員が参照できる指導案が

一部の歴史文化資産に関連するものに偏り、教材の提供も一部のものに限られてい

る。

④地域ごとには、趣向を凝らして作成されたパンフレット等があるが、その活用方法

には改善の余地がある。また、他地域の歴史文化資産を知る機会が不足しているため、

高崎全体の歴史文化の価値や魅力を伝える場を設定していく必要がある。

⑤６館には、それぞれに展示や公開、活用を担っている歴史文化資産があるが、一方で、

扱える歴史文化資産が限定的になっており、市全体の歴史文化を伝える場としての

活用には難しい面がある。

⑥施設の老朽化や、景観を損ねている自然環境の整備の遅れ、案内看板などの未設置・

未更新など、誰にでも利用・活用がしやすい環境が整っていない様子が顕在化して

いる。

（４）推進体制に関する現状と課題

○推進体制に関する主な取組と現状

　本市では、文化財保護行政を担う専門部署として文化財保護課を設置している。文化財

保護課は、文化財の保護普及事業、指定文化財等の保存管理、調査等を担当する保護担当

と、埋蔵文化財の発掘調査・出土品等管理や広報活動及び教育普及、史跡整備等を担当す

る埋蔵文化財担当の２担当に分かれている。さらに、埋蔵文化財担当は主に発掘に関わる

１係と、史跡等の整備・活用に関わる２係で業務を分担している。また、文化財保護課の

管轄に歴史系博物館・資料館の６館があり、それぞれに学芸員が所属し、学芸員を中心と

して個性ある展示・公開を行っている。

　各歴史文化資産には保存管理に携わる所有者や市民団体がいる。また、高崎の歴史や歴

史文化資産を生かした活動に取り組む民間団体等があり、公民館事業等と連携して地域住

民への啓発を行っている。

○推進体制に関する課題

①他市・他県からの転入者の増加や世代の変化により、地域のつながりの希薄化が懸
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念されている。また、少子高齢化や歴史文化資産に対する興味・関心の変化が影響し、

担い手の減少や行事の継続の危機が起こっている。

②文化財保護課職員の専門性や世代には偏りがあり、様々な知識や経験が個人の中に

留まっていることが多い。また、資料の保存管理やデジタル化など、今後必要性が

高まることで増加していく業務があることが想定されるが、それに対応する人員は

十分ではない。

③関係各課や学校、関連団体や市民等との連携・協力体制をより一層強化・拡充し、そ

れを円滑に運用していくための仕組みを構築する必要がある。

④高崎の歴史文化資産の価値や魅力を、広めていく人材が一部に限られている。
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第３節　方針

　第４章第１節で定めた４つの基本方針をもとに、第４章第２節で整理した課題に対して、

どのような方針で事業を推進していくのかを記述していく。

Ⅰ 調査研究の基本方針「歴史文化資産の総合的な把握と研究」

①近代の建造物や美術工芸品などの分野の調査を進める。

②歴史文化資産の新たな掘り起こしを進める。

③指定等文化財の新たな歴史的価値を明らかにする。

④未指定文化財の把握と研究を進める。

⑤調査結果の公開を進め、その成果や価値を市民と共有する。

⑥多様な担い手が参加・連携して調査研究に取り組める体制の構築を進める。

Ⅱ 保存管理の基本方針「歴史文化資産の適切な保護」

①歴史文化資産の計画的な保護を進める。

②歴史文化資産の新たな指定等を推進する。

③歴史文化資産の計画的な所在・現状確認等を進める。

④歴史文化資産の計画的な修繕・修理や、景観保全を進める。

⑤歴史文化資産の散逸や滅失を防ぐための取組を進める。

⑥適切な保存管理をするために、収蔵施設等を充実させていく。

⑦歴史文化資産を災害や犯罪から守るため、文化庁の『国宝・重要文化財（建造物）の

防火対策ガイドライン』や『国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等

の防火対策ガイドライン』などを参考にし、防犯・防災体制の強化と拡充を進める。

Ⅲ 整備活用の基本方針「幅広い層が歴史文化資産の価値や魅力に触れられる事業の推進」

①高崎の歴史文化資産を、関連するストーリーを生かしながら包括的に活用し、その

価値や魅力の理解に繋げる。

②「東国屈指の歴史文化資産を誇るまち」の魅力を、多種多様な方法で広く効果的に

伝えていく。

③児童・生徒の歴史文化資産に対する興味・関心を高めるために、学校への教材や情

報の提供や、出前授業の実施などを進める。

④社会教育と連携し、地域住民の歴史文化資産に対する興味・関心を高める。

⑤歴史文化資産活用の拠点となる６館の魅力をより一層高める取組を進める。

⑥多くの人にとって利用や活用しやすい環境を整えていく。

Ⅳ 推進体制の基本方針「歴史文化資産を継承していくための仕組みづくり」

①歴史文化資産の次世代への継承を推進する。

②文化財保護部局の組織体制の充実や強化を図る。

③関係各課や学校、関連団体や市民等と協働し、地域総がかりの歴史文化資産の保存
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活用体制の構築を進める。

④「東国屈指の歴史文化資産を誇るまち」に、多方面から関わる人材の育成を図る。
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第５章 歴史文化資産の保存・活用に関する措置

第１節　歴史文化資産の保存・活用に関する措置

　第４章で整理した課題の解決に向け、実施する事業を措置として位置付け、取組主体や

実施期間等を明記して具体的に取組を進めていく。事業の実施にあたっては、市の事業費

に加えて、文化財補助金やデジタル田園都市国家構想交付金などの国の支援や県の補助金、

その他民間の資金等を活用して進める。

　取組体制については、以下のとおりとする。

　　行政 (文 )・・・文化財保護課

　　行政 (関 )・・・国、群馬県、関係各課、周辺の市町村、学校、公民館、図書館　等

　　専門・・・・・文化財調査委員、大学の専門機関、地域の有識者　等

　　団体・・・・・民間活動団体、各種団体、地域計画協議会、企業　等

　　市民・・・・・住民、歴史文化資産の所有者・管理者　等

　

　また、計画期間（１０年）を前期（令和６（２０２４）～８年度（２０２６））、中期（令

和９（２０２７）～１２年度（２０３０））、後期（令和１３（２０３１）～１５年度（２０３３））

の三つの期間に分け、計画期間で行う事業の着実な推進に努める。さらに、現時点で本地

域計画の次の地域計画でも継続して実施・検討が必要と考えるものは次期（令和１６年度

（２０３４）～）として明記する。

　なお、示した事業が第４章で明記した基本方針や課題にどのように対応しているのか等

は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』の「９．「課題－方針－措置」対照表【市

全域】」を参照されたい。

表５－１　措置実施期間

計画期間
次期

計画期間

年度 Ｒ６

(2024)

Ｒ７

(2025)

Ｒ８

(2026)

Ｒ９

(2027)

Ｒ 10

(2028)

Ｒ 11

(2029)

Ｒ 12

(2030)

Ｒ 13

(2031)

Ｒ 14

(2032)

Ｒ 15

(2033)

Ｒ 16 ～

(2034)

期間 前期 中期 後期 次期
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（１）調査研究に関する措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅰ－１
文化財調査委員会議

の開催・指導

文化財調査委員会議を開催し、調査研

究の方向性の決定等や指導を受ける。

行政（文）

専門
前 中 後 次

Ⅰ－２
近代・近現代の歴史

文化資産の調査研究

専門家や市民と連携し、近代・近現代

の絹産業や鉄道、建造物などについて

の調査研究を進める。

行政（文）

専門

市民

前 中 後

Ⅰ－３
歴史的な建造物の調

査研究

景観室や専門家、市民と連携し歴史的

な建造物についての調査研究を進め

る。

行政（文）

行政（関）

専門

市民

前 中 後

Ⅰ－４
民俗文化財の調査・

研究

文化課や専門家、関連団体や市民と連

携し、市内の祭礼や伝統・民俗行事、

農機具や民具等の使い方など、有形無

形の民俗文化財について調査研究を進

める。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

市民

前 中 後

Ⅰ－５
歴史文化資産の掘り

起こし

地域総がかりで、各地域・各分野の歴

史文化資産の新たな掘り起こしを進め

る。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

市民

前 中 後

Ⅰ－６
遺跡の分布調査と研

究

岩陰・洞窟遺跡や古墳、城跡などの遺

跡の分布調査を行い、活用に繋げる。
行政（文） 前 中 後

Ⅰ－７ 名勝地の調査研究
専門家や市民と連携し、名勝地につい

て調査研究を進める。

行政（文）

専門

市民

中 後

Ⅰ－８ 景観資源の調査研究

景観室や専門家、市民と連携し、文化

的景観になりうる景観資源について調

査研究を進める。

行政（文）

行政（関）

専門

中 後

Ⅰ－９
美術工芸品の調査研

究

美術館や専門家、市民と連携し、絵画

や彫刻など、各分野の美術工芸品の調

査研究を進める。

行政（文）

行政（関）

専門

市民

中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅰ－１０
無形文化財の調査研

究

専門家や関連団体、市民と連携して音

楽や工芸技術など、無形の文化財につ

いて調査研究を進める。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

市民

中 後

Ⅰ－１１
指定等文化財の補足

調査・研究

指定等文化財などで新たな歴史的価値

が加わるものを整理し、補足調査・研

究を進める。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅰ－１２ 未指定文化財の研究

指定等文化財と関連する未指定文化財

を研究し、指定等の候補となり得るか

検討していく。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅰ－１３ 地方登録制度の検討
高崎市として、地方登録制度を創設し

た場合の有効性を検討する。

行政（文）

専門
中

Ⅰ－１４
『高崎市文化財保護

年報』の刊行

『高崎市文化財保護年報』の刊行を継

続し、発掘調査の成果や整備事業の進

捗状況を多方面に周知する。

行政（文） 前 中 後

Ⅰ－１５
調査結果の公開と共

有の推進

調査結果の公開と共有をし、歴史文化

資産の価値を明らかにするとともに、

市民の関心を高め、学術的価値の共有

を図る。

行政（文）

行政（関）

専門

前 中 後

Ⅰ－１６
調査結果の新たな公

開手法の検討

調査結果のより一層の周知を図るた

め、新たな公開手法の検討を行う。

行政（文）

行政（関）

専門

前 中 後

Ⅰ－１７
大学等による歴史文

化資産の調査研究

大学等の研究のための歴史文化資産の

調査研究に対して、調査の協力や情報

提供を行い、その成果を共有する。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅰ－１８
市民による歴史文化

資産の調査研究

市民による歴史文化資産の調査研究に

対して、学芸員等が専門的見地から情

報を提供し、その成果を共有する。

行政（文）

市民
前 中 後

Ⅰ－１９ 外部の専門家の登用

外部の専門家を登用するなど、歴史文

化資産の調査・研究などに協力する人

材を増やす。

行政（文）

行政（関）

専門

市民

前 中 後
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（２）保存管理に関する措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅱ－１
歴史文化資産相談窓

口

歴史文化資産の取り扱いに関する相談

を受けるため、「歴史文化資産相談窓

口」を設置し、その周知を図る。

行政（文） 前 中 後

Ⅱ－２
地域の歴史文化資産

の保護

専門家や関連団体、市民と連携し、把

握した歴史文化資産の適切な保護や保

存方法の提案を進める。

行政（文）

専門

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－３ 指定・登録等の推進
新たな指定や登録、選定、選択を推進

する。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅱ－４
指定等候補リストの

作成

指定等に向けた動きを推進するため、

指定等の候補となる未指定文化財をリ

スト化する。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅱ－５
山上碑・金井沢碑等

の保存活用計画作成

山上碑や金井沢碑等の保存活用計画の

作成を推進する。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅱ－６
管理・見守り体制の

整備

行政・文化財所有者及び管理者・地元

住民等による歴史文化資産の管理・見

守り・体制の整備を進める。

行政（文）

団体

市民

前 中

Ⅱ－７ 所在・現状確認
群馬県や関連団体、市民と連携し、定

期的な所在・現状確認を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－８
指定等文化財の修

繕・修理

指定等文化財を中心に、修繕・修理を

推進する。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

前 中 後

Ⅱ－９
史跡での除草・剪定

などの管理

史跡の景観保全のため、除草・剪定な

どの管理を進める。

行政（文）

団体

市民

前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅱ－１０
歴史的な建造物や文

化的な景観の保存

景観室や関連団体、市民と連携し歴史

的な建造物や文化的な景観の保存に努

める。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－１１ 記録保存
開発等に伴う試掘調査等の際の適切な

記録保存に努める。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅱ－ 1２ 開発等の際の協議

開発等に伴い、歴史的価値のある新た

な歴史文化資産が発見された際には、

その保存等について関係各課や関連団

体、市民等と協議して事業を進める。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－ 1３
民俗・歴史的資料の

収集と保存・整理

市内各地にある民俗・歴史的資料の収

集と保存をし、整理を行う。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅱ－ 1４
無形の民俗文化財の

記録作成

文化課や関連団体、市民と連携し、獅

子舞など、無形の民俗文化財の所作な

どの記録を、映像等で作成する。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－ 1５
保存団体等による保

存・継承活動

保存団体等による保存・継承活動の促

進のため、必要に応じて専門的見地か

らのアドバイスを行う。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

前 中 後

Ⅱ－ 1６
民俗文化財の担い手

支援

民俗文化財の継承のため、公演機会の

提供や民間支援制度の案内等による民

俗文化財の管理団体及び担い手の支援

を行う。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－ 1７
収蔵施設の修繕・修

理

出土品等の適切な保存管理のため、収

蔵施設の修繕・修理を進める。

行政（文）

団体
前 中 後

Ⅱ－ 1８
資料等のデータベー

ス化

資料等の適切な保存管理のため、デー

タベース化を推進する。

行政（文）

行政（関）

専門

中 後 次
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅱ－１９
埋蔵文化財センター

の新設の準備

埋蔵文化財の保存・管理・整理・公開

のため、市立の埋蔵文化財センター新

設にむけて準備検討を行う。

行政（文）

行政（関）
中 後 次

Ⅱ－２０ 文化財防災計画作成

歴史文化資産を災害や犯罪から守るた

め、国宝・重要文化財（建造物）の防

火対策ガイドラインや国宝・重要文化

財（美術工芸品）を保管する博物館等

の防火対策ガイドライン、群馬県文化

財防災ガイドラインなどを参考にし

て、高崎市としての文化財防災計画の

作成を進める。

行政（文）

行政（関）
前

Ⅱ－２１
文化財防災チェック

リストの活用

群馬県文化財防災ガイドラインの文化

財防災チェックリストを活用し、指定

等文化財を中心とした歴史文化資産の

現状やリスクの把握をする。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前

Ⅱ－２２
災害発生時の所在確

認

関連団体や市民と連携し、指定等文化

財を中心に災害発生時に所在を確認す

ることが困難になる恐れのあるものを

把握し、リスト化する。

行政（文）

団体

市民

前

Ⅱ－ 2３
災害発生時の役割分

担の整備

災害発生時に、行政機関や関係者が歴

史文化資産を守るために迅速に行動で

きるようにするため、役割の明確化を

進める。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前

Ⅱ－２４
地域総がかりによる

災害対応

行政機関や関係者の役割の明確化を進

め、各種の災害発生時に役割に応じた

対応の手順を示す。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前

Ⅱ－２５
地域総がかりによる

状況確認体制の整備

所有者や管理者、地域による災害発生

時の歴史文化資産の状況報告を円滑に

行うため、発生時から報告までの手順

を示す。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅱ－２６

群馬県文化財防災

ネットワーク連携協

議会との連携

群馬県文化財防災ネットワーク連携協

議会と連携し、災害対策や災害発生時

の対応などの情報共有を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅱ－２７
文化財防災センター

との連携

国の文化財防災センターとの情報共有

や、災害発生時には文化財レスキュー・

ドクターの支援依頼を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅱ－２８
防犯・防災パトロー

ル

指定等文化財を中心に、防犯・防災を

目的とするパトロールを強化する。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－２９
歴史文化資産の防

災・防犯の啓発

市民や関連団体に対して歴史文化資産

の防災・防犯の啓発活動を行い、災害

発生時の歴史文化資産の避難や、情報

収集等への協力の依頼を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－３０
歴史文化資産防災訓

練

市民や関連団体も参加する防災訓練を

実施する。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅱ－３１
市民主体の防災・防

犯体制の構築

市民主体の歴史文化資産の防災・防犯

体制の構築・強化を推進する。

団体

市民
中 後

Ⅱ－３２
歴史文化資産避難所

の開設

被災した歴史文化資産があった場合に

は一時的な避難場所を開設し、その安

全を確保する。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅱ－３３
被災歴史文化資産復

旧支援

被災した歴史文化資産の応急処置や修

理・復旧方法や、事務手続きについて、

歴史資料継承ネットワーク等と連携し

ながら指導・助言を行う。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

前 中 後
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（３）整備活用に関する措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅲ－１ 地域計画普及啓発
地域計画に関するシンポジウムや講演

会を開催し、その周知を図る。
行政（文） 前

Ⅲ－２

歴史文化資産周遊

ルート・パンフレッ

ト等の作成

観光課や高崎観光協会、地域づくり活

動協議会等と連携し、関連文化財群を

メインにした周遊ルートやパンフレッ

ト、ガイドマップを作成する。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中

Ⅲ－３
歴史文化資産図鑑作

成

関連文化財群をメインに、歴史文化資

産の名称や歴史、住所等が素早く検索

できるデジタル図鑑を作成する。

行政（文） 中 後

Ⅲ－４

「（仮称）たかさきま

るごとミュージア

ム」構想

関連文化財群や関連文化財群をまたぐ

歴史文化資産を活用し、市全体を博物

館・資料館と見立てた「（仮称）たか

さきまるごとミュージアム」を構想す

る。

行政（文）

行政（関）

団体

中 後

Ⅲ－５

歴史文化資産に関連

する公共交通機関の

整備

主要歴史文化資産を周遊するバスの運

行開始の検討や、歴史文化資産や展示

公開施設に関係する既存のバス路線の

延伸やバス停新設を、担当部署等へ働

きかける。

行政（文）

行政（関）

団体

中 後

Ⅲ－６

「（仮称）高崎市立歴

史博物館」新設の準

備

高崎市の歴史を網羅的に紹介する博物

館を新設するために、準備検討を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

中 後 次

Ⅲ－７
関連文化財群スタン

プラリー

周遊ルートをもとに、各関連文化財の

ストーリーにまつわる場所で押せるス

タンプの設置を検討する。

行政（文）

行政（関）
後 次

Ⅲ－８ 情報発信

広報課等と連携し、市のＳＮＳやホー

ムページ、観光アプリや動画等で歴史

文化資産・関連文化財群等のＰＲをす

る。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－９
発掘現場での説明会

等の実施

歴史文化資産への関心を高めるため、

発掘現場の地元の小中学生や地域住民

等を対象に、現地説明会を開催する。

行政（文） 前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅲ－１０

前橋・高崎連携事業

文化財展「東国千年

の都」

両市所有の歴史文化資産を広く紹介

し、市民相互の文化意識の向上や、歴

史文化資産への理解に寄与する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－１１
民俗文化財の魅力や

価値の普及

民俗文化財の見学会・体験会を学校行

事や地域の行事と連携して実施し、そ

の魅力を広めていくよう働きかける。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅲ－１２
名所旧跡案内板の活

用

観光課が各地域の名所や旧跡に設置し

ている名所旧跡案内板の活用や、新設・

更新の際の情報提供を行う。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－１３
歴史文化資産のユ

ニークベニュー化

歴史文化資産のイメージアップを図る

ため、市や関連団体、企業や市民が史

跡等や歴史的な建造物をユニークベ

ニュー（神社仏閣や城郭、歴史のある

建物などで、会議・レセプションを開

催することで特別感や地域特性を演出

できる会場）として活用する。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅲ－１４
展示場所や企画展開

催地の開拓

発掘調査後に建設された施設や商業施

設など集客のある場所等で、歴史文化

資産を紹介する展示や、企画展等の開

催の検討を働きかける。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

中 後

Ⅲ－１５
ＶＲ・ＡＲ等のデジ

タルコンテンツ作製

歴史文化資産のＶＲやＡＲ等のデジタ

ルコンテンツの作製を推進し、歴史文

化への理解がより深まるようにする。

行政（文）

行政（関）
後 次

Ⅲ－１６

『高崎市教育行政方

針』を基にした、歴

史文化資産活用の促

進

教育委員会発行の『高崎市教育行政方

針』に記載されている、歴史文化資産

の活用につながる手立てが着実に講じ

られるようにする。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－１７
『のびゆく高崎』の

学習支援

小学校３・４年生の社会科の副読本『の

びゆく高崎』に出てくる歴史文化資産

に関する情報提供を、学校に対して行

う。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－１８
『わがまち高崎』の

活用の拡充

学校教育課と連携し、歴史分野の学習

における中学校社会科副読本『わがま

ち高崎』の活用を拡充する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅲ－１９ 学校への出前授業
高崎の歴史に関する理解を深めるた

め、出前授業の実施を促進する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－２０
パネルや出土品の教

材としての活用

展示会で使用したパネルや出土品等の

授業での活用を活性化させる。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－２１
学習教材の更新・開

発

歴史文化資産についての学習支援教材

の更新・開発や、タブレット学習に対

応したアプリの導入を働きかける。

行政（文）

行政（関）

団体

中 後

Ⅲ－２２ 教職員研修
教育センターと連携し、歴史文化資産

に関する研修を行う。

行政（文）

行政（関）
中 後

Ⅲ－２３
地域のイベントとの

連携

新高尾地区でのしんたかお祭りの他、

行政機関が地域の文化祭等に協力し、

出土品の展示や講演会を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅲ－２４
地域の歴史文化資産

紹介資料の活用

各地域の歴史文化資産を紹介している

パンフレット等の施設内設置や、パン

フレット等を活用した講座等の開催を

促進する。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅲ－２５
歴史文化資産講座の

開講

社会教育課や公民館と連携し、歴史文

化資産についての市民の理解を深める

ための歴史文化資産講座を開講する。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅲ－２６ 歴史文化資産研修

文化財保護課の職員や地域の有識者を

講師として、高崎市の職員の歴史文化

資産への理解を深めるための職員研修

を行う。

行政（文）

行政（関）

専門

前 中 後

Ⅲ－２７
市民主体の歴史文化

資産活用

市民主体の活用を推進するため、市民

やボランティア団体がイベント等で活

用できる史跡や歴史的建造物の情報を

提供する。

市民

団体
前 中 後

Ⅲ－２８ 企画展の開催
６館のそれぞれの特性を生かした、企

画展の開催を推進する。
行政（文） 前 中 後

Ⅲ－２９ ６館への校外学習

児童・生徒の歴史文化資産への興味・

関心を喚起するため、校外学習での６

館の利用を学校に対して促す。

行政（文）

行政（関）
前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅲ－３０ 合同企画展
６館が共通のテーマ・ストーリーを軸

にした企画展の開催を検討する。
行政（文） 中 後

Ⅲ－３１
ユニバーサルデザイ

ン化

関連施設のトイレや案内板などのユニ

バーサルデザイン化を促進する。
行政（文） 前 中 後

Ⅲ－３２ ６館の整備 ６館の見学・利用環境の整備を行う。 行政（文） 前 中 後

Ⅲ－３３ 地域シンボル整備

「地域シンボル整備」の補助金を活用

し、高崎白衣大観音像や歴史民俗資料

館等、高崎のシンボルとなる国登録有

形文化財の整備を進める。

行政（文） 前 中 後

Ⅲ－３４
説明看板の新設・更

新・修繕

指定等文化財の説明看板の更新や修繕

を進めるとともに、未指定文化財等の

説明看板等の新設を進める。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅲ－３５ 史跡整備推進

都市計画課や公園緑地課等と連携し、

指定史跡等の公園化をする等、その整

備を推進する。

行政（文）

行政（関）

専門

前 中 後



- 94 -

第５章　歴史文化資産の保存・活用に関する措置

（４）推進体制に関する措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅳ－１ 記録保存体制の整備

歴史文化資産の滅失や散逸を防ぐため

に、行政及び所有者・管理者・関連団

体の協力体制を強化し、適切な記録の

保存に努める。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

Ⅳ－２

地区の文化祭・イベ

ント等への支援・協

力

地域の文化祭や祭礼、各種イベントな

どの継続の促進のため、歴史文化資産

に関する情報提供や補助事業の紹介、

出土品の展示などの協力を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

Ⅳ－３
ボランティア活動の

継続支援

歴史文化資産にかかわるボランティア

や各種団体の活動を継続させるため

に、その意義や成果の周知を行うとと

もに、継続的に支援する。

行政（文）

団体

市民

前 中 後

Ⅳ－４ 世代間交流事業

地域のつながりを深めるため、歴史文

化資産を活用して異なる世代間の交流

を図る事業を企画する。

行政（文）

行政（関）

団体

中 後

Ⅳ－５
文化財保護課全体会

議

文化財保護行政の方針の確認や、情報

や技術の共有の場を設けるため、本庁

の各係員や６館等の職員が出席する文

化財保護課全体会議を開催する。

行政（文） 前 中 後

Ⅳ－６ 予算の確保

調査費や整備費、人件費など、文化財

保護行政にまつわる事業の予算の確保

を行うため、国や県の補助金や民間の

資金等の活用、市の担当部署への働き

かけを継続する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅳ－７
多様な専門性をもつ

職員の増員

多様な専門性をもつ職員の採用の推進

を、担当部署へ働きかける。
行政（文） 前 中 後 次

Ⅳ－８
歴史文化資産管理者

配置

歴史文化資産の景観等を守るため、除

草・剪定の管理作業や見廻りを行う管

理者を常時配置できるように、担当部

署への働きかけを進める。

行政（文） 前 中 後 次
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅳ－９ ６館勤務職員の増員

学校や地域利用に柔軟に対応するた

め、６館の職員や学芸員の増員を担当

部署へ働きかける。

行政（文） 前 中 後 次

Ⅳ－１０
資料保存管理専任職

員の配置と育成

資料の保存・管理体制の強化のため、

専任の職員の配置・育成ができるよう

に、担当部署への働きかけを進める。

行政（文） 中 後 次

Ⅳ－１１
デジタル化推進人材

の配置と育成

デジタル化の推進のため、専任の職員

を配置し、その育成の開始ができるよ

うに、担当部署への働きかけを進める。

行政（文） 中 後 次

Ⅳ－１２
関係各課との連携・

協力体制の強化

関係各課との連携・協力を推進するた

め、関係各課が行う歴史文化資産に関

わる事業の定期的な把握等を行い、情

報共有に努める。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅳ－１３
教育機関との連携・

協力体制の強化

学校や公民館、図書館などの教育機関

との連携・協力体制を強化する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅳ－１４
他の行政機関との連

携・協力体制の強化

幅広い視点での歴史文化資産の保存・

活用を推進するため、群馬県や近隣市

町村等との連携体制を強化する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

Ⅳ－１５
専門家との連携・協

力体制の強化

調査研究体制の強化のため、外部を含

めた多分野の専門家との連携を推進す

る。

行政（文）

専門
前 中 後

Ⅳ－１６
関連団体との連携・

協力体制の強化

幅広い視点での歴史文化資産の保存・

活用を推進するため、多種多様な団体

との連携を強化する。

行政（文）

団体
前 中 後

Ⅳ－１７

市民との連携・協力

体制の構築と円滑な

運用

行政と市民が協働して、歴史文化資産

の調査研究や保存・活用を進めるため

に、情報や価値の共有をしやすい体制

を構築し、その円滑な運用に努める。

行政（文）

市民
前 中 後

Ⅳ－１８ 市民力の活用
市民の知識や経験が発揮される場を整

える。

行政（文）

専門

市民

前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

次

16-

Ⅳ－１９

ミュージアムボラン

ティアガイドの育

成・研修

高崎の歴史や文化を伝える人材を増や

すために、６館の企画展や各種イベン

トにおけるボランティアガイドの育成

や研修を行う。

行政（文） 前 中 後

Ⅳ－２０
ボランティアガイド

の育成・研修

観光事業等での歴史文化資産や関連文

化財群の活用に関するボランティアガ

イドの育成・研修を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後
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第２節　関連文化財群

（１）関連文化財群の設定

①関連文化財群設定の目的

　関連文化財群とは、指定・登録・未指定に関わらず多種多様な有形・無形の歴史文化資

産を、歴史文化に基づく関連性・ストーリーによって一定のまとまりとして捉えたもので

ある。関連文化財群は地域の歴史的・地理的な関連性に基づき設定されるが、必ずしも連

続した空間性や区域を伴うとは限らない。

　関連文化財群を設定することにより、高崎市内に点在する有形・無形、指定・登録・未

指定の歴史文化資産を一体的・総合的に扱い、構成要素として価値づけることが可能にな

る。また、相互に結びついた歴史文化資産の多面的な価値・魅力を明らかにし、高めるこ

とで、市内外の人に文化財の価値をより深く伝え、理解してもらえるようになる。

②関連文化財群設定の考え方

　本市における関連文化財群の設定にあたっての、基本的な考え方は以下である。

○歴史文化の特性をふまえ、本市を表す特筆すべきもの。

○有形・無形、指定等・未指定を問わず、ストーリーに沿って多種多様な歴史文化資産を

含めるもの。

○市民が本市にある歴史文化資産について、その価値や魅力を理解し、誇りや愛着に繋が

るもの。

○市外の人に対して、本市の歴史文化資産の価値や魅力を伝えられるもの。

○市民が次世代への継承を願い、市民・地域、行政等が一体となっての保存・活用が期待

できるもの。

③関連文化財群の設定

　関連文化財群設定の考え方と本市の歴史文化の特性を踏まえ、八つのストーリーを設定

する。

　また、関連文化財群ごとに課題を整理して方針を示し、課題の解決に向けて実施する事

業を措置として位置付ける。関連文化財群で行う措置については、事業番号「関１－１」

のように、関連文化財群の番号と通し番号で記載する。なお、事業期間については本計画

で重点的・集中的な事業として行うことを表すため、前期（令和６（２０２４）～８年度

（２０２６））、中期（令和９（２０２７）～１２年度（２０３０））、後期（令和１３（２０３１）

～１５年度（２０３３））の三つの期間で示し、次期（令和１６年度（２０３４）～）に

ついては示さないものとする。

　なお、示した事業が明記した課題や方針にどのように対応しているのか等については、

『高崎市文化財保存活用地域計画（資料編）』の「１０．「課題－方針－措置」対照表【関

連文化財群】」を参照されたい。
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表５－２　関連文化財群一覧

ストーリー 概要 歴史文化資産の例

１　古代東国文化の一大研究

フィールド　　

　－噴火で埋もれた遺跡群－

噴火に埋もれた古代

の先進的な社会。東

国屈指の数と質を誇

る遺跡から、首長の

権威や人々の生活を

知る。

日高遺跡、水沼弥生時代住居跡、将軍塚

古墳、大鶴巻古墳、浅間山古墳、大山古

墳、柴崎浅間山古墳、小鶴巻古墳、保渡

田古墳群、上野国保渡田薬師塚古墳出土

品、保渡田Ⅶ遺跡出土遺物、北谷遺跡、

三ツ寺Ⅰ遺跡、下芝谷ツ古墳、剣崎長瀞

西遺跡出土品、剣崎長瀞西古墳、平塚古墳、

若田大塚古墳、八幡二子塚古墳、上小塙

稲荷山古墳、観音山古墳、群馬県綿貫観

音山古墳出土品、観音塚古墳、本郷塚中

古墳群、安楽寺古墳、山名古墳群、入野

遺跡

２　地域で守る世界の記憶

　－三家の絆と多胡の郡家－

母への想い、建郡の

誇り、一族の絆を記

録した古代の石碑。

地域で守り、世界へ

伝えていく。

山上碑及び古墳、山ノ上西古墳、金井沢碑、

山名古墳群、安楽寺古墳、漆山古墳、倉

賀野上樋越遺跡、銅鋳製「物部私印」、佐

野の船橋の民話、佐野の船橋歌碑、多胡碑、

上野国多胡郡正倉跡、上野国多胡郡正倉

跡出土品、三島塚古墳、鶯塚古墳、恩行

寺古墳、矢田遺跡、小暮の穴薬師、穴大

黒（古墳時横穴墓）、諏訪前古墳（多比良

古墳）、辛科神社、神保古墳群、多胡薬師

塚古墳、馬庭東遺跡、入野碑、古代瓦「羊

子三」

３　東国屈指の「国の華」

　－仏教の伝播と上野国の

国分僧寺・国分尼寺－

上野国の国分僧寺と

国分尼寺。先人の対

外交流の歴史を礎に

造られた「国の華」

の魅力に迫る。

観音山古墳、群馬県綿貫観音山古墳出土

品、観音塚古墳、上野国八幡観音塚古墳

出土品、五霊神社古墳、上豊岡引間遺跡、

石原稲荷山古墳、普賢寺裏古墳、不動山

古墳、浜尻天王山古墳、高崎１号墳、少

林山の群集墳、しどめ塚（人見塚）、山上

碑、金井沢碑、八幡遺跡、八幡中原遺跡、

八幡六枚遺跡、七五三引遺跡、上野国分

寺跡、上野国分寺跡出土品、上野国分尼

寺跡、上野国分尼寺跡出土品、妙見社本殿、

田端廃寺、本郷奥原遺跡、巌山遺跡、馬

庭東遺跡、黒熊中西遺跡、東山道駅路
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ストーリー 概要 歴史文化資産の例

４　難攻不落の名城

－戦国の乱世と高崎の幕開け－

「高崎」誕生の前夜。

この地に集い、この

地で戦った後世に名

を残す英雄たちの歴

史を知る。

箕輪城跡、北新波砦跡、鷹留城跡、松山

城跡、山名城址、新堀城（多比良城）跡、

和田城跡、倉賀野城跡、根小屋城跡、権

田城跡、保渡田城跡、石上寺の石造物

群、長純寺の長野業政公の像、伝箕輪城

主長野業盛之墓、箕輪城主夫人藤鶴姫の

墓、長年寺長野氏の墓、長野氏累代の墓、

旧下田邸書院及び庭園、矢原宿の街並み、

龍門寺の山門、神流川合戦首塚、龍広寺（山

門）、高崎城址（三の丸外囲の土居と堀）、

高崎城乾櫓、高崎城東門、井伊直政黒印

状

５　古来より続く要衝の地　

－陸と河川の交通網－

「人」「もの」「情報」

「文化」が交流する

要衝の地。「お江戸

見たけりゃ」とうた

われたまちの面影を

辿る。

八幡八幡宮、山名八幡宮、里見城跡、一

里塚、上豊岡の茶屋本陣、下豊岡の道し

るべ、例幣使街道の常夜灯及び道しるべ、

三国街道道標、ハクモクレン、小祝神社、

徳川忠長の墓、高崎藩「無銘書」、倉賀野

宿と倉賀野河岸、倉賀野神社、頼政神社

社宝（稲妻の鎧、白銀造太刀、丁丑筆話）、

新町宿見通し灯篭、諏訪神社鳥居、吉井

藩主家資料、吉井藩陣屋の表門、吉井宿

問屋秋山家跡、火打金ほか１３品目、上

里見藩邸跡、室田宿市場絵図と文書、川

浦山御用木御伐出絵図、幕府御用材搬出

御会所跡、白川陣屋跡、金古神保家大門、

倉渕の道祖神

６　近代化と文化芸術の発展

－歩み続けるまち、高崎－

近代以降の都市の変

容と文化芸術の発

展。高崎市民が培っ

てきた豊かさの軌跡

を巡る。

小栗上野介ゆかりの地、旧新町紡績所、

明治天皇新町行在所、黒岩風穴、小見

家住宅（水村園）、山田文庫、剣崎浄水

場、榛名川上流砂防堰堤、三沢川砂防堰

堤、榛名山麓砂防堰堤群、上信電鉄烏川

鉄橋、上信電鉄下流かぶら川鉄橋、Ｄ

５１４９８、旧岩鼻火薬製造所、前橋（堤ヶ

岡）飛行場跡、長野堰用水円筒分水、日

本聖公会高崎聖オーガスチン教会聖堂、

旧井上房一郎邸、高崎白衣大観音像、洗

心亭、群馬音楽センター、群馬県立近代

美術館、高崎の山車行事、高崎にある山車・

屋台、高崎の山車囃子・屋台囃子
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ストーリー 概要 歴史文化資産の例

７　受け継がれる高崎の絹遺産

－お蚕さまの恵み－

高崎の発展を支えた

「お蚕さま」。ともに

受け継がれてきた文

化・風習に、焦点を

当てる。

上州の小正月ツクリモノ、八幡八幡宮唐

銅灯籠一対、柏木沢の蚕影碑、大林馬道

の大桑、高崎に残る養蚕に関わる建造物、

群馬県立日本絹の里（収蔵・展示品）、高

崎市歴史民俗資料館の養蚕・製糸・機織

資料、絵巻「勧農図」、農耕図屏風、高崎

だるまⓇ、旧新町紡績所、明治天皇新町行

在所、黒岩風穴、金井炭坑坑道跡、長坂

炭坑跡、道祖神祭り（どんど（ん）焼き）、

粉食文化、中村染工場、染料植物園（収蔵・

展示品）、高崎の染織文化、長野堰

８　世代をつなぐ祈りの歴史

－榛名山・雨乞いと豊穣の喜び－

人々が崇め、畏れ、

そして集った山。各

地に遺る祈りの歴史

を紐解いていく。

榛名山、榛名神社、榛名神社の矢立スギ、

巌山遺跡、唐松遺跡、戸春名神社、戸榛

名神社、榛名木戸神社、石上のしん寺跡、

榛名神社神代神楽、榛名神社御旅所跡、

白岩観音仁王門他、社家町、榛名山番所跡、

地蔵峠道・元禄の道しるべ、落合の道祖神、

榛名神社神宝殿附竣工碑、鉄燈篭、榛名

神社文書、榛名神社九折岩・鞍掛岩、榛

名神社萬年泉碑、天神峠の石燈籠、榛名湖、

榛名の奇岩、右京の泣き堀
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表５－３　関連文化財群と歴史文化の特性の対応

関連文化財群 対応する歴史文化の特性

１　古代東国文化の一大研究フィールド　　

－噴火で埋もれた遺跡群－

（１）交通と伝承の歴史文化

（２）大地の歴史文化

（５）山と信仰の歴史文化

（６）水と生業の歴史文化

２　地域で守る世界の記憶

－三家の絆と多胡の郡家－

（１）交通と伝承の歴史文化

（２）大地の歴史文化

（４）蚕糸にまつわる歴史文化

（６）水と生業の歴史文化

３　東国屈指の「国の華」

－仏教の伝播と上野国の国分僧寺・国分尼寺－

（１）交通と伝承の歴史文化

（２）大地の歴史文化

（５）山と信仰の歴史文化

４　難攻不落の名城

－戦国の乱世と高崎の幕開け－

（１）交通と伝承の歴史文化

（２）大地の歴史文化

（５）山と信仰の歴史文化

５　古来より続く要衝の地　

－陸と河川の交通網－

（１）交通と伝承の歴史文化

（３）まちの歴史文化

（４）蚕糸にまつわる歴史文化

（５）山と信仰の歴史文化

（６）水と生業の歴史文化

６　近代化と文化芸術の発展

－歩み続けるまち、高崎－

（１）交通と伝承の歴史文化

（３）まちの歴史文化

（４）蚕糸にまつわる歴史文化

（６）水と生業の歴史文化

７　受け継がれる高崎の絹遺産

－お蚕さまの恵み－

（１）交通と伝承の歴史文化

（２）大地の歴史文化

（３）まちの歴史文化

（４）蚕糸にまつわる歴史文化

（５）山と信仰の歴史文化

（６）水と生業の歴史文化

８　世代をつなぐ祈りの歴史

－榛名山・雨乞いと豊穣の喜び－

（１）交通と伝承の歴史文化

（２）大地の歴史文化

（５）山と信仰の歴史文化
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（２）各関連文化財群のストーリー・課題・方針・措置

　大陸から伝わった稲作が広まってくると、高崎でも榛名山麓の伏
ふくりゅう

流水
すい

を利用した生活基盤

が整えられ、人々は日高遺跡などの集落で水田を設けて生活を営んでいた。古墳時代になる

と、人々を率いた首長は榛名山麓を流れる井野川やその支流の水を引き入れた水路を構築し、

小区画水田を設けてそれまで未耕作地であった広大な低地へ進出した。

　３世紀後半から日本列島では古墳が造られ始め、高崎では４世紀前半、将軍塚古墳が井野

川左岸に築造される。４世紀後半から５世紀初頭には、広大な低地を有する開発拠点である

とともに、東京湾から遡
そじょう

上した荒川・利根川水運の最上流部の拠点であった倉賀野地域に、

ヤマト王権とのつながりを背景にして浅間山古墳が築造される。同時期の東日本で築造され

た古墳の中では最大規模を有するものであり、有力な首長の存在が窺える。

　５世紀中葉から後半には、各地域を支配する首長が政治的連帯を築いていく。榛名山南麓

に勢力を拡大した首長は、保渡田古墳群を築くなどその連帯の中心的な役割を果たし、ヤマ

ト王権との関係強化や対外交流、渡来人の誘致による先進文化の積極的な取得によって、当

地を上野地域の中でも人・もの・技術が集まる地域にした。保渡田八
はちまん

幡塚
づか

古墳から出土した

人物・動物などの５４体の埴輪群像は、首長の行う儀礼の場面などを表しており、有力首長

の姿と執り行う儀礼の重要性を知ることができる。また、高崎は東国文化の繫栄の中で、早

くに馬生産が導入された地域であった。剣
けんざきながとろにし

崎長瀞西遺跡では、積石塚や５世紀の渡来系文物

が出土するとともに、鉄製の轡
くつわ

をはめた馬が埋葬された墓が確認されており、軍事・流通・

運輸・農耕・儀礼などに変革をもたらした馬の生産・飼育を担った渡来人の存在を証明して

いる。

　様々な技術を導入し、産業振興を進めて地域を安定させ、東国の先進地となっていった高

崎だが、５世紀末から６世紀中頃にかけて榛名山が２回大噴火する。発生した火砕流は山麓

を焼き、土石流は農地を埋め尽くし、首長と人々が築いた社会を崩壊させた。しかし、６世

紀前半に造られたと推定される上
かみこばな

小塙稲
いなりやま

荷山古墳のように、噴火後の被災地に造られた古墳

は、災害からの復興に挑んだ首長や人々がそこにいたことを物語っている。

　６世紀後半に、観音山古墳や観音塚古墳など巨大な石室や、渡来系文物等やその影響を受

けた品々を含む豪華絢爛な副葬品を有する古墳が築造された。ヤマト王権との結びつきや、

国外の先進文化の取得によって、高崎が新たな隆盛期を迎えていたことが窺える。

　古代より大噴火を起こしてきた浅間山や榛名山は、広域にわたって大きな被害をもたらし、

人々が築いていた社会を埋没させてしまった。その時代を生きた人々にとっては紛
まが

うことな

き厄
やくさい

災であるが、埋没したことによって遺った遺跡などは、イタリアの「ポンペイ」とエル

サルバドルの「ホヤ・デ・セレン」といった二つの世界遺産と比べても、遜色ない価値を有

している。

　高崎に遺る数々の噴火関連の遺跡は、先進的な社会を築いた古代の首長の権威や人々の生

活、災害から人々が社会をどのように復興させていったのかを知る手がかりとなっているの

である。

古代東国文化の一大研究フィールド　－噴火で埋もれた遺跡群－古代東国文化の一大研究フィールド　－噴火で埋もれた遺跡群－

関連文化財群１関連文化財群１
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関連文化財群１を構成する歴史文化資産（６６件）

・関連文化財群１を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1 日高遺跡 国指定 遺跡

相馬ヶ原扇状地南端部に位置し、扇状地末端の湧水を

利用した水田と集落、墓域がセットになった弥生時代

後期の遺跡

高崎

2
水沼弥生時代住居

跡
市指定 遺跡 弥生時代後期の集落遺跡 倉渕

3

将軍塚古墳附周濠

出土の底部穿孔壺

形土器一括資料

市指定 遺跡
前方後方墳。壺形土器は東海地方西部のものに形態が

類似
高崎

4 大鶴巻古墳 国指定 遺跡
４世紀後半に築造された墳丘全長 1２３ｍの前方後円

墳
高崎

5 浅間山古墳 国指定 遺跡

大鶴巻古墳と同時期で墳丘全長１７１．５ｍの前方後

円墳。県内２位の規模を誇り、築造当時は東日本最大

の古墳

高崎

6 大山古墳 未指定 遺跡 直径約５６ｍの円墳 高崎

7 柴崎浅間山古墳 市指定 遺跡 古墳時代前期（４世紀）と推定される方墳 高崎

8 小鶴巻古墳 未指定 遺跡
大鶴巻古墳に隣接する、５世紀後半の築造と推定され

る墳丘長８７．５ｍの前方後円墳
高崎

9 保渡田古墳群 国指定 遺跡
二子山古墳、八幡塚古墳、薬師塚古墳の３基の前方後

円墳からなる古墳群
群馬

10
上野国保渡田薬師

塚古墳出土品
国指定 考古資料 薬師塚古墳の出土品 群馬

11
保渡田Ⅶ遺跡出土

遺物
県指定 考古資料

保渡田Ⅶ遺跡から出土した遺物。かみつけの里博物館

で保管
群馬

12 北谷遺跡 国指定 遺跡
三ツ寺Ⅰ遺跡・保渡田古墳群と同時期のものとされる

豪族居館跡
群馬

13 三ツ寺Ⅰ遺跡 未指定 遺跡
幅３０ｍを超える濠に囲まれた９０ｍ四方の豪族居館

跡
群馬

14 下芝谷ツ古墳 市指定 遺跡

朝鮮半島北部にルーツをもつ積石塚と呼ばれる墳墓と

同じ構造になっており、渡来系の有力者を葬ったもの

と推定

箕郷

15
剣崎長瀞西遺跡出

土品
県指定 考古資料

剣崎長瀞西遺跡の古墳や竪穴住居跡から出土した金製

の垂飾付耳飾や韓式系土器
高崎

16 剣崎長瀞西古墳 未指定 遺跡 ５世紀後半の造り出し付き円墳または帆立貝式古墳 高崎

17 平塚古墳 未指定 遺跡
舟形石棺２基が見つかった、全長１０５ｍの前方後円

墳
高崎
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図５－１　将軍塚古墳

図５－３　保渡田古墳群

図５－２　浅間山古墳

図５－４　北谷遺跡

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 若田大塚古墳 県指定 遺跡
県指定史跡の若田原遺跡群の中にある、６世紀初頭に

築造された直径２９.５ｍの円墳
高崎

19 八幡二子塚古墳 市指定 遺跡
６世紀前半に築かれた墳丘長６６ｍ、２段築成の前方

後円墳
高崎

20 上小塙稲荷山古墳 市指定 遺跡 ６世紀前半に築かれたとされる直径５０ｍの円墳 高崎

21 観音山古墳 国指定 遺跡 ６世紀後半に造られた墳丘長９７ｍの前方後円墳 高崎

22
群馬県綿貫観音山

古墳出土品
国指定 考古資料 国宝。東国古墳文化の代表的な古墳出土品 高崎

23 観音塚古墳 国指定 遺跡
東国最大級の大きさの横穴式石室をもつ、６世紀後半

から７世紀初頭頃に築造された前方後円墳
高崎

24 本郷塚中古墳群 市指定 遺跡 本郷町字塚中にある古墳時代後期の６５基の古墳群 榛名

25 安楽寺古墳 県指定 遺跡 ７世紀末頃に造られた円墳 高崎

26 山名古墳群 市指定 遺跡
古墳時代後期の古墳群で、佐野三家管理者に関わる墳

墓群
高崎

27 入野遺跡 県指定 遺跡 古墳時代の住居跡 吉井
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関連文化財群１の課題

①東国でも有数の価値がある古墳や集落跡を、学習や研究、観光などの面でより一層活用

していく必要がある。

②整備や管理が不十分な古墳等があるため、その状況の改善に努める必要がある。

関連文化財群１の方針

①古墳や集落跡の価値等を発信し、学習や研究、観光などの面での活用を推進する。

②古代の首長や人々が生きた証である古墳や集落跡の価値を市民と共有するため、適切な

整備や管理を行う。

関連文化財群１の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関１-１

大学等による首長の

居館跡や古墳、集落

跡の調査研究との連

携

大学等が行う首長の居館跡や古墳、集

落跡に関する調査研究に対して協力

し、その成果を共有する。

行政（文）

専門
前 中 後

関１-２ 学校での学習の支援

小学６年生や中学での古代の学習に合

わせ、指定史跡や校区内にある遺跡に

ついての出前授業等を行う。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

関１-３
榛名山噴火関連遺跡

の情報発信

群馬県の文化振興課と連携し、高崎市

の榛名山噴火関連遺跡の価値や魅力を

発信する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

関１-４

高崎観光協会との連

携による、史跡等の

紹介

高崎観光協会と連携し、『観光たかさ

き』での古墳の周遊ルートの紹介や、

ホームページでの紹介等を促進する。

行政（文）

団体
前 中 後

関１-５
関連文化財群１に関

連する企画展の開催

かみつけの里博物館等で、関連文化財

群１に関する企画展の開催を推進す

る。

行政（文） 中

関１-６
史跡のユニークベ

ニューとしての活用

広範なスペースや地域特性を有する日

高遺跡や保渡田古墳群などを会場とし

て特別感のあるイベントを開催し、イ

メージアップに繋げる。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関１-７ 史跡の日常的な管理

日高遺跡や保渡田古墳群などの、利用

者・来訪者が多い史跡の除草・剪定や

トイレ清掃等を進め、快適な利用環境

を維持する。

行政（文） 前 中 後

関１-８
日高遺跡の整備と活

用

日高遺跡の整備を推進するとともに、

小学生を対象にして田植え・稲刈り・

学習会等を行い、史跡への興味・関心

を高める。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関１-９
保渡田古墳群の修

繕・修理等

二子山古墳の墳丘の階段や、八幡塚古

墳の葺石の修繕・修理、薬師塚古墳へ

の動線の整備を行う。

行政（文） 前 中

関１-10 北谷遺跡の整備推進
北谷遺跡の価値や魅力を共有するた

め、その整備や調査研究を推進する。

行政（文）

専門
前 中 後
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　石に銘文を刻んで造る石碑を建てる文化は、中国から朝鮮半島を経由し、飛鳥時代に日本

にもたらされた。日本に現存する古代の石碑は、那須国造碑（栃木県）や多賀城碑（宮城県）

など、わずかに１８基である。その内の３基（山上碑・多胡碑・金井沢碑）が高崎市南部に

集中しており、上
こうずけさん

野三碑
ぴ

と呼ばれている。

　天武天皇１０年（６８１）に建てられた山
やまのうえ

上碑は、完全な形で残る日本最古の石碑であり、

放光寺の僧である長利が、ヤマト王権の直
ちょっかつち

轄地である佐
さのの

野三
みやけ

家を経営した豪族の出身である

亡き母の黒
く ろ め と じ

売刀自を供養するために建てたものとされている。山上碑の隣には黒売刀自を追

葬したとされる山上古墳があり、その西方にはよく似た造りの山ノ上西古墳がある。また、

山上古墳の南方には前方後円墳を含む山名古墳群があり、この地域に佐野三家を経営した一

族の墓域が累代にわたって営まれていたことが窺える。

　大宝元年（７０１）に大宝律令が制定されて中央集権的な国家体制が整えられ、和銅４年

（７１１）、中央政府は上野国の片岡郡・緑
みどの

野郡・甘
かんら

良郡の３郡内から３００戸を割き、新た

に多
た ご

胡郡を建郡した。『続
しょくにほん

日本紀
ぎ

』には多胡郡の建郡を示す記述があり、建郡を記念して建

てられた多胡碑の碑文には、その経緯と共に当時の政府高官の名前が刻まれている。また、

片岡郡から多胡郡に編入した山部郷には、奈良の法隆寺の食
じきふ

封が設けられたことからも、こ

の地域は中央との結びつきが強かったことが窺える。多胡碑の南方約３５０ｍには、多胡郡

の郡
ぐうけ

家（郡の役所）跡である上
こうずけの

野国
くに

多
た ご

胡郡
ぐん

正
しょうそうあと

倉跡が位置しており、『上
こうずけのくに

野国交
こうたい

替実
じつろくちょう

録帳』に

よれば、ここには郡庁、正倉、厨
くりや

家、館
たち

が存在した。また、正倉は大規模な倉庫群で、発掘

調査によって少なくとも１棟は総瓦
かわらぶ

葺きの荘厳な外観であったことが判明した。多胡碑と上

野国多胡郡正倉跡は、建郡を示す資料と郡家の施設がセットで確認された、国内唯一の例と

なっている。

　金
かないざわ

井沢碑は、神亀３年（７２６）に三
みやけ

家氏を名乗る氏族が、物
もののべ

部氏などの豪族と仏教の

教えで結束し、祖先の供養や一族繁栄を祈るために建てたものである。三家氏は「佐野三

家（屯倉）」を経営した豪族の末
まつえい

裔とみられている。三家氏一族が居住していた烏川流域に

は、漆山古墳や安楽寺古墳などの古墳や、奈良時代から平安時代の地域の拠点とされる倉賀

野上樋越遺跡があり、その勢力圏の広さを窺うことができる。また、碑文に記された郡名の

「群
くるまのこおり

馬郡」から、国・郡・郷名を漢字二文字で表記するとした和銅６年（７１３）の勅令が、

地方でも着実に実施されていたことが確認できる。「車
くるま

」から「群
くるま

馬」への変更は、「群馬県」

のルーツとなり、「群馬」の文字の使用は県内最古の事例である。また、万葉集巻十四「東歌」

には佐野や多胡に関わる歌が詠まれており、これら地域が文化的にも先進地であったことが

窺える。

　上野三碑は、当時の地方行政制度のあり方、古代豪族の婚姻や氏族のつながり、仏教思想

の広がりなどを今に伝えるとともに、石碑を建立する文化を持つ渡来人の集中的な居住や地

域経営への参画を示している。亡き母への想い、建郡の誇り、一族の絆を記録した古代の石

碑。地域が協力して守ってきた「世界の記憶」は、今後もその歴史的重要性と文化的先進性

を国内、そして世界に向けて発信していく。

地域で守る世界の記憶　－三家の絆と多胡の郡家－地域で守る世界の記憶　－三家の絆と多胡の郡家－

関連文化財群２関連文化財群２



- 109 -

第５章　歴史文化資産の保存・活用に関する措置

関連文化財群２を構成する歴史文化資産（３９件）

・関連文化財群２を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1 山上碑及び古墳 国指定 遺跡

ユネスコ「世界の記憶」。僧の長利が建立したとされ

る石碑で、隣接の山上古墳は黒売刀自を埋葬したとさ

れる古墳

高崎

2 山ノ上西古墳 市指定 遺跡
直径約１０ｍの円墳。山上古墳と共に佐野三家にかか

わる豪族の理解に欠かせない古墳
高崎

3 金井沢碑 国指定 遺跡
ユネスコ「世界の記憶」。三家氏一族の結束を刻んだ

奈良時代の石碑
高崎

4 山名古墳群 市指定 遺跡
古墳時代後期の古墳群で、佐野三家管理者に関わる墳

墓群
高崎

5 安楽寺古墳 県指定 遺跡 畿内と関係の深い横口式石槨の影響を受けた埋葬施設 高崎

6 漆山古墳 市指定 遺跡 佐野三家管理者に関わる墳墓 高崎

7 倉賀野上樋越遺跡 未指定 遺跡
奈良から平安時代の佐野地域における豪族の拠点施設

で、奈良三彩や緑釉陶器が出土
高崎

8 銅鋳製「物部私印」 市指定 考古資料
平安時代の豪族・物部氏が所有した銅印で、観音塚考

古資料館に収蔵
高崎

9 佐野の船橋の民話 未指定
無形の民俗

文化財
佐野の船橋にまつわる悲恋の物語 高崎

10 佐野の船橋歌碑 市指定 遺跡
万葉集巻１４東歌の「かみつけの佐野の船はしとりは

なし親はさくれどわはさかるがへ」が刻まれた歌碑
高崎

11 多胡碑 国指定 遺跡
ユネスコ「世界の記憶」。多胡郡の建郡を記念して建

てられた奈良時代の石碑
吉井

12
上野国多胡郡正倉

跡
国指定 遺跡 多胡郡家の正倉跡 吉井

13
上野国多胡郡正倉

跡出土品
市指定 考古資料

上野国多胡郡正倉跡から出土した屋根瓦と被熱粘土塊

で、多胡碑記念館に収蔵
吉井

14 三島塚古墳 市指定 遺跡
５世紀はじめ頃の築造と考えられ、彦挟島王（ひこさ

しまおう）の墓との伝承
高崎

15 鶯塚古墳 市指定 遺跡 直径約１４ｍの円墳 高崎

16 恩行寺古墳 市指定 遺跡
５世紀前半に築造と推定される、直径約４０ｍの大型

円墳
吉井

17 矢田遺跡 未指定 遺跡
古代矢田郷に比定される遺跡であり、紡錘車や布など

の織物業に関わる遺物が出土
吉井
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図５－５　上野三碑 （山上碑 ・多胡碑 ・金井沢碑） 図５－６　銅鋳製「物部私印」

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 小暮の穴薬師 市指定 遺跡 上野三碑と同年代の横穴墓 吉井

19
穴大黒（古墳時代

横穴墓）
市指定 遺跡 上野三碑と同年代の横穴墓 吉井

20
諏訪前古墳（多比

良古墳）
市指定 遺跡 多胡碑との関連がみられる石室がある円墳 吉井

21
多胡古墳群寺ノ上

支群
市指定 遺跡

古墳時代後期から終末期にかけての群集墳で、９０基

以上存在していたと考えられる吉井地域最大の古墳群
吉井

22 辛科神社 市指定 遺跡 渡来人ゆかりの古社 吉井

23 神保古墳群 市指定 遺跡 飛鳥時代の古墳群 吉井

24 多胡薬師塚古墳 市指定 遺跡 飛鳥時代の古墳で、截石切組積石室 吉井

25 馬庭東遺跡 未指定 遺跡 古代寺院が推定される遺物が出土 吉井

26 入野碑 市指定 遺跡

明治２２年（１８８９）に合併により入野村ができた

ことを記念し、万葉集巻 1４東歌の「我が恋はまさか

も悲し草枕多胡の入野のおくもかなしも」などを刻ん

で建立

吉井

27 古代瓦「羊子三」 市指定 考古資料

塔ノ峯遺跡で採集。渡来人である子氏の存在や、平安

時代の仏教信仰の様相を示す。近年「羊」と読んでい

た文字は「辛」異体字であることが明らかになってき

た。多胡碑記念館に収蔵

吉井
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関連文化財群２の課題

①佐野三家と山上碑・金井沢碑、多胡郡と多胡碑など、地域と石碑や地域どうしの関連性

などをよりわかりやすく周知して、上野三碑と地域の一体的な活用を進める必要があ

る。

②上野三碑などに関する地域での取組を今後も継続させて、その魅力を伝えていく必要が

ある。

関連文化財群２の方針

①上野三碑とそれを有する地域の一体的な活用を推進する。

②地域が守ってきた「世界の記憶」の魅力を、より広い世代に広め継承していく。

関連文化財群２の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関２-１
上野三碑と関連する

未指定文化財の研究

上野三碑と地域の一体的な活用に向

け、佐野三家や多胡郡に関連する未指

定文化財の調査・研究を進める。

行政（文）

専門
前 中 後

関２-２ 上野三碑かるた大会

上野三碑かるた大会の開催を通して、

上野三碑の歴史的価値の普及・啓発を

進める。

行政（文）

団体
前 中 後

関２-３
上野三碑レプリカの

貸し出し

市内や市外、他県の博物館・資料館等

で行う上野三碑を扱う展示会等にレプ

リカを貸し出し、上野三碑の歴史的価

値の普及・啓発を進める。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関２-４

ユネスコ「世界の記

憶」としての魅力の

発信

上信電鉄との連携やパンフレットの配

布、ホームページでの解説動画等の掲

載を通じて、学習や観光などの様々な

面から「世界の記憶」としての魅力の

普及を進める。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関２-５
関連文化財群２に関

連する企画展の開催

多胡碑記念館等で、関連文化財群２に

関する企画展の開催を推進する。
行政（文） 中

関２-６
ボランティア活動の

意義や成果の周知

山上碑・金井沢碑を愛する会、上野三

碑をつなぐ会、上野三碑ボランティア

会などの活動の意義や成果を、市民や

来訪者に周知する。

行政（文）

団体

市民

前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関２-７
文学資料としての価

値や魅力の発信

書道関連の団体などと連携し、上野三

碑の文学資料としての価値や魅力を幅

広い世代に伝える。

行政（文）

専門

団体

市民

中 後

関２-８ 石碑の路の活用

万葉和歌を詠んだ２９基の碑が建つ石

碑の路の活用を通して、古代からの文

化的先進地としての魅力を発信する。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後
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　日本の歴史に重要な影響を与えてきた仏教は、６世紀半ばに朝鮮半島の百済から日本に伝

えられたとされる。その伝播の過程には、有力者たちの積極的な海外との交流があった。

　観
かんのんやま

音山古墳は、６世紀後半に築造されたと考えられる前方後円墳である。未
み

盗
とうくつ

掘の石室か

らは中国製の水
すいびょう

瓶、百
くだら

済の武
ぶねい

寧王の墓から出土したものと同型の鏡、朝鮮半島製の甲
かっちゅう

冑や銅

製の鈴付き大
おおおび

帯など、絢
けんらん

爛豪
ごうか

華な副葬品が見つかり、多量の埴輪なども含めた３,３４６点

の出土品は国宝に指定された。それらから、この古墳に埋葬された人物やこの地域がヤマト

王権と深いかかわりを持ち、積極的な対外交流をしていたことを窺い知ることができる。

　観
かんのんづか

音塚古墳は、市域西方の八幡台地に所在する６世紀末から７世紀初頭に築造された前方

後円墳である。巨石を使用した横穴式石室は東国最大級を誇り、そこから良好な状態で発見

された銅
どうわん

鋺、馬具、刀剣、銅鏡、装身具、須恵器など約３００点の副葬品は、高度な工芸技

術を駆使したものである。特に銅鋺は、国内で出土した同種のもののなかでは飛び抜けた逸

品である。また、馬具のデザインは寺院の仏像・荘厳具と似た部分があり、同様の性質を示

す馬具がしどめ塚（人見塚）古墳からも出土している。さらに、石原稲荷山古墳、上豊岡引

間遺跡などからも仏具の一種と考えられている銅鋺が出土しており、これらの地域に仏教の

要素が入っていたことが窺える。観音塚古墳のような古墳が築造される基盤があった八幡町

付近は、律令期には東
とうさんどう

山道駅路が通るなど、片岡郡の中心地となった。

　天平１３年（７４１）、聖武天皇は度重なる飢饉や疫病の流行、内政の混乱に対して仏教

による鎮護国家を願って「国分寺建立の詔」を発布し、各国に国
こくぶんそう

分僧寺と国
こくぶん

分尼
に

寺を建てる

よう命じた。また、「七重塔を持つ寺は「国の華」あり、必ず良い場所（好
こうしょ

処）を選んで長

く久しく保つように」とした。

　上野国の国分僧寺は榛名山の東南麓、上野国府推定地からほど近い東
とうさんどう

山道駅路「国府ルー

ト」の沿道に建立された。この地は上野国のほぼ中央に位置し、西に妙義山と浅間山、北西

間近に榛名山、北に小
お の こ や ま

野子山と子
こもちやま

持山、北東に武
ほ

尊
たかやま

山・赤城山の山々を望め、南から南東に

かけては視界を遮
さえぎ

るもののない平野が広がる、まさに「好処」であった。国分僧寺は広大な

伽
がらん

藍を築
ついがき

垣で囲み、その内部は国内最大規模の七重塔がそびえるなど壮大な建築であり、全

国的にも早い段階で主要伽藍「塔・金堂・僧坊」が整っていた寺だとする見解もある。

　国分僧寺から東へ約５００ｍの位置には国分尼寺が建立された。国分尼寺には壮大な礎石

建の尼坊が建ち、凝
ぎょうかいがん

灰岩の切石を用いて基
きだん

壇を飾った金堂に瓦葺きの回
かいろう

廊が巡るなど、格式

高い伽藍が整えられた。国分尼寺は８世紀後半の創建とみられ、国分僧寺と同様に早い時期

に伽藍が整備されたものと考えられている。両寺の創建にあたっては、古墳時代以来、東国

の中心地として栄えた上野国内の豪族たちの協力があったと考えられ、上野国の国分僧寺・

国分尼寺は、まさに国力の結集を物語る。　　　

　国難ともいえる状況の中で造られた上野国の国分僧寺と国分尼寺は、先人の対外交流の歴

史を礎
いしずえ

に、仏教による鎮護国家を願う人々の心によって造られた当地が誇るシンボルである。

それに関わる遺跡や出土品に触れることは、古代を彩った「国の華」の魅力に迫ることに繋

がるのである。

東国屈指の「国の華」　－仏教の伝播と上野国の僧寺・尼寺－東国屈指の「国の華」　－仏教の伝播と上野国の僧寺・尼寺－

関連文化財群３関連文化財群３
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関連文化財群３を構成する歴史文化資産（４０件）

・関連文化財群３を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1 観音山古墳 国指定 遺跡 ６世紀後半に造られた墳丘長９７ｍの前方後円墳 高崎

2
群馬県綿貫観音山

古墳出土品
国指定 考古資料 国宝。東国古墳文化の代表的な古墳出土品 高崎

3 観音塚古墳 国指定 遺跡
東国最大級の大きさの横穴式石室をもつ、６世紀後半

から７世紀初頭に築造された前方後円墳
高崎

4
上野国八幡観音塚

古墳出土品
国指定 考古資料

観音塚古墳の横穴式石室内から、良好な状態で出土し

た約３００点の副葬品。観音塚考古資料館で保管・展

示

高崎

5 五霊神社古墳 未指定 遺跡 銅鋺が出土した、古墳時代の前方後円墳 高崎

6 上豊岡引間遺跡 未指定 遺跡
古墳の副葬品と思われる口径１２.３ｃｍの銅鋺が出

土
高崎

7 石原稲荷山古墳 未指定 遺跡 口径１１.６ｃｍの銅鋺が出土 高崎

8 普賢寺裏古墳 未指定 遺跡 全長約７７ｍの前方後円墳 高崎

9 不動山古墳 市指定 遺跡
５世紀中ごろから後半の築造と推定される、全長９４

ｍの前方後円墳
高崎

10 浜尻天王山古墳 市指定 遺跡 ６世紀後半に造られた前方後円墳 高崎

11 高崎１号墳 未指定 遺跡 直径約４０ｍの円墳 高崎

12 少林山の群集墳 未指定 遺跡
少林山台遺跡の１号墳から２２号墳、Ａ号墳からＱ号

墳
高崎

13 しどめ塚（人見塚） 県指定 遺跡 ７世紀前半に築造された円墳 榛名

14 山上碑 国指定 遺跡
ユネスコ「世界の記憶」。僧の長利が建立したとされ

る石碑
高崎

15 金井沢碑 国指定 遺跡
ユネスコ「世界の記憶」。古代東国の仏教の普及と有

力な仏教教団の成長を知るうえで重要な石碑
高崎

16 八幡遺跡 未指定 遺跡 古代の集落跡 高崎

17 八幡中原遺跡 未指定 遺跡 古代の集落跡 高崎
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図５－７　観音塚古墳（石室内部） 図５－９　上野国分寺跡図５－８　
観音塚古墳の銅鋺

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 八幡六枚遺跡 未指定 遺跡 古代の集落跡 高崎

19 七五三引遺跡 未指定 遺跡 韓式系土器が出土 高崎

20 上野国分寺跡 国指定 遺跡 奈良時代の僧寺跡 群馬

21
上野国分寺跡出土

品
未指定 考古資料 上野国分寺跡の発掘調査で採集した出土品 群馬

22 上野国分尼寺跡 未指定 遺跡 奈良時代の尼寺跡 群馬

23
上野国分尼寺跡出

土品
未指定 考古資料 上野国分尼寺跡の発掘調査で採集した出土品 群馬

24 妙見社本殿 市指定 建造物
千年以上前の創始と伝承で、現在の本殿は天保年間

（１８３１年～１８４５年）に再建
群馬

25 田端廃寺 未指定 遺跡 古代豪族が建立したと考えられる古代寺院 高崎

26 本郷奥原遺跡 未指定 遺跡 古代の寺院跡と推定 榛名

27 巌山遺跡 未指定 遺跡

榛名神社境内にあり、１０世紀から１１世紀の頃の遺

物が出土していることから、平安時代に造成された寺

院跡と推定

榛名

28 馬庭東遺跡 未指定 遺跡 古代寺院が推定される遺物が出土 吉井

29 黒熊中西遺跡 未指定 遺跡 平安時代の寺院跡で天台宗の東国における拠点 吉井

30 東山道駅路 未指定 遺跡
古代律令による官道。長野地区などの地割りに国府

ルートが残存

高崎・

群馬
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関連文化財群３の課題

①「国の華」である上野国分僧寺や上野国分尼寺が高崎に造られた歴史的な重要性の理解

を、より一層進める必要がある。

②群馬県や前橋市との連携体制を、より一層強化・拡充していく必要がある。

関連文化財群３の方針

①上野国分僧寺・上野国分尼寺が高崎に所在する重要性を、多くの市民と共有する事業を

展開していく。

②群馬県や前橋市と連携し、上野国分寺跡や上野国分尼寺跡の多様な活用を推進する。

関連文化財群３の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関３-１

上野国分尼寺跡に関

する発掘調査の結果

の公開

上野国分尼寺跡に対する関心の向上や

価値の共有のため、発掘調査結果の公

開をホームページ等で行う。

行政（文） 前 中

関３-２
上野国分尼寺跡の指

定等の推進
上野国分尼寺跡の指定等を推進する。

行政（文）

専門
前 中 後

関３-３
前橋・高崎連携事業

文化財展での活用

上野国分寺跡と上野国分尼寺跡の一体

的な活用の推進のため、前橋市と連携

し、連携文化財展でのテーマに組み込

んでいく。

行政（文）

行政（関）
前 中

関３-４
教育現場での出土品

の活用

上野国分尼寺跡等の出土品の活用を促

し、授業での学習効果を高める。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

関３-５

上野国分寺まつりで

の、歴史文化資産の

活用

「上野国分寺まつり」の際に、上野国

分尼寺跡の出土品の展示や、現地説明

会等の実施を推進する。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関３-６
関連文化財群３に関

連する企画展の開催

観音塚考古資料館等で、関連文化財群

３に関する企画展の開催を検討する。
行政（文） 中 後

関３-７

上野国分寺跡に関連

する行政機関との連

携

円滑な活用事業の推進のため、上野国

分寺跡を管理する群馬県や、史跡地を

共有する前橋市との連携を強化する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後
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　関東の戦国時代の始まりといわれる、享徳３年（１４５４）からの享徳の乱において、上

州一揆の旗頭になった長野氏は、一族の拠点として鷹
たかとめ

留城や箕
みのわ

輪城を築城して西上
こうずけ

野に勢力

を拡大し、周辺の有力武将たちと協力関係を築いた業
なりまさ

政（業正）の時代に全盛期を迎えた。

　永禄４年（１５６１）、業政が病没し子の業
なりもり

盛（氏業）が家
かとく

督を継ぐと、武田信玄が本格

的に西上野に進出し、信玄は箕輪城を目指して毎年出撃した。下室田町にある長年寺の僧受

連は、武田氏の侵攻による多大な被害を覚
おぼえがき

書に記した。永禄４年以降、長野氏は箕輪城を拠

点に武田氏の侵攻を食い止めていたが、倉賀野城や和田城、吾
あがつま

妻郡の諸城が次々に落城し、

箕輪城は孤立した。そして永禄９年（１５６６）、武田氏の軍勢により城は包囲され、つい

に箕輪城は落城し城主業盛（氏業）は自害した。井出の地には、業盛を哀れんだ僧が遺体を

もらいうけ、葬ったと伝わる墓がある。

　長野氏滅亡後、のちに武田四天王といわれる内藤昌
まさひで

秀（昌
まさとよ

豊）などが箕輪城主となるが、

天正１０年（１５８２）に武田氏は織田信長に敗れ、信長重臣の滝
たきがわ

川一
かずます

益が箕輪城に入城する。

そのわずか４ヶ月後に明智光秀が謀反を起こし、本能寺の変によって信長が死去する。本能

寺の変の報を受け京都に上ろうとした一益に対し、それを阻止しようと小田原の北条氏が

攻め寄せ、上野国と武蔵国の境を流れる神流川を挟んで滝川一益・上州連合軍と北条氏
うじなお

直・

氏
うじくに

邦軍が神流川合戦を繰り広げた。一益は敗れ、箕輪城には北条氏邦などが配置されたが、

天正１８年（１５９０）の豊臣秀吉による小田原征伐の際に進軍して来た上杉景勝・前田利

家・真田昌幸の連合軍によって落城する。　　　

　北条氏が滅びると、秀吉は徳川家康の東海地方から関東地方への領地替えを行った。家康

は江戸城に入り、のちに徳川四天王とよばれる本多忠勝と榊原康政は、大
お お た き

多喜城（千葉県）

と館林城（館林市）にそれぞれ１０万石で封じられるなど、関東の各要地に重臣が配置され

た。箕輪城には同じくのちに徳川四天王となる井伊直政が、家臣の中では最大石高の１２万

石で封じられた。

　長野氏以降、箕輪城の支配者は目まぐるしく変わっていった。しかし、その度に各大名の

重臣が配置されたということが、当時の箕輪城の重要な位置づけを示している。

　慶長３年（１５９８）、直政は所領の中から和田の地を選んで新たに城を築城し、箕輪城

は廃城となった。直政は、城が築かれた和田の地名を「松が崎」に改めようと思い、箕輪の

龍門寺の住職白
はくあん

庵に意見を求めた。白庵は「諸木は栄
えいこ

枯の時あり。成
せいこう

功高
こうだい

大の義に取って高

崎にされては」と進言し、直政はこれを受け地名を高崎に決めたといわれる。高崎城は敷地

約５万坪の壮大な城で、関ヶ原の戦いの際、西に向かう徳川秀忠の３万を超える大軍を駐留

させるほどだった。高崎の名付け親となった井伊直政だが、慶長５年（１６００）の関ヶ原

の戦い後に佐和山城（彦根市）へ移った。直政に次いで慶長９年（１６０４）に城主となっ

たのは、徳川四天王である酒井忠次の子、家次である。

　箕輪城跡は現在「日本百名城」に数えられており、難攻不落と伝わる城の雄姿は、その広

大な堀から今も感じることができる。「高崎」誕生の前夜。この地に集い、この地で戦った

英雄たちの勇壮さは数々の遺跡・遺構に刻まれており、激動の時代と「高崎」の幕開けの歴

史を今の世で知ることができるのである。

難攻不落の名城　－戦国の乱世と高崎の幕開け－難攻不落の名城　－戦国の乱世と高崎の幕開け－

関連文化財群４関連文化財群４
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関連文化財群４を構成する歴史文化資産（１０５件）

・関連文化財群４を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1 箕輪城跡 国指定 遺跡
西暦１５００年頃に長野氏によって築かれた城。日本

百名城
箕郷

2 北新波砦跡 県指定 遺跡 ７５ｍ四方のほぼ正方形の城館跡 高崎

3 鷹留城跡 市指定 遺跡 長野氏一族の城。長野氏の築城 榛名

4 松山城跡 市指定 遺跡

城の名は上田氏が武蔵国松山城主であったことにちな

むといわれるが、近年は鷹留城を築いた長野氏のもの

ともいわれる城

榛名

5 山名城址 市指定 遺跡 南北朝時代から戦国時代の典型的な山城 高崎

6
新堀城（多比良城）

跡
市指定 遺跡 永禄６年（１５６３）武田信玄に攻められて落城 吉井

7 和田城跡 未指定 遺跡
和田氏が築いた城。廃城後の跡地に、井伊直政によっ

て高崎城が築城
高崎

8 倉賀野城跡 未指定 遺跡
倉賀野氏の城。永禄８年（１５６５）に武田信玄によっ

て落城
高崎

9 根小屋城跡 未指定 遺跡
武田信玄が築城したといわれる山城。縄張りが良好に

残存
高崎

10 権田城跡 市指定 遺跡
武田氏が西上野に侵攻してきた際、大戸浦野氏に支配

された記録が残存
倉渕

11 保渡田城跡 未指定 遺跡
長野氏滅亡後武田信玄の重臣内藤昌秀が改修し、続い

て子の昌月が居城と推定
群馬

12 石上寺の石造物群 市指定 彫刻
箕輪城の鬼門寺で、輪廻の塔や薬師像などの石造物が

残存
箕郷

13
長純寺の長野業政

公の像
市指定 彫刻

長野氏の開基とされる長純寺に伝わる高さ約３５ｃｍ

の木像
箕郷

14
伝箕輪城主長野業

盛之墓
市指定 遺跡

長野業盛（氏業） を哀れんだ僧が、井出の地に葬った

と伝わる墓（箕輪軍記）
群馬

15
箕輪城主夫人藤鶴

姫の墓
市指定 遺跡 自害したと伝えられる長野業政夫人を供養する墓 倉渕

16 長年寺長野氏の墓 市指定 遺跡 長野氏累代７人を供養するための五輪塔 榛名

17 長野氏累代の墓 市指定 遺跡
長野氏が浜川を拠点にしていた頃の五輪塔８基と宝篋

印塔６基
高崎
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図５－１０　箕輪城跡 （郭馬出西虎口門）

図５－１２　高崎城東門

図５－１１　伝箕輪城主長野業盛之墓

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18
旧下田邸書院及び

庭園
県指定 建造物

長野氏の重臣下田大膳正勝の子孫が、落城後に構えた

屋敷跡
箕郷

19 矢原宿の街並み 未指定
伝統的建造

物群

箕輪城の城下町の町割りを踏襲した通りに沿って残る

養蚕農家群など
箕郷

20 龍門寺の山門 市指定 建造物
龍門寺は井伊直政が開基し、寛政８年（１７９６）に

山門を青山貞宴が再建
箕郷

21 神流川合戦首塚 市指定 遺跡
織田方の滝川一益との神流川合戦に勝利した北条方

が、討死した武士の首を検視し埋葬したと伝承
新町

22 龍広寺（山門） 未指定 建造物
「高崎」改名の進言をした白庵和尚を招き創建。山号

は「高崎山」
高崎

23
高崎城址（三の丸

外囲の土居と堀）
市指定 遺跡 慶長３年に井伊直政によって築かれた城 高崎

24 高崎城乾櫓 県指定 建造物
もとは高崎城本丸の北西、戍亥（いぬい）の方角にあっ

た櫓
高崎

25 高崎城東門 市指定 建造物 高崎城の東門と伝わる建物 高崎

26 井伊直政黒印状 市指定 古文書
文禄５年（１５９６）に井伊直政から中大類・下大類

の名主・百姓へ宛てた文書
高崎
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関連文化財群４の課題

①箕輪城跡のガイダンス施設がなく、出土品や関係資料の展示や解説を行う場が十分にな

いために、箕輪から高崎へと続くストーリーを市民に対して伝えきれていない。

②市内にある魅力的な中世の歴史文化資産の包括的な活用が十分とはいえない。

関連文化財群４の方針

①「高崎の原点」となった箕輪城と、井伊直政によって造られた高崎城などの魅力の発信

を強化する。

②中世の歴史文化資産の活用を促進する。

関連文化財群４の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関４-１
箕輪城跡の出土品の

整理

活用事業の推進に備え、収蔵施設で保

管されている箕輪城跡の出土品の整理

を行う。

行政（文） 前 中

関４-２
箕輪城跡の整備と活

用

箕輪城跡の整備を推進し、「日本百名

城」としての魅力をアピールしながら

その活用を図る。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関４-３

歴史紹介動画「箕輪

城から高崎城へ」の

活用

市が作成した紹介動画を多方面へ発信

するため、動画配信アプリや学校現場

などに提供する。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

関４-４
「高崎１００名城」

の選定

高崎城や山名城、根小屋城など指定等・

未指定を問わず、城や館などの選定を

行い、その魅力をアピールすることで

各城跡等を巡るきっかけをつくる。

行政（文）

専門

団体

市民

前 中 後

関４-５

関連文化財群４に関

わる未指定文化財の

調査・研究

箕輪から高崎に続く歴史や、中世の歴

史文化に関わる未指定文化財の調査・

研究を進める。

行政（文）

専門
中 後

関４-６
関連文化財群４に関

連する企画展の開催

歴史民俗資料館や吉井郷土資料館等

で、関連文化財群４に関する企画展の

開催を検討する。

行政（文） 中 後

関４-７ 出土品の常時展示

箕輪城や中世の城跡などからの出土品

等の常時展示を実現するため、設備整

備の検討や、地域の施設に展示協力の

働きかけを行う。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

中 後
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　高崎は「古代の高速道路」ともいえる東
とうさんどう

山道駅路が通るなど、古くから政治や文化を結ぶ

交通の要衝として栄え、中世から近世にかけては広大な荘園や有力な武将の領地、幕藩体制

を支える諸藩の領地や人やものの交流で賑わった宿場として、重要な役割を担ってきた。

　八
やわたのしょう

幡荘は、旧片岡郡と安中市東部の板鼻から烏川西岸に沿って細長く連なった広大な領域

をもつ荘園であり、中心には源氏の守護神を祀った八
やわた

幡八幡宮が早くからあって崇敬されて

いた。平安時代末期には、新田荘を本拠とした新田義重の子義
よしとし

俊が里見に、同じく子の義
よしのり

範

が山名を拠点に勢力を拡大した。里見氏は、『南総里見八犬伝』に登場する安房里見氏など

全国の里見氏のルーツとなり、山名氏はのちに全国６６ヶ国のうち中国地方を中心とした

１１ヶ国を守護領国としたことから「六分の一殿」と呼ばれた。

　鎌倉時代になると、上野国では安達氏や執権の北条氏が守護に任じられた。また、高崎か

ら藤岡を経て鎌倉に至る鎌倉街道が整備され、「いざ鎌倉」の精神を象徴する謡曲鉢木は、

高崎の佐野が舞台といわれている。

　江戸時代になると、高崎は配置された藩の領地や他藩の飛び地、天
てんりょう

領といわれた幕府直轄

地や将軍家に直接仕える旗本の領地となった。全国的な交通網が整備されて高崎でも宿場や

河岸が発達し、人やものの往来がより一層盛んになった。

　高崎藩には、井伊直政など有力な譜代大名が封じられ、幕府の要職を務めた藩主もいた。

また、３代将軍徳川家光の弟の忠長の大信寺における切腹など、重要な事件の舞台ともなっ

た。高崎には五街道の一つである中山道が通っており、酒井家次によるその道筋の変更は高

崎の発展に大きく寄与した。その後の松平（大河内）輝貞による商業政策もあり、高崎宿の

田町は「お江戸見たけりゃ高崎田町、紺ののれんがひらひらと」とうたわれ、「当国第一の

繁盛の大市なり」といわれるほど栄え、中山道は幕末には江戸へ向かう皇女和宮の通行にも

使われた。倉賀野宿は荷物を船積みする河岸を併せ持った宿場であり、本陣１ヶ所と脇本陣

２ヶ所が配置された。倉賀野河岸は烏川最上流に位置する河岸で、高崎と大消費地の江戸を

結ぶ利根川舟運の重要地点であった。中山道の宿場を描いた浮世絵「木曽街道倉賀野宿烏川

之図」からも、倉賀野は陸上と水上交通の結節点として栄えたことが窺える。

　天領・旗本領であった落合村と笛木村が合併してできた新町宿は、中山道の本庄宿（埼玉

県）と倉賀野宿間の距離が遠く不便だったことがら形成されたのが起源とされ、中山道では

最も新しい宿場だが、上野７宿の江戸からの玄関口として栄えた。

　吉井藩は上野国・上総国に領地をもち、宝暦年間からは吉井陣屋に藩庁を置き、藩主は江

戸に常住していた。吉井陣屋の大手は吉井宿の中央に通じており、特産品である「吉井の火

打金」は土産として江戸で大評判になった。

　上里見藩は、寛延元年（１７４８）に篠塚藩主（邑楽郡）だった松平（奥平）忠
ただつね

恒の移封

に伴って立藩され、上里見村の神山宿南側に陣屋が置かれた。烏川を挟んだ北側には室田宿

があり、神山宿・室田宿は中山道の脇街道である信州街道（草津街道）の宿場町として賑わっ

た。

　このように、高崎は多くの「人」「もの」「情報」「文化」が交流する要衝の地として繁栄

してきた。そして、「お江戸見たけりゃ」とうたわれたまちの面影は各所に残っており、そ

れらを辿ることで、その魅力を今も感じることができる。

古来より続く要衝の地　－陸と河川の交通網－古来より続く要衝の地　－陸と河川の交通網－

関連文化財群５関連文化財群５
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関連文化財群５を構成する歴史文化資産（２７２件）

・関連文化財群５を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1 八幡八幡宮 市指定 建造物 古くから一国一社の八幡宮として広く尊崇 高崎

2 山名八幡宮 市指定 建造物

社伝によれば、源氏の一族、新田氏の祖義重の子義範

が山名城にあって、豊前の国（大分県）の宇佐八幡を

勧請して、社殿を造営し、武神として崇敬したのが起

源

高崎

3 里見城跡 市指定 遺跡

築城は新田義俊とされ、１１代城主義実が房州白浜へ

移り廃城になるまでの２６０年余りの間、里見氏の居

城と推定

榛名

4 一里塚 県指定 遺跡
中山道沿いの一里塚で、県内で唯一形が残っているも

の
高崎

5 上豊岡の茶屋本陣 県指定 遺跡 大名や上級武士・公卿の喫茶や昼食等のために使用 高崎

6 下豊岡の道しるべ 市指定 石造物 中山道と草津道の分岐にあったもの 高崎

7
例幣使街道の常夜

灯及び道しるべ
市指定 遺跡

文化１１年（１８１４）中山道と例幣使街道の分岐点

に造られた石造りの道しるべと常夜灯
高崎

8 三国街道道標 市指定 石造物
元禄７年（１６９４）に中里村（現中里町）内の三国

街道と板鼻道の三叉路に建てられた道標
群馬

9 ハクモクレン 県指定
動物・植物・

地質鉱物

元和５年（１６１９）高崎城主となった安藤重信が、

現在は高崎公園となっている場所に良善寺を建立し、

境内に植えたものと伝承

高崎

10 小祝神社 市指定 建造物

『延喜式神名帳』に記載された小社で、上野国十二社（式

内社）の一つ。現本殿は、享保２０年（１７２０）に

上棟

高崎

11

徳川忠長の墓

附忠長の霊牌その

他

市指定 遺跡
寛永１０年（１６３３）に高崎城で自刃した、徳川３

代将軍家光の弟の忠長の墓
高崎

12 高崎藩「無銘書」 市指定 古文書
高崎藩関係の諸記録がまとめられており、高崎市中央

図書館に所蔵
高崎

13
倉賀野宿と倉賀野

河岸
未指定

遺跡

建造物

倉賀野宿に置かれた本陣の跡や脇本陣、利根川最上流

の河岸など、当時の様子を今に伝える歴史文化資産が

残存

高崎

14 倉賀野神社 市指定 建造物
江戸時代後半の社寺建築の特色でもある彩色の無い

様々な彫刻を駆使して軒廻りを装飾
高崎

15

頼政神社社宝（稲

妻の鎧、白銀造太

刀、丁丑筆話）

市指定 工芸品
稲妻の鎧は松平（大河内）輝聴が造らせ、最後の藩主

である輝声が明治になって奉納したもの
高崎

16 新町宿見通し灯篭 未指定 石造物 再建された常夜灯。かつては小林一茶も寄進 新町

17 諏訪神社鳥居 市指定 建造物 笠木の曲線が美しい鳥居 新町
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図５－１３　上豊岡の茶屋本陣 図５－１４　吉井藩陣屋の表門

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 吉井藩主家資料 市指定 歴史資料 吉井藩主に関する資料で、吉井郷土資料館に収蔵 吉井

19 吉井藩陣屋の表門 市指定 建造物
築年代不明。宝暦２年（１７５２） に陣屋が吉井町矢

田から吉井町吉井に移った後に建造
吉井

20
吉井宿問屋秋山家

跡
市指定 遺跡 吉井宿に居住し、名主を兼ねた秋山家の跡 吉井

21
火打金ほか１３品

目
市指定

有形の民俗

文化財
吉井宿の特産品 吉井

22 上里見藩邸跡 未指定 遺跡
上里見藩邸（陣屋）の跡。藩主は松平（奥平）忠恒で

石高は二万石
榛名

23
室田宿市場絵図と

文書
市指定 歴史資料

下室田の宿場の市の様子。穀座と外居座の場所が示さ

れている。榛名歴史民俗資料館に収蔵
榛名

24
川浦山御用木御伐

出絵図
市指定 歴史資料

天保５年（１８３４）幕府が川浦山御林から大量のけ

やきを伐採し、烏川の水運を利用して江戸まで運んだ

際の作業過程を描いたもの

倉渕

25
幕府御用材搬出御

会所跡
市指定 遺跡 川浦山御用材搬出の仕事を監督した所 倉渕

26 白川陣屋跡 市指定 遺跡 安房勝山藩酒井氏の陣屋。代官は西明屋村の下田氏 箕郷

27 金古神保家大門 市指定 建造物 旗本松田氏の代官や名主を務めた神保家の表門 群馬

28 倉渕の道祖神
市指定

未指定

有形の民俗

文化財

倉渕町の７７か所にある、指定等・未指定含む１１４

体の道祖神
倉渕
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関連文化財群５の課題

①把握や歴史的意義の共有の不十分さによって、各地域にある藩や宿場、陸上・河川の交

通網に関連する歴史文化資産の風化や開発等による滅失の危険性が高まっている。

②時代と時代、地域と地域、人と人を繋いできた宿場や陸上・河川の交通網に関連する歴

史文化資産の特性を生かしきれず、断続的な活用に留まっている部分がある。

関連文化財群５の方針

①藩政や宿場、陸上・河川の交通網に関連する歴史文化資産を次世代に繋ぐ。

②時代や地域を繋いだ、歴史文化資産の包括的な活用を推進する。

関連文化財群５の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関５-１

関連文化財群５に関

連する未指定文化財

の調査・研究

藩政や宿場、陸上・河川の交通網に関

連する未指定文化財の調査と研究を進

める。

行政（文）

専門
前 中 後

関５-２ 風化や滅失の予防

風化や滅失を防ぐため、地域にある藩

政・宿場・陸路・水路に関連する歴史

文化資産の周知に努め、日常的な見守

り体制の強化を行う。

行政（文）

団体

市民

前 中 後

関５-３
地域づくり活動協議

会との連携強化

各地域づくり活動協議会が運営する、

地域の歴史の学習や伝統、文化の継承

のための行事に専門的見地から情報提

供を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関５-４
地域紹介パンフレッ

ト等の活用の拡充

地域ごとに作成されたパンフレットや

書籍を、学校での地域学習の補助や来

訪者のまち歩きで活用できるよう、公

開方法の検討を進める。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関５-５
神社仏閣の参拝ルー

トの設定

関連文化財群５に関わる神社仏閣の参

拝ルートを設定し、それらを巡る中で

地域や歴史文化資産に触れてもらう。

行政（文）

行政（関）

団体

中

関５-６
関連文化財群５に関

連する企画展の開催

市有の歴史系博物館で、関連文化財群

５に関する企画展を開催する。
行政（文） 中 後
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　幕末の開国以降、「近代化の父」と称される小栗上野介忠順による横須賀造船所の建設に

伴う外国の技術の導入や殖産興業政策によって、日本はもちろん、高崎においても経済の発

展や生活の変化がもたらされた。

　明治初期、生糸は我が国の主力輸出品となったが、知識と技術がなかったために使い残り

の屑
くず

糸や生糸にならない屑
くずまゆ

繭は安価で海外に輸出されていた。明治６年（１８７３）ウィー

ンで開かれた万博博覧会へ行き、屑糸・屑繭から糸を作るスイスの絹
けんし

糸紡
ぼうせき

績技術を学んだ工

部省の佐々木長
ながあつ

淳は、帰国後に絹糸紡績工場の設立を内務省に建言した。屑糸・屑繭を使っ

た紡績業の利益は多大で、早急に興業の基礎を確立する必要があり、当時の内務卿の木戸孝

允や大久保利通は、太政大臣の三条実美に対して紡績工場の設立の伺いを提出した。工場の

設立が許可され、製糸が盛んな地域で水利が良い新町が設立地として選定され、内務省勧業

寮の所管として明治９年（１８７６）に建築工事に着手した。富岡製糸場がフランス人の指

導による建設であるのに対し、新町においてはほとんどの工場が日本人によって建設された。

そして、明治１０年（１８７７）に国内最初の官営絹糸紡績工場として、新町紡績所が操業

を開始した。開業式には大久保利通・大隈重信・伊藤博文らが顔をそろえ、翌年９月には明

治天皇が行
ぎょうこう

幸した。新町には、この行幸で明治天皇が宿泊するために新築した行
あんざいしょ

在所が今も

残っている。

　中山道の宿駅として重要な位置を占めていた高崎には、鉄道が通るのも早かった。明治

１６年（１８８３）１２月に新町駅が開業し、翌明治１７年（１８８４年）５月には高崎駅

が開業した。この鉄道は内陸の産物と人を運ぶとともに、太平洋側からの産物と人を運ぶ大

動脈であり、交通の要衝としての高崎の役割は明治になっても続いた。明治４３（１９１０）

には県内最古の上水道設備をもった剣崎浄水場が完成し、人々の生活をより豊かにした。

　明治政府は、富国強兵策のため東京に鎮台、高崎に分営を置き、明治１７年（１８８４）

に歩兵第１５連隊を高崎に駐屯させた。さらに、岩鼻火薬製造所が明治３９年（１９０６）

にダイナマイトの製造を開始、昭和１９年（１９４４）には堤ヶ岡村（現棟高町ほか）を中

心に造られた前橋（堤ヶ岡）飛行場に軍用機が発着するなど、近代化によって生活が豊かに

なる一方で、高崎は軍都としての一面ももつようになっていた。

　昭和になると井上保
やすさぶろう

三郎が観光高崎の建設を目指し、昭和１１年（１９３６）に観音山に

高崎白衣大観音像を建立した。保三郎の長男房
ふさいちろう

一郎は、ナチス・ドイツから逃れてきた建築

家のブルーノ・タウトを高崎に招き、群馬県立美術館の建設に際しては作品を求め奔走し、

自らも日本書画２３０点余りを寄贈した。戦後の高崎は軍都から文化都市へと変貌し、近年

は「音楽のあるまち高崎」として発展した。群馬交響楽団の前身「高崎市民オーケストラ」

が誕生し、昭和３６年（１９６１）にはアントニン・レーモンドが設計し、建設費の一部が

市民の募金により賄われた群馬音楽センターが開館した。平成２年（１９９０）からは、高

崎音楽祭とマーチングフェスティバルが市民主導で行われ、また、頼政神社の祭典に起源を

もち、道祖神祭りや「高崎ふるさとまつり」など名前を変えて戦前から戦後と市民が主体と

なって繋いできた「高崎まつり」が今もなお続き、「山車まつり」など市民が参加する行事

が催されている。

　近代以降の都市の変容と文化芸術の発展の歴史を知ることは、高崎市民が培ってきた豊か

さの軌跡を巡ることに繋がるのである。

近代化と文化芸術の発展　－歩み続けるまち、高崎－近代化と文化芸術の発展　－歩み続けるまち、高崎－

関連文化財群６関連文化財群６
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関連文化財群６を構成する歴史文化資産（２０８件）

・関連文化財群６を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1
小栗上野介ゆかり

の地

県指定

市指定

未指定

建造物

遺跡

日本の近代化のために尽力した「近代化の父」ゆかり

の地。仮住まいとした東善寺や屋敷跡、終焉の地、墓

などが所在

倉渕

2 旧新町紡績所 国指定
建造物

遺跡

明治政府が設立した絹糸紡績工場。明治期の絹糸紡績

工場唯一の遺構
新町

3
明治天皇新町行在

所
市指定 遺跡

明治天皇の明治１１年（１８７８）の旧新町紡績所へ

の行幸の際に新築した行在所
新町

4 黒岩風穴 未指定 遺跡
石垣を組み、岩の間から吹き出す冷風によって蚕種の

保存に利用したもの。榛名風穴とも呼称
箕郷

5
小見家住宅（水村

園）（８棟）
国登録 建造物

幕末期創業の老舗の茶舗である水村園の敷地にある、

幕末期から昭和初期にかけての建造物
高崎

6 山田文庫 未指定 建造物
明治以前の木造建築の母屋。江戸末期に建てられ移築

された茶室や２棟の土蔵
高崎

7 剣崎浄水場 未指定 遺跡 明治４３年に創設された高崎市で最も古い浄水場 高崎

8
榛名川上流砂防堰

堤
国登録 建造物 地域の防災上極めて重要な堰堤 榛名

9 三沢川砂防堰堤 国登録 建造物 三沢川の最下流部に昭和１３年（１９３８）に建設 倉渕

10
榛名山麓砂防堰堤

群
未指定 遺跡

箕郷町や榛東村などにある、デ・レーケからの指導を

受けた技術者によって造られた砂防堰堤群
箕郷

11 上信電鉄烏川鉄橋 未指定 建造物 全長２６３ｍの鉄橋 高崎

12
上信電鉄下流かぶ

ら川鉄橋
未指定 建造物 鏑川にかかる橋 吉井

13 Ⅾ５１４９８ 未指定 建造物 Ⅾ５１形蒸気機関車 高崎

14 旧岩鼻火薬製造所 未指定 遺跡
「群馬の森」の一帯にあった火薬製造所。明治１５年

（１８８２）から終戦まで間、黒色火薬などを製造
高崎

15
前橋（堤ヶ岡）飛

行場跡
未指定 遺跡 堤ヶ岡村（現棟高町ほか）を中心に造られた飛行場 群馬

16
長野堰用水円筒分

水
未指定 建造物

古くは室町時代から農業や市民生活に利用されている

用水を、下流の４堰に分水
高崎

17

日本聖公会高崎聖

オーガスチン教会

聖堂

国登録 建造物 高崎で最初の本格的な鉄筋コンクリート造りの建築 高崎
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図５－１７　明治天皇新町行在所

図５－１５　小栗上野介忠順終焉の地 図５－１６　旧新町紡績所

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 旧井上房一郎邸 未指定 建造物
アントニン・レーモンドの自邸を井上房一郎が同氏に

同意を得て高崎に建てたもの
高崎

19 高崎白衣大観音像 国登録 建造物

岩野谷丘陵に井上保三郎によって昭和１１年

（１９３６）に建立。原型製作者は、伊勢崎出身の彫

刻家の森村酉三

高崎

20 洗心亭 県指定 遺跡

世界的に著名な建築家であるブルーノ・タウトが、井

上房一郎氏に招かれ、昭和９年（１９３４） から２年

３か月間滞在

高崎

21 群馬音楽センター 未指定 建造物
アントニン・レーモンド設計。平成１１年

（１９９９）に日本の近代建築２０選に選出
高崎

22
群馬県立近代美術

館
未指定 建造物 世界的に有名な磯崎新が設計した建物 高崎

23 高崎の山車行事 市指定
無形の民俗

文化財

日本一の山車保有数をほこり、その山車巡業の規模・

内容は関東一の華やかさ
高崎

24
高崎にある山車・

屋台

市指定

未指定

有形の民俗

文化財
高崎市域にある山車や屋台 全域

25
高崎の山車囃子・

屋台囃子
未指定

無形の民俗

文化財

無形文化財

高崎市域の山車囃子・屋台囃子 全域
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関連文化財群６の課題

①高崎の近代・近現代に関連する歴史文化資産の現状把握や調査研究が行き届いていない

部分がある。

②高崎の近代・近現代に関連する歴史文化資産の活用をさらに進めるため、その認知度を

向上させていく必要がある。

関連文化財群６の方針

①各地域にある高崎の近代・近現代に関連する歴史文化資産の調査研究を進める。

②時代の変化に対応してきた人々の生活や、魅力ある高崎の近代・近現代に関連する歴史

文化資産の価値を、幅広い世代が共有できる環境をつくる。

関連文化財群６の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関６-１ 現状確認

『群馬県近代化遺産総覧』に掲載され

ている高崎の歴史文化資産を中心に、

現状確認を進める。

行政（文）

団体

市民

前 中

関６-２

関連文化財群６に関

連する歴史文化資産

の調査研究

榛名山麓砂防堰堤群や陸軍岩鼻火薬製

造所、黒岩風穴など高崎の近代・近現

代に関連する歴史文化資産の調査研究

を進める。

行政（文）

専門

市民

前 中

関６-３ 指定等の推進

榛名山麓砂防堰堤群や陸軍岩鼻火薬製

造所、黒岩風穴などの歴史文化資産の

指定等を推進する。

行政（文）

専門
前 中 後

関６-４
多様な手法を活用し

ての情報発信

ホームページやパンフレットなどで

の、高崎の近代・近現代に関連する歴

史文化資産の情報量を増やし、その認

知度の向上を目指す。

行政（文）

行政（関）
前 中

関６-５
ロケ誘致への情報提

供

群馬音楽センターなどをロケ地として

誘致する際には、専門的見地から情報

提供を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関６-６
旧新町紡績所の歴史

的意義の共有

所有者と連携し、建造物の公開や解説

板の設置など、旧新町紡績所の歴史的

意義を幅広い世代と共有できるように

する。

行政（文）

団体
中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関６-７

高崎の近現代に関連

する歴史文化資産の

ユニークベニュー化

群馬音楽センターなどの歴史文化資産

で特別感や地域特性を演出したイベン

トや会議・レセプションなどを開催し、

イメージアップに繋げる。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

中 後
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関連文化財群７関連文化財群７

受け継がれる高崎の絹遺産　－お蚕さまの恵み－受け継がれる高崎の絹遺産　－お蚕さまの恵み－

　高崎の人々は古くから盛んに蚕を飼い、生糸を採っていた。小正月の繭玉づくりなど、養

蚕の成功を願って様々な儀礼・祈願を行い、繭を生みだし生活を支える蚕は「お蚕
こ

さま」と

いわれ非常に大切にされてきた。

　江戸時代になると、真綿・絹・糸などが商品として広く生産されるようになった。それら

は高崎の多くの農民にとっても欠かすことのできない収入源となり、農耕の合間の「作間稼

ぎ」などで絹を織り、市で売って生活用品を調達した。高崎を含め西上野では、家内制手工

業として各農家が養蚕から一貫して絹を織るという生産方式が幕末まで行われた。

　幕末の横浜開港以来、生糸の輸出が盛んになると街なかでも生糸を採るようになった。明

治初期にイギリス人のブラックが中山道筋を旅行した際の旅行記に、高崎の本町から田町の

通りでは、いたるところで繭を煮て生糸を採っていたと書いているほどで、周辺の農業地域

ではなおさら生糸生産が盛んであった。日野絹の伝統を引く白絹が生産され、高崎絹と呼ば

れて田町の絹市で盛んに取引されていた。明治５年（１８７２）に官営模範製糸場である富

岡製糸場が富岡市に建設され、明治１０年（１８７７）には国内初の官営絹糸紡績工場とし

て新町紡績所が操業を開始した。富岡製糸場などへの生糸や繭、資源などの輸送需要が高ま

ると明治３０年（１８９７）には高崎と下仁田を繋ぐ上野鉄道（後の上信電鉄）が開通し、

シルクライン的な性格を持ちながら利用された。

　織物業が盛んになると染物の技術も発達し、「高崎に来れば、染物の仕事はだいたい間に

合う」といわれるほど高崎には染物に関わる職人や商人が揃っていた。染色には大量の水を

使うため、市街を流れる長野堰用水や一貫堀川沿いには織物業が集まっていた。

　豊かさの源である蚕への、当時の人々の思いを知るエピソードが箕郷地域にある。明治

２０年（１８８７）５月の降雹により、桑畑が大きな被害を受けた。桑の葉を餌とする蚕の

飼育が困難となり、村人たちは止むを得ず蚕を丘の土の中に埋め、蚕影山大神を祀り蚕の霊

を慰めた。この時の惨状を後世に伝えるために、明治３０年（１８９７）に建てられたのが

ぐんま絹遺産にもなっている「柏木沢の蚕影碑」であり、蚕をただ繭や生糸を生みだすもの

として扱わず、どれほど大切に思っていたのかが窺える。

　高崎をはじめとする群馬県では、米粉で作り枝にさした団子（繭玉）を、「どんど焼き（ど

んどん焼き）」の火で焼いて食べるという風習があるなど、行事の際には米や麦を原材料に

したものが多く使われた。冬の長い日照時間、からっ風、水はけのよい土壌は小麦づくりに

適しており、米と麦の二毛作が行われてきた。養蚕の時期や農繫期には簡単に作ることがで

きる「おきりこみ」が重宝され、農作業の後のご褒美や蚕あげ、十五夜など季節の行事の際

には「まんじゅう」が食べられた。高崎における粉食文化は、パスタなど市の魅力をアピー

ルする重要なものとして、現代も受け継がれ発展している。

　高崎の発展を支えた「お蚕さま」と、ともに受け継がれてきた文化・風習は高崎を形づくっ

てきた重要な要素である。それらに焦点を当てることは、時代や生活様式が変わっても守り、

後世に伝え続けていきたいという機運を高めていくことに繋がっていくのである。
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関連文化財群７を構成する歴史文化資産（３７件）

・関連文化財群７を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1
上州の小正月ツク

リモノ
国指定

有形の民俗

文化財

上州（群馬県）において、古い正月の名残とされる小

正月の各種の行事で用いられてきたツクリモノと呼ば

れる用具類。群馬県立歴史博物館に所蔵

高崎

2
八幡八幡宮唐銅灯

籠一対
市指定 工芸品

糸繭商人の野澤屋惣兵衛が大願主となって奉納した灯

籠。ぐんま絹遺産
高崎

3 柏木沢の蚕影碑 市指定 遺跡

降雹で桑畑が壊滅し、飼育が困難になった蚕を止むを

得ず埋めたという惨状を後世に伝えるもの。ぐんま絹

遺産

箕郷

4 大林馬道の大桑 市指定
動物・植物・

地質鉱物

樹高１０ｍの桑で樹齢推定２８０年以上。ぐんま絹遺

産
榛名

5
高崎に残る養蚕に

関わる建造物
未指定 建造物 養蚕等に使われた建造物 全域

6
群馬県立日本絹の

里（収蔵・展示品）
未指定

有形の民俗

文化財

養蚕・製糸・織物の歴史と絹の素晴らしさを伝えてい

る。ぐんま絹遺産
群馬

7

高崎市歴史民俗資

料館の養蚕・製糸・

機織資料

未指定
有形の民俗

文化財

高崎市歴史民俗資料館が収集した、高崎地域の養蚕・

製糸・機織道具の良好な資料群。ぐんま絹遺産
高崎

8 絵巻「勧農図」 市指定 絵画
天保年間当時の農法と、人々の農業に対する心掛けが

描かれる。群馬県立歴史博物館に収蔵
高崎

9 農耕図屏風 市指定 絵画 江戸時代前期における農作業を描写したもの 群馬

10 高崎だるまⓇ 未指定 工芸品
今から二百十数年前、豊岡村の山縣友五郎が始めたと

される。群馬県ふるさと伝統工芸品
全域

11 旧新町紡績所 国指定
建造物

遺跡

明治政府が設立した絹糸紡績工場。明治期の絹糸紡績

工場唯一の遺構
新町

12
明治天皇新町行在

所
市指定 遺跡

明治天皇の明治１１年（１８７８）の旧新町紡績所へ

の行幸の際に新築した行在所
新町

13 黒岩風穴 未指定 遺跡
石垣を組み、岩の間から吹き出す冷風によって蚕種の

保存に利用したもの。榛名風穴とも呼称
箕郷

14 金井炭坑坑道跡 未指定 遺跡 明治の初めより亜炭を採掘し、富岡製糸場にも供給 高崎

15 長坂炭坑跡 未指定 遺跡 寺尾町にあった炭坑。亜炭は近郊の製糸場の動力源 高崎

16
道祖神祭り（どん

ど（ん）焼き）
未指定

無形の民俗

文化財
小正月に正月飾りや締め飾りなどを焼く行事 全域

17 粉食文化 未指定
無形の民俗

文化財
小麦を主材料とした食生活 全域
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図５－１８　八幡八幡宮唐銅燈篭一対 図５－１９　柏木沢の蚕影碑

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 中村染工場 未指定 無形文化財
明治３０年（１８９７）創業。群馬県唯一の伝統技法、

注染による手ぬぐいの受注・生産
高崎

19
染料植物園（収蔵・

展示品）
未指定

有形の民俗

文化財
日本の染物文化やその魅力を伝承 高崎

20 高崎の染織文化 未指定
無形の民俗

文化財
現代に伝わる染織文化 全域

21 長野堰 未指定 名勝地
約１０００年前に開鑿が始まったといわれ、農業や市

民生活に利用
高崎
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関連文化財群７の課題

①養蚕をはじめとする農業の衰退、信仰に対する意識や生活の変化、高齢化に伴い、かつ

ての産業や伝統行事・信仰の継続は、各地で深刻な問題となっている。

②情報発信の仕方や、関係各課が行っている事業との連携体制には、改善・拡充の余地が

ある。

関連文化財群７の方針

①高崎の絹遺産など、伝統的に続いてきた民俗風習などを次世代に繋いでいく。

②高崎の絹遺産や伝統行事等の魅力を共有し、多方面へ発信する。

関連文化財群７の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関７-１
高崎の絹遺産の掘り

起こし

高崎の絹遺産として、新たに扱える歴

史文化資産の掘り起こしを進める。

行政（文）

専門

団体

市民

前 中

関７-２ 収蔵品の整理と公開
歴史民俗資料館等で収蔵されている農

具等の整理を行い、適宜公開する。
行政（文） 前 中

関７-３
保存管理の相談に対

する助言等

保存会や公民館、管理者等から歴史文

化資産の保存管理に関する相談が寄せ

られた際には、専門的見地から助言等

を行う。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

関７-４
市民主体の高崎の絹

遺産活用

高崎の絹遺産を活用した市民主体のイ

ベント等が企画された際は、場所の提

供や専門的見地からの情報提供を行

う。

市民

団体
前 中 後

関７-５
小学校の社会科の学

習への支援

小学３年生の「人々の生活のうつりか

わり」や、小学４年生の「残したいも

の伝えたいもの」の学習などの際に、

情報提供や出前授業を積極的に行う。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

関７-６
関連文化財群７に関

連する合同企画展

歴史民俗資料館などで、旧新町紡績所

や養蚕、染物や粉食など、絹遺産に関

わる企画展を開催する。

行政（文） 中 後
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関連文化財群８関連文化財群８

世代をつなぐ祈りの歴史　－榛名山・雨乞いと豊穣の喜び－世代をつなぐ祈りの歴史　－榛名山・雨乞いと豊穣の喜び－

　群馬県内には上毛三山の榛名山・赤城山・妙義山をはじめ、武尊山、谷川岳、白根山、浅

間山などの山々を神として祀る神社が広く分布している。その中でも多く分布しているのは

榛名山信仰の神社である。古代から幾度となく噴火した榛名山は、古くから畏怖の対象であっ

たが、一方で、夏には雲をわき起こさせて恵みの雨をもたらし、冬には烈風を吹き下ろす神

宿る山として信仰の対象となっていた。

　榛名山にある榛名神社には、巨石や奇岩の風景から弥生時代の岩
いわかげ

陰遺跡の存在が想定され

ており、聖徳太子の父である用明天皇の時代（５８５年から５８７年）にその原型ができた

と伝えられる。榛名神社の名前は、延長５年（９２７）にまとめられた『延
えんぎしきじんみょうちょう

喜式神名帳』の

中で「上野国式内十二社」のうちの「小社」として記載されている。さらに、榛名神社境内

の巌
いわおやま

山遺跡からは１０世紀から１１世紀の遺物が出土していて、このころには宗教的な活動

が行われていた。

　鎌倉時代以降は、榛名神社は神仏習合の影響を受け「榛名寺・巌
がんでん

殿寺
じ

」と呼ばれるように

なる。本地仏の地蔵菩薩が武神として武将たちに信仰され、保護されるようになった。榛名

神社には、足利氏・長野氏・上杉氏・真田氏などによる、領地の安堵や神社への禁制を定め

る書状が残されている。

　江戸時代、街道が整備され比較的平和で安定した時代が続くと「お伊勢参り」や「富士講」

など、信仰と観光を兼ねた一般の人々の旅が流行した。講とは旅費の積み立てを行う仕組み

で、代表が「代参」という形で参拝に行った。榛名山も霊山や農耕の神様として信仰の対象

となり、榛名神社への参拝は桑や小麦、その他の農作物に甚大な被害を及ぼす雹
ひょう

除け・嵐除

け・霜
しも

除けに絶大な効果があるとされた。また、雨
あまごい

乞祈願後に参道脇にある「萬
まんねんせん

年泉」から

汲んだ御
ごしんすい

神水を竹筒に入れ、帰村し田畑に撒けば雨が降るといわれた。

　関東全域をはじめ、信濃（長野県）、越後（新潟県）、甲斐（山梨県）などの国々から「榛名講」

の参拝客が訪れ、参拝にあたっては参道脇にある宿
しゅくぼう

坊を利用したことから、神社の賑わいに

加えて参道周辺の整備も進んだ。榛名神社門前の社家町には最盛期には戸数は約１００戸、

人口は約５００人に達し、御
お し

師という人々が参拝者の祈
きとう

祷を行うとともに、宿や食事の提供、

神社での祈祷や神楽奉納の手配を行うなど、庶民が安全に旅をするための重要な役割を果た

していた。明治時代の神仏分離の影響により縮小しているが、現在も参道に店を出しその名

前を残している坊もある。

　奈良時代後半につくられた『万葉集』東歌の中には、「伊香保」を詠んだ歌が九首ある。

当時の人々は、榛名山のことを「イカホ（怒る峰）」と呼んでおり、６世紀頃の噴火とそれ

による災害の記憶が、後の時代にも伝わっていたことを感じさせる。そのような畏怖の対象

であった榛名山では、市内小学生の学校行事の場として林間学校が設置され、また、榛名湖

花火大会や「榛名山ヒルクライム in 高崎」が開催されるなど、学習や観光、スポーツが盛

んになっている。一方で、今でも多くの人が榛名神社を参拝するなど、以前と変わらない信

仰の対象ともなっている。

　人々が崇め、畏れ、そして集った山。各地に遺る祈りの歴史を紐解き、現在の魅力と繋げ

ていくのである。
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関連文化財群８を構成する歴史文化資産（５１件）

・関連文化財群８を構成する歴史文化資産は、『高崎市文化財保存活用地域計画（資料

編）』の「６．関連文化財群構成歴史文化資産一覧」を参照されたい。

主な歴史文化資産の分布図

※電子地形図 200000（国土地理院）を加工して作成
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主な歴史文化資産の概要

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

1 榛名山 未指定 名勝地 上毛三山のひとつ 榛名

2 榛名神社 国指定 建造物
延長５年（９２７）完成の延喜式神名帳に上野国十二

社として記載
榛名

3
榛名神社の矢立ス

ギ
国指定

動物・植物・

地質鉱物
武田信玄が戦勝を祈願して矢を射立てたと伝承 榛名

4 巌山遺跡 未指定 遺跡

榛名神社境内にあり、１０世紀から１１世紀の頃の遺

物が出土していることから、平安時代に造成された寺

院跡と推定

榛名

5 唐松遺跡 未指定 遺跡
出土品から、修行や生活の場として利用されていたと

推定
箕郷

6 戸春名神社 未指定 建造物

榛名神社の里宮とされる神社。室町時代に三ノ倉の氏

神であった社が榛名神社の神徳にあやかろうと分霊を

願い、「外榛名神社」となったことが始まりと推定

倉渕

7 戸榛名神社 未指定 建造物
昔は「榛名神社」と称した、榛名神社の里宮とされる

神社
榛名

8 榛名木戸神社 市指定 建造物
榛名神社の里宮とされる神社。『上野名跡誌神名帳』

より、従四位上榛名木戸明神と記載
榛名

9 石上のしん寺跡 市指定 遺跡 榛名山の名僧頼印がこの寺を里坊としていたと推定 倉渕

10 榛名神社神代神楽 県指定
無形の民俗

文化財
榛名神社の神楽殿で奏上される神楽舞 榛名

11 榛名神社御旅所跡 市指定 遺跡 秋の神輿渡御の時に行列を組んで神輿が渡った場所 榛名

12 白岩観音仁王門他 市指定 建造物 坂東三十三ヶ所霊場第１５番札所 榛名

13 社家町
国登録

未指定

伝統的建造

物群
榛名神社の社家町。江戸時代の宿坊などが残存 榛名

14 榛名山番所跡 市指定 遺跡 信州大戸通りの裏往還の通行を取り締まっていた番所 榛名

15
地蔵峠道・元禄の

道しるべ
市指定 遺跡 榛名参詣道にある、元禄５年（１６９２）の道しるべ 倉渕

16 落合の道祖神 市指定
有形の民俗

文化財

風戸峠を越えて榛名神社へ通じる参詣路と草津・信州

街道の旧道にある。浮世絵を思わせるような夫婦和合

の姿が特徴

倉渕

17
榛名神社神宝殿附

竣工碑
県指定 建造物 榛名神社の参道に立つ三重塔 榛名
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図５－２１　榛名神社 図５－２２　社家町

図５－２０　榛名山

№ 名称 指定等 類型 説明 地域

18 鉄燈籠 県指定 工芸品 新田義貞が寄進したと伝えられる県内最古の鉄燈籠 榛名

19 榛名神社文書 県指定 古文書 榛名神社の留守所下文をはじめとした十点の文書 榛名

20
榛名神社九折岩・

鞍掛岩
市指定 名勝地 榛名神社境内にある奇岩 榛名

21 榛名神社萬年泉碑 市指定
有形の民俗

文化財
萬年泉という井戸のそばに建てられている碑 榛名

22 天神峠の石燈籠 市指定
有形の民俗

文化財

豪商塩原太助が榛名湖を望む天神峠に寄進した雄大な

石燈籠
榛名

23 榛名湖 未指定 名勝地 「伊香保の沼」の枕詞として、万葉集にも掲載 榛名

24 榛名の奇岩 未指定 名勝地 榛名山にある巨岩、奇岩 榛名

25 右京の泣き堀 未指定 遺跡
高崎藩が榛名湖から通水して利用しようとして掘られ

た隧道
榛名
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関連文化財群８の課題

①榛名山信仰に関わる歴史文化資産の保存・管理には、不十分な面がある。

②景観資源や噴火の被害を受けた遺跡、伝承や榛名山信仰に関する歴史文化資産の調査研

究や、それらを様々な事業と関連づけた活用をより一層進める必要がある。

関連文化財群８の方針

①災害や老朽化等に迅速に対応し、榛名山信仰に関わる歴史文化資産を適切に保存・管理

する。

②各地域にある榛名山関連の歴史文化資産の、包括的な活用につながる取組を行う。

関連文化財群８の措置

NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関８-１
榛名神社の修繕・改

修の継続

榛名神社の本社・幣殿・拝殿などの修

繕・修復の継続を促進する。

行政（文）

行政（関）
前 中

関８-２
消防や警察との連携

強化

火災等の災害や犯罪に対して迅速に対

応するため、消防や警察などとの連携

体制を強化する。

行政（文）

行政（関）
前 中

関８-３
榛名神社関連の遺跡

や遺構の保存

榛名神社に関連する遺跡や遺構などの

保存を推進する。

行政（文）

行政（関）

団体

市民

前 中 後

関８-４
榛名山や榛名神社に

関する学習支援

榛名歴史民俗資料館などと連携し、榛

名山や榛名神社についての出前授業の

実施の促進や情報提供を行う。

行政（文）

行政（関）
前 中 後

関８-５ 情報発信

関係各課等と連携し、ホームページな

どで榛名神社や榛名講の歴史、社家町

の見どころなどの情報を発信する。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後

関８-６
スポーツイベント等

での広報

「榛名山ヒルクライム in 高崎」やトラ

イアスロンなどのスポーツイベント等

の際に、榛名山関連の歴史文化資産の

広報ができるように働きかける。

行政（文）

行政（関）

団体

前 中 後
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NO. 事業名 事業内容 体制

実施時期（令和）

前

6-

8

中

9-

12

後

13-

15

関８-７
関連文化財群８に関

連する合同企画展

榛名歴史民俗資料館などで、関連文化

財群８に関わる企画展を開催する。
行政（文） 中 後

関８-８
榛名山関連の歴史文

化資産の掘り起こし

景観資源や噴火の被害を受けた遺跡、

榛名山にまつわる伝承や榛名山信仰に

関する歴史文化資産の掘り起こしを進

める。

行政（文）

行政（関）

専門

団体

市民

中 後



- 146 -

第６章　歴史文化資産の保存・活用の推進体制

歴史文化資産の保存・活用の推進体制

第１節　高崎市の推進体制

第６章

　地域計画は、文化財保護課を中心とし、市の関係各課との連携を図りながら事業を推進

することを基本とする。

　また、行政関係機関のみならず高崎市文化財調査委員、高崎市文化財保存活用地域計画

協議会、文化財の所有者や管理者、教育機関、地域住民、地域団体、観光事業者、大学な

どの専門機関や専門家との連携が不可欠であり、国の文化財防災センターや群馬県文化財

防災ネットワーク連携協議会等との連携を密にして、災害対策や災害発生時の対応などの

情報共有を行っていく必要もある。

　これらを円滑に進めるために、以下の推進体制を構築して事業を実施していく。

行政（文）行政（文）

教育委員会事務局文化財保護課教育委員会事務局文化財保護課

・文化財の保護・普及、指定文化財及び史跡地の維持管理、史跡整理、埋蔵文化財の発

掘調査等に関することを行う。

・職員数は７３名で、そのうち学芸系専門職員数は３６名（うち、埋蔵文化財の専門職

員２７名、古文書の専門職員５名、美術の専門職員１名、文学の専門職員１名、普及

の専門職員２名）である。※令和６年３月時点

行政（関） 行政（関） 

【高崎市の関係各課】【高崎市の関係各課】

総務部企画調整課総務部企画調整課

・区長等関係事務、地域づくり活動及び市民公益活動の支援等に関することを行う。

総務部防災安全課総務部防災安全課

・防災、市民保護等に関することを行う。

総務部文化課総務部文化課

・芸術文化の振興、文化団体の活動支援、文化会館等の文化施設等に関することを行う。

総務部広報課総務部広報課

・『広報高崎』の発行、報道機関への情報提供、市ホームページ制作管理等に関すること

を行う。

商工観光部観光課商工観光部観光課

・観光振興、物産振興等に関することを行う。

都市整備部都市計画課都市整備部都市計画課

・都市計画の調査及び決定、地区計画等に関することを行う。

都市整備部都市計画課景観室都市整備部都市計画課景観室

・景観形成及び屋外広告物の規制等に関することを行う。
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行政（関）行政（関）

都市整備部公園緑地課都市整備部公園緑地課

・緑化の指導及び推進、緑地保全、保存樹木、公園・緑地等の計画・整備管理等に関す

ることを行う。

【倉渕支所】【倉渕支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、商工業及び観光の振興、

地域のまつり、社会教育等に関することを行う。

【箕郷支所】【箕郷支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業課産業課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。

【群馬支所】【群馬支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業課産業課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。

【新町支所】【新町支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、商工業及び観光の振興、

地域のまつり、社会教育等に関することを行う。

【榛名支所】【榛名支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業観光課産業観光課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。

【吉井支所】【吉井支所】

地域振興課地域振興課

・支所業務の総合調整、地域振興、防災、防犯、区長等関係、社会教育等に関すること

を行う。

産業課産業課

・商工業及び観光の振興、地域のまつり、森林病害虫の防除、鳥獣保護等に関すること

を行う。
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行政（関）行政（関）

【教育委員会事務局】【教育委員会事務局】

教育委員会事務局社会教育課教育委員会事務局社会教育課

・生涯学習の推進、社会教育委員、成人教育及び家庭教育、人権教育、市民活動センター、

交流館等に関することを行う。

教育委員会事務局学校教育課教育委員会事務局学校教育課

・学校経営及び教育活動の指導・助言等に関することを行う。

公民館公民館

・生涯学習の推進、公民館利用団体の育成及び支援等に関することを行う。

図書館図書館

・図書館の管理運営、市史等に関することを行う。

教育センター教育センター

・教育に関する調査研究、教員の研修、教育相談、適応指導教室等に関することを行う。

高崎市立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校高崎市立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校

・小学校５８校、中学校２５校、高等学校１校、特別支援学校１校がある。

【高崎市・安中市消防組合】【高崎市・安中市消防組合】

高崎市等広域消防局高崎市等広域消防局

・消防局管内の火災予防思想の普及、予防査察、火災原因及び損害調査、消防用設備の

検査・指導、消火・救急・救助活動、警防計画等に関することを行う。

【他の行政機関】【他の行政機関】

文化庁文化庁

・文化芸術の振興・普及、文化財の保存・活用、宗教に関する行政事務などを行う。

独立行政法人国立文化財機構　文化財防災センター独立行政法人国立文化財機構　文化財防災センター

・各種災害から多様な分野の文化財をまもるため、令和２年（２０２０）に国立文化財

機構に開設された。

群馬県地域創生部文化財保護課群馬県地域創生部文化財保護課

・文化財の保存・活用、文化財の指定・解除、県文化財保護審議会、銃砲刀剣類の登録等、

文化財保護に係る表彰、埋蔵文化財保護と開発事業との調整等を行う。

群馬県地域創生部文化振興課群馬県地域創生部文化振興課

・伝統文化継承事業、はじめての文化体験事業、文化芸術団体の育成・支援、温泉文化

ユネスコ無形文化遺産登録推進、ぐんま絹遺産の登録・活用、「世界の記憶」上野三碑

周知事業等を行う。

群馬県立歴史博物館群馬県立歴史博物館

・群馬県の歴史や文化の特色についての紹介をしている。

群馬県立近代美術館群馬県立近代美術館

・海外の近代美術から、日本の近代美術、群馬ゆかりの美術など優れた作品を収集・展

示している。

群馬県立自然史博物館群馬県立自然史博物館

・群馬県の自然史を中心に地球の文化・鉱物・ヒトや進化に関する資料・標本・写真な

どの展示をしている。
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行政（関）行政（関）

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

・公共開発事業に伴う埋蔵文化財の調査・研究、生涯学習や学校教育と連携した公開事業、

文化財保護思想の普及などを行う。

群馬県防災ネットワーク連携協議会群馬県防災ネットワーク連携協議会

・災害対策や災害発生など災害に備えた情報共有と、災害発生時の被害情報の収集やレ

スキュー活動に取り組む。

周辺の市町村周辺の市町村

・関連する歴史文化や歴史文化資産をもつ市町村として、前橋市や藤岡市、富岡市や渋

川市、榛東村や玉村町などがある。

群馬県高崎警察署群馬県高崎警察署

・八幡地区、長野地区をのぞく高崎地域と新町地域、吉井地域を管轄している。

群馬県高崎北警察署群馬県高崎北警察署

・八幡地区、長野地区、群馬地域、箕郷地域、榛名地域、倉渕地域を管轄している。

専門専門

高崎市文化財調査委員高崎市文化財調査委員

・文化財に関する事項について、教育委員会からの諮問に応じ調査・研究し、意見を具

申する。

高崎で調査研究や実習を行う大学高崎で調査研究や実習を行う大学

・専修大学、高崎商科大学、明治大学、早稲田大学などがある。

公立大学法人高崎経済大学公立大学法人高崎経済大学

・高崎市内に所在し、経済学部・地域政策学部がある。

団体団体

高崎市文化財保存活用地域計画協議会高崎市文化財保存活用地域計画協議会

・地域計画に関わる事業の推進の助言、事業の効果の検証や評価、計画の見直し等に関

することを行う。

一般社団法人高崎観光協会一般社団法人高崎観光協会

・高崎市の観光情報の紹介や、観光パンフレットの発行を行う。

地域づくり活動協議会地域づくり活動協議会

・地域の歴史や伝統文化の継承のための行事、芸能文化祭、夏祭り、スポーツ大会、防犯・

防災活動、環境保全、清掃美化活動、その他地域の特色を活かした活動を行う。

歴史文化資産関係の活動団体歴史文化資産関係の活動団体

・上野三碑ボランティア会、山上碑・金井沢碑を愛する会、上野三碑をつなぐ会、王の

儀式再現の会、吉井郷土資料館友の会、日高遺跡公園をともに楽しむ会などがある。

群馬県歴史資料継承ネットワーク群馬県歴史資料継承ネットワーク

・自然災害等で焼失の危機にある歴史資料（古文書など）の救出・保全活動を行う。
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図６－１　高崎市文化財保存活用地域計画推進体制
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第２節　計画の進捗管理と評価

　地域計画の事業を計画的に実施し、効果を発揮させるには、進捗管理を的確に行う必要

がある。進捗の過程においては、ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・改善）の考え方

のもとに、優先順位や目標を整理して計画的に事業を実施し、中間点や終了時点などで達

成状況、課題などの把握・評価を行い、その成果を当該事業の改善及び他の事業への反映

に繋げる必要がある。

　事業の進捗状況については自己評価を行うとともに、高崎市文化財保存活用地域計画協

議会にて事業の効果の検証や評価、計画の見直し等を行い、その結果を高崎市文化財調査

委員へ報告し、聴取した意見を踏まえて次年度以降の取組に活かすこととする。最終評価

では高崎市文化財保存活用地域計画協議会に計画の進捗状況や達成状況を諮り、その結果

を高崎市文化財調査委員へ報告する。

　なお、計画の進捗管理の過程では、必要に応じて柔軟な見直しを行う。

図６－２　高崎市文化財保存活用地域計画におけるＰＤＣＡサイクル

○高崎市文化財保存活用地域計画作成○高崎市文化財保存活用地域計画作成

○「実行・評価・改善」等に基づき適宜見直しを行い、○「実行・評価・改善」等に基づき適宜見直しを行い、

必要が認められる場合には、設定を受けた計画の変必要が認められる場合には、設定を受けた計画の変

更の申請や、軽微な変更の報告を行う。更の申請や、軽微な変更の報告を行う。

○事業等の進捗状況を踏まえ、事業等の途中（毎年度、中間点など）、○事業等の進捗状況を踏まえ、事業等の途中（毎年度、中間点など）、

終了時において評価を行う。終了時において評価を行う。

○評価項目としては、次のことが想定できる。○評価項目としては、次のことが想定できる。

　　・把握調査に関する事業等の成果・効果の評価・把握調査に関する事業等の成果・効果の評価
　・保存管理に関する事業等の成果・効果の評価　・保存管理に関する事業等の成果・効果の評価
　・整備活用に関する事業等の成果・効果の評価　・整備活用に関する事業等の成果・効果の評価
　・推進体制に関する事業等の成果・効果の評価　・推進体制に関する事業等の成果・効果の評価
　・関連文化財群に関する事業等の成果・効果の評価　・関連文化財群に関する事業等の成果・効果の評価

○地域計画の内容を踏まえ、事業等を実○地域計画の内容を踏まえ、事業等を実

施する。施する。

○「実行・評価・改善」等に基づいた見○「実行・評価・改善」等に基づいた見

直しや計画の変更を踏まえ、さらに効直しや計画の変更を踏まえ、さらに効

果的・効率的な事業等の実施を図る。果的・効率的な事業等の実施を図る。

○「評価」を踏まえて、計画・事業の改○「評価」を踏まえて、計画・事業の改

善点を見出す。善点を見出す。

○必要が認められる場合、計画・事業の○必要が認められる場合、計画・事業の

見直しを行う。見直しを行う。

計画（Plan）計画（Plan）

評価（Check）評価（Check）

実行（Do）実行（Do）改善（Act）改善（Act）
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